
 

 

商工文教委員会会議記録 

 

商工文教委員長 亀卦川 富夫 

１ 日時 

  平成 19 年 10 月 10 日（水曜日） 

  午前 10 時２分開会、午後５時５分散会 

  （休憩：午前 11 時 55 分から午後１時２分、午後３時 20 分から午後３時 34 分） 

２ 場所 

  第３委員会室 

３ 出席委員 

  亀卦川富夫委員長、喜多正敏副委員長、伊藤勢至委員、佐々木博委員、野田武則委員、 

 佐々木大和委員、高橋雪文委員、小西和子委員、斉藤信委員、小野寺好委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  石木田担当書記、三上担当書記、八重樫併任書記、千葉併任書記 

６ 説明のために出席した者 

(1) 商工労働観光部 

    阿部商工労働観光部長、田村商工企画室長、福澤商工企画室企画担当課長、 

  佐藤経営支援課総括課長、黒澤科学・ものづくり振興課総括課長、 

  橋本地域産業課総括課長、菊池観光課総括課長、齋藤参事兼企業立地推進課総括課長、 

  伊藤労政能力開発課総括課長、寺本労政能力開発課特命参事 

(2) 教育委員会 

    相澤教育長、菅野教育企画室長、佐々木学校教育室長、 

  大友教育企画室企画担当課長、鈴木教育企画室予算財務担当課長、 

  佐野教育企画室学校施設担当課長、堀江教育企画室特命参事、 

  藤原学校教育室学校企画担当課長、小岩学校教育室首席指導主事兼義務教育担当課長、 

  熊谷学校教育室主任指導主事兼高校教育担当課長、 

  及川学校教育室主任指導主事兼特別支援教育担当課長、 

  鷹觜学校教育室高校改革担当課長、西村学校教育室産業教育担当課長 

  田村学校教育室特命参事、 

  齋藤生涯学習文化課総括課長兼県立埋蔵文化財センター所長、 

  中村生涯学習文化課文化財・世界遺産担当課長、川口スポーツ健康課総括課長、 

  小原教職員課総括課長、侘美教職員課小中学校人事担当課長、 



  酒井教職員課県立学校人事担当課長 

 

７ 一般傍聴者 

  １名 

８ 会議に付した事件 

 (1) 議案 

   ア 議案第１号  平成 19 年度岩手県一般会計補正予算（第４号） 

   イ 議案第６号  平成 19 年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号） 

   ウ 議案第 25 号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例 

   エ 議案第 27 号 岩手県立大船渡工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約の 

            締結に関し議決を求めることについて 

   オ 議案第 28 号 岩手県立釜石工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約の締 

            結に関し議決を求めることについて 

 (2) 請願陳情 

    受理番号第 13 号 子育てにかかわる助成制度の拡充を求める請願 

９ 議事の内容 

○亀卦川富夫委員長 おはようございます。ただいまから、商工文教委員会を開会いたしま

す。これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により会

議を行います。 

 初めに、商工労働観光部関係の審査を行います。議案第１号平成 19 年度岩手県一般会計

補正予算（第４号）中、第１条第２項第１表中、歳出第５款労働費及び第７款商工費並びに

議案第６号平成 19 年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）、以上２件の予

算議案を一括議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○田村商工企画室長 それでは、商工労働観光部関係の平成 19 年度岩手県一般会計補正予

算について御説明申し上げます。 

 議案その１の４ページをお開き願います。当部関係は、５款労働費の 1,395 万 1,000 円

の増額及び５ページにまいりまして７款商工費の 13 億 9,712 万 8,000 円の増額補正であり

ます。各項目の内容につきましては、お手元の予算に関する説明書により御説明を申し上げ

ます。なお、金額の読み上げにつきましては省略させていただきますので、御了承願います。 

 それでは、予算に関する説明書の 30 ページをお開き願います。５款労働費、１項労政費、

１目労政総務費でありますが、管理運営費は認定職業訓練運営費補助金等に係る国庫返還

金であります。２目労働教育費でありますが、各種労働講座開設費は、国庫委託金の確定見

込み等に伴う補正をしようとするものであります。 

 次に、31 ページにまいりまして、２項職業訓練費、２目職業訓練校費でありますが、公

共職業能力開発費は県立職業能力開発施設の事務経費等を補正しようとするものでありま



す。チャレンジド就業支援事業費は、国庫委託金の確定に伴う補正をしようとするものであ

ります。 

 次に、飛びまして 42 ページをお開き願います。７款商工費、１項商工業費、１目商工業

総務費でありますが、管理運営費は過年度の国庫補助事業の確定に伴う返還金等でありま

す。北上川流域ものづくりネットワーク推進事業費は、国直轄事業の採択に伴い、北上川流

域ものづくりネットワークの運営に要する経費を補正しようとするものであります。もの

づくり高度技術者育成支援事業費補助は、中小企業に対する同補助金の確定見込みによる

増額であります。 

 ２目中小企業振興費でありますが、中小企業振興資金特別会計繰出金は、同会計の前年度

からの繰越金の確定に伴う減額であります。 

 ３目企業立地対策費でありますが、工業導入対策費は企業誘致活動に要する経費を補正

しようとするものであります。企業立地促進資金貸付金は、新規貸付企業の増加等に伴い、

金融機関への預託金を増額しようとするものであります。以上で一般会計補正予算の説明

を終わります。 

 次に、特別会計について御説明申し上げます。議案その１の 22 ページをお開き願います。

議案第６号平成 19 年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算でありますが、これは歳

入歳出予算の総額にそれぞれ１億 9,372 万 7,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ 25 億 418 万 8,000 円とするものであります。詳細につきましては、お手元の予算に関

する説明書により御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の 95 ページをお開き願います。歳入歳出の補正予算額及び補正後の

予算額につきましては、ただいま申し上げたとおりでありますが、補正内容につきましては

それぞれの項目ごとに御説明申し上げます。 

 まず、歳入についてでありますが、97 ページをお開き願います。１款繰入金、１項一般

会計繰入金、１目一般会計繰入金は、前年度からの繰越金の確定に伴い、一般会計からの繰

入金を減額しようとするものであります。 

 98 ページにまいりまして、２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は、前年度からの繰越

金の確定に伴い、増額しようとするものであります。 

 99 ページの３款諸収入、１項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入は、前年度からの繰

越金の確定に伴い、償還元金及び利子を減額しようとするものであります。 

 次に、歳出についてでありますが、100 ページにまいりまして、１款小規模企業者等設備

導入資金貸付費、１項貸付費、１目設備資金貸付費及び２目設備貸与資金貸付費は、前年度

からの繰越金の確定に伴い、貸付金を増額しようとするものであります。 

 101 ページの２項貸付事務費、１目貸付事務費は、前年度からの繰越金の確定に伴い、財

源振り替えを行うものであります。 

 以上で、商工労働観光部関係の補正予算についての説明を終わります。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 



○亀卦川富夫委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○高橋雪文委員 ２点お聞きしたいと思います。 

 まず、予算に関する説明書の 42 ページの工業導入対策費についてでございます。企業を

誘致するということで、こういう増額ということでございますけれども、県内の市町村の工

業団地があるわけでして、そこが非常に空きがまだまだあると。県の方でもいろいろと思料

されていると思うのですけれども、この空きを県としてはどのように把握して、どのように

指導されているのか。まだまだ県内の雇用というのは十分ではないというのが前提なので

すけれども、市町村の管理というのはよくわかっているのですが、県の方でもそこの部分で

手を差し伸べていく、もしくは十分に指導していくということが非常に重要になってくる

時期なのではないかと思いまして、その点を一つ聞きたいと思います。 

 もう一つは、98 ページ、中小企業振興資金の繰越金の考え方なのですけれども、要はこ

の繰越金の額が毎回非常にふえているような感じを受けるのですけれども、繰り越しが多

いということは、その資金が市場に十分回っていないということだろうということで、こう

いう中小企業の運営が厳しい中で、こういう資金が十全に活用されず、繰り越し続けている

ということに対して、当局はどういう考えを持っておられるのか。こういう繰り越しの考え

方についてお聞かせいただきたいと思います。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 市町村の工業団地対策ということですけれども、

今うちの方でやっている対策というのは、県と市町村が一緒になって企業誘致委員会とい

うものを立ち上げてございます。市町村の団地につきましても、県のつくるパンフレットに

載せる、それからホームページに登載するという形で、一緒にセールスを行っております。

これが第１点。 

 それから、もう一つは、昨年度新たな条例を立ち上げました。特定区域条例という県版の

特区条例でございますが、この中で市町村と県でそれぞれ特区を指定しています。ほとんど

の市町村は、自分のところの工業団地を指定してくるわけでございますが、どういう恩典が

受けられますかというと、県税でいいますと不動産取得税の免税、それから市町村におきま

しては固定資産税の免税ということで、その団地に入りますと恩典を受けられるという形

で進んでいます。それで、この制度が発足してまだ２年目でございますが、近年、非常に工

場の増設等が進んでいまして、こういったものを私たちはまめに売り込みを図りまして、県

も市町村も一緒に企業誘致するというスタンスで仕事をしております。今の企業さんは、土

地を買うということについては確かに厳しい面もございますが、こういったものが功を奏

しまして増設、新設が非常に目立ってまいりました。ですから、こういう一つ一つの努力の

積み重ねで、県と市町村が一緒になって団地の売却に努力してまいりたいと思っておりま

す。 

○佐藤経営支援課総括課長 中小企業振興資金特別会計の繰越金についてでございますけ

れども、この事業は昭和 30 年代から開始されているわけですが、その中で必要に応じて事

業の総額をふやしてきたというような事情がございます。 近では、その事業の総額の中で



やれるわけでございますけれども、どうしても貸し付けの予算額を立てる際に、やはり実際

の貸付額が下回るというような状況になりまして、資金が余っておるというようなことで、

毎年度多額の繰越金が出ているような状況であります。それで、過去には国に大体必要限度

はこのくらいだということで、繰上償還といいますか、国に原資の返還というようなことを

やってございます。平成 18 年度におきましても、２億円超の繰越金が出たということでご

ざいますけれども、この分につきましては、いずれ予算を立てる際に、あるいは中小企業の

皆様に利用の促進を図るということで呼びかけてまいりたいと考えてございます。 

 それで、平成 18 年度実績でございますけれども、資金貸し付けの方は前年度と比較しま

して 151.1％の伸びを示してございますし、あと設備貸与につきましては前年度比で

114.3％ということで伸びを示しておりますが、いかんせん見積もりが多くなっていると、

あるいはもともとの原資の部分になかなか手いっぱい回るような形まで、まだ達していな

いというような状況でございますので、これから中小企業者の皆様に引き続き利用促進を

図ってまいりたいというふうに考えております。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○喜多正敏委員 企業誘致に関してであります。ソフトウエアを初めとする特定の業種の

集積を目指してリサーチパークが開設されたわけでありますけれども、その現状と企業誘

致の見通しについて、そして、なかなか企業誘致が進まない課題のようなものがあれば何か、

そしてその対策についてはどう考えておられるかお伺いします。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 先ごろ成立いたしました企業立地促進法の現状と

いうことで、これは一般質問でも部長から答弁しておりますが、現状といたしますと北上川

流域、いわゆる県南広域振興局エリアとしました県南広域振興圏、これが 初に国の第１号

といたしまして同意を得ました。これは７月 30 日でございます。そして、次に県央の盛岡

を中心とするところ、そして県北広域振興圏、これは二戸と久慈を中心とするところでござ

いますが、10 月 17 日に計画の同意の運びということになってございまして、この三つにつ

きましては既にほとんど決まったところでございます。それから、残りでございますが、こ

れは沿岸広域振興圏ということで、振興局単位でいいますと大船渡、釜石、宮古ということ

になりますが、これにつきましてもそれぞれ沿岸という一くくりではなくて、振興局単位に

計画をつくるということで進んでおりまして、一番進んでおりますのは宮古が今計画の策

定の 中と聞いております。 

 今お話がありました県央のソフトウエアということでございますが、一番大きな動きと

いたしますと、アイシン・コムクルーズという自動車組み込みソフト系の会社ですが、この

８月に盛岡に進出していただきました。これは、自動車産業の中で、例えばエンジンの回転

数を調整したり、あるいはギアの変速を調整したり、あるいはパワーウインドーをコントロ

ールしたり、これは皆マイコンで制御するのでございますが、それにあらかじめプログラム

を入れまして自動的に動かすようにするというのが組み込みソフトウエアでございます。

この仕事を請け負うアイシン系の会社としまして、アイシン・コムクルーズという会社が盛



岡市に入ったと。これは、なぜ入ったかといいますと、盛岡に県立大学がございますが、こ

のソフトウエア情報学部というのは１学年 160 名の人数を毎年出しておりますが、ここに

非常に着目いたしまして、盛岡という地に頭脳型の産業を発展させたいと、人材をぜひ活用

したいという思惑がございます。それから、もう一つは、ソフトウエア学部で卒業生の大体

８割が東京へ流れてしまうということで、大学の先生たちが、いかに地元に定着してもらう

かというところに腐心しておったわけでございますが、お互いの思惑が一致しまして進出

していただいたと。このソフトウエア関係につきましても、今後、数万人の技術者が必要と

いう、全国的な状況がございまして、盛岡という地にこれを期待したいという会社の意向が

ございます。このほか水面下でもソフトウエアに関する会社については、かなり盛岡地域に

打診がございまして、そういう意味では私どももそういった会社と今後コンタクトをとり

ながら、できるだけ若者、特に学生が盛岡あるいは県内に残るような布石を打ってまいりた

いなというふうに思っています。 

○喜多正敏委員 西リサーチパークについて。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 西リサーチパークにつきましてということでござ

いますが、ここも実は業種をちょっと絞ってきてしまったために、リサーチパークというこ

とでいわゆるソフトウエア系に限るという形の誘致活動を近年してきたわけですが、そう

ではなくてもっと守備範囲を広げて、とにかく企業さんに入ってもらおうではないかとい

うスタンスに変わってきてございます。ここは昔の地域振興整備公団、今は名前が変わりま

して中小企業基盤整備機構という名前に変わったのでございますが、10 年間で解散しなけ

ればならないという縛りがございまして、資産として持っている土地を早く売りたいとい

う彼らの事情がございます。そのために、縛りのきつかったリサーチパークにつきましては、

もっと業種を広げていこうではないかということで対応してございます。 

 私どももそれにこだわらず、いずれ地元の滝沢村さん、それから基盤機構さんと一緒にア

ンケート調査を行っておりまして、より広い業種に対してアンケートを行って、今新しい企

業さんを探していると、そういう状況でございます。 

○斉藤信委員 予算にかかわって幾つか中身をお聞きしたいのですけれども、31 ページの

公共職業能力開発校、これは県立のようですけれども、職業訓練校の実績をちょっと示して

いただきたい。 

 あと、チャレンジド就業支援事業費、これは障害者の雇用でしょうから、この障害者の雇

用実績、これはどうなっているのか。進んでいるのか、進んでいないのか、これも示してく

ださい。 

 それから、高橋雪文委員の質問にかかわって、これは県、市町村の工業団地の分譲実績、

残っているのはどのぐらいあるのか、そのことも示してください。 

 それと、42 ページに北上川ものづくりネットワーク推進事業費が 252 万円減になってい

るのですが、説明を聞くと国の直轄事業が採択されたためということで、国の事業と北上川

のネットワーク事業というのは、どういうかかわりがあるのか教えてください。とりあえず。 



○伊藤労政能力開発課総括課長 職業能力開発校の現状ということで、入校者の状況、それ

から９月末の就職内定状況ということでお知らせをしたいと思います。平成 19 年度につき

ましては、定員総数では 290 名の定員枠でございます。それに対しまして入校者が 282 名、

入校率が97.2％となってございます。それから、平成19年度の就職内定状況ということで、

修了予定者数が 263 名、そのうち就職を希望している者が 254 名でございます。９月 20 日

現在で就職が内定している者が 172 名ということで、就職率 67.7％という状況になってご

ざいます。以上でございます。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 市町村の工業団地の分譲状況でございますが、事

業主体としましては市町村、それから、市町村の土地開発公社の二つございます。市町村が

事業主体のものにつきましては 88 団地ございまして、面積が 1,345 ヘクタールございます

が、そのうち緑地等がございますので、分譲可能面積が 1,032 ヘクタール、このうち分譲済

面積が 700 ヘクタールで 67.8％の分譲率。それから、市町村公社につきましては 20 団地ご

ざいまして、これも工業用地の面積は 136 ヘクタールございまして、このうち分譲済みが

105 ヘクタールございまして、77.7％の分譲率となってございます。 

○寺本労政能力開発課特命参事 障害者の雇用の実績についてでございますけれども、ま

ず、一般民間企業で常用雇用は 56 人以上、これは法定の雇用率がかかるものについてでご

ざいますが、これは雇用率が 1.67％ということでございまして、そこに就業している方が

1,897 名ございます。1.8％を達成するためには、2,043 名が必要ですので、その差としまし

て 146 名が不足しているという状況でございます。 

 また、平成 18 年度のハローワークの職業の紹介状況につきましては、578 名が紹介され

たということで、昨年度の 467 名に比べますと 100 名ほどふえているという状況でござい

ます。 

○福澤商工企画室企画担当課長 北上川流域ものづくりネットワーク推進事業費の国の事

業との関連でございますけれども、平成 18 年度におきましては県単事業として、小中学校、

高校、大学、企業人材に至るまで、トータルでの人材育成の取り組みを県単で実施してまい

りましたけれども、このうち平成 19 年度から国の事業として工業高校実践教育導入事業が

導入されました。この事業の実施主体は、いわて産業振興センターでございますが、ここが

手を挙げまして国に採択されたということで、工業高校にかかわる取り組み部分について

国の事業を導入したということで、そこの部分のネットワークコーディネーターの謝金な

り活動費、こういった部分を今回減額したということでございます。 

○斉藤信委員 チャレンジド、障害者の雇用問題で、今、障害者自立支援法が大問題になっ

ているけれども、この目玉は一般就労の推進なのですよね。これは、受け皿なしに進めたら

悲惨なことになるのです。当部は当部で障害者雇用に取り組んでいるのだけれども、そうい

う障害者自立支援法絡みでどういう連携があるのか。私は、そういう客観的な条件を広げず

して一般就労を推進しても、ただ施設から追いやるだけという危惧を大変感じているのだ

けれども、そこの連携とか、障害者雇用、実際に今 1.8％という基準になっているのだけれ



ども、これは 低基準ですよね。どういうふうに 低基準を達成して障害者雇用の改善を図

るのか、もう少し立ち入ってお聞きしたい。 

○寺本労政能力開発課特命参事 障害者自立支援法の施行に伴いまして、福祉的就労から

一般就労へというのが一般的な流れになってきておりまして、その連携というのが重要だ

という御指摘かと思います。そのとおりだと思います。福祉サイドと一緒にやっているもの

としまして、障害者就業生活支援センターがございまして、これは生活の部分については福

祉が行って、そして就業については雇用関係のほうが行うようなことになっておりますけ

れども、現在、国が指定しているものとして盛岡、奥州、宮古、一関と四つございますし、

県単として二戸で行っております。こういう活動を通じまして、障害者、要するに福祉施設

にいる方が雇用に結びつくような形に進めていこうというものです。今回のこの予算につ

いてでございますけれども、これは二戸市で実施しようと思っているのですが、これは県単

の事業で今設置しているのですけれども、やはり企業と福祉施設の関係というのは密着し

ていかなければならないということで、一般企業の方で障害者の方が訓練できる、そういう

ところを開拓していくための予算ということでやっておりまして、福祉サイドと雇用のと

ころで一体になってそういう事業を行うものでございます。 

 また、企業に対しましては、普及啓発が非常に必要だということでございますので、企業

に対する要請活動とか、あるいはパンフレットの作成とかということで進めていきたいと

思っておりますし、事業者に対しましては国の方でいろんな補助金がありますので、そうい

うところも紹介をしながら、一般就労に円滑に移行できるように努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○斉藤信委員 まだまだよく見えない答弁でした。まず、やっぱり 1.8％という 低基準を

どう達成させるか、本格的に行政として取り組んでいただきたい。 

 それと、今度の補正予算の 大の目玉は、企業立地促進資金貸付金 13 億 9,200 万円余、

これは恐らく需要があって予算化されたという前向きの話だと思うのです。それで、一つ。

この間この企業立地促進資金貸付金はどのように推移してきたか。貸付実績と貸付企業数

を示していただきたい。そして、今回、総額だと 35 億円を超えるのです。今までと比べる

とかなり規模が大きくなるのではないかと思いますが、その辺の予測、貸付企業数、どうな

るのか示してください。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 それでは、今までの貸付実績の推移ということで

ございますが、ここ 10 年間ということで決算額ベースで申しますと、これは継続、新規一

緒になった形でございますが、平成 9 年度から、ちょっと数字を丸めて言いますが、60 億、

そして平成 10 年度が 48 億、平成 11 年度が 40 億、平成 12 年度が 33 億、平成 13 年度が 27

億、平成 14 年度が 23 億、平成 15 年度が 19 億、平成 16 年度が 15 億、平成 17 年度が 12

億、平成 18 年度が 14 億と年々減ってございます。これは、それ以前に借りた企業さんがた

くさん借りて返すだけ、そして新規貸し付けが少ないという状況がございます。そういうこ

とで、実は今年度の当初予算は、継続貸付金分が約 12 億ございまして、私たちでは大体年



間の新規需要額は 10 億と見込んで、継続分の 12 億と新規分の 10 億を 22 億としまして当

初予算に積んでおりました。ところが、年度途中、企業からの貸付要望が非常に来まして、

去年に比べまして状況が明らかに変わってきたと。特定区域による貸付枠の拡大というの

もありますし、やはり投資意欲がふえてきているというのが一番の大きな理由でございま

すが、大体 20 億近い貸付見込みが出そうだということでございます。 

 そこで、今回、年度当初予算で 10 億の新規貸付枠をつかみで置いておいたわけでござい

ますが、大体 20 億程度ですので、今回まず 15 億補正させていただいて、それから当初積み

ました 10 億のうちの５億の枠を充てましてそれに対応すると。残りの５億円で年度後半、

予想しない部分については対応していこうという形で今回の補正をお願いするものでござ

います。 

○斉藤信委員 私も決算額を聞いて大変驚いたのです。10 年前は 60 億です。平成 18 年度

は 14 億ですからね。企業誘致は着実に進んでいるのだと思うのです。一方で、企業立地促

進資金の利用がぐっと減っているというのは、企業の動向としてこれはどういうことなの

か。今回はまた新規でふえそうなのですけれども、その辺の県の貸し付けと企業誘致の実績

というのは、相関しない、関連しないということなのか。企業とすれば、余裕があれば借り

なくても自前で進出するということなのか、企業誘致の実績と貸付企業の関連を示してく

れますか。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 企業数でいいますと、先ほど平成９年間の数字を

申し上げましたが、平成９年の誘致企業は７社ございました。そして、順を追ってみますと

平成 10 年度は３社、平成 11 年度が 10 社、平成 12 年度が平成 13 社、平成 13 年度は 11 社、

平成 14 年度は 13 社、平成 15 年度が 10 社、平成 16 年度が 15 社、そして平成 17 年に入っ

て 23 社、これは平成２年の 42 社に次ぐ数字でございます。そして、昨年が 19 社という形

で非常にふえてきたと。それで、もう一つ、この貸付金というのは、企業が誘致されて、そ

して企業さんが工場をお建てになってから発生するものでございますので、誘致を決めた

その年に発生するのではなくて、工場をお建てになる、これは１年ないし２年かかる場合も

ございますので、どうしてもタイムラグが出てくる。ですから、企業の回復動向としますと、

平成 17 年に 23 社ということで、15 年ぶりにふえましたが、そのタイムラグが今ここに来

て投資意欲が盛んになってきているというふうに私どもは受けとめております。 

○斉藤信委員 この問題で 後ですけれども、平成 17 年度は 23 社の企業誘致ということ

ですが、企業立地促進資金というのは、雇用確保というのが条件になっているのでしょうか。

なっているとすれば、その実績もわかりますか。 

○齋藤参事兼企業立地推進課総括課長 私どもの方では、貸付金については雇用は条件に

しておりません。ただ、誘致企業に補助金がございます、この補助金につきましては、新規

雇用 10 名ということ、―しかも常用雇用―を条件にしております。その違いはございます

が、この貸付金の方は対象にしてございません。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑はありませんか。 



 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。採決は１件ずつ行います。お諮りいたします。議案第１号平成

19 年度岩手県一般会計補正予算（第４号）中、第１条第２項第１表中、歳出第５款労働費

及び第７款商工費は、原案を可とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○亀卦川富夫委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。議案第６号平成 19 年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第

１号）は、原案を可とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○亀卦川富夫委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案を可とすることに決定

いたしました。 

 以上をもって商工労働観光部関係の付託案件の審査を終わります。 

 この際、執行部から（仮称）大規模集客施設の立地誘導等に関する条例（案）について発

言を求められておりますので、これを許します。 

○佐藤経営支援課総括課長 お手元に（仮称）大規模集客施設の立地誘導等に関する条例

（案）概要ということで、８ページの資料をお渡ししてございます。それについて御説明さ

せていただきます。 

 この条例案につきましては、８月７日の常任委員会の際にも骨子案を御説明したところ

でございます。その後パブリックコメントを８月９日から９月 10 日まで行いまして、市町

村からの意見聴取、あるいは事業者への説明、意見聴取を行ってきたところでございます。 

 本日は、前回の御説明以後の変更なども含めまして、現時点での条例案の内容、条例案の

核となります立地誘導指針の策定の基本的考え方、パブリックコメントの結果等について

説明させていただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料１ページでございますけれども、現時点での条例案の内容でございま

す。この目的でございますが、大規模集客施設の立地誘導等と地域貢献活動計画、公共の制

度的手続を定めまして、持続可能なまちづくりの推進に寄与することを目的とするという

ふうな関係にしたいと考えてございます。対象施設でございますけれども、劇場、映画館、

店舗、飲食店、遊技場などの施設ということで、その用途に供する床面積 6,000 平方メート

ルを超えるものを対象としたいと考えてございます。この 6,000 平方メートルの根拠につ

いてでございますけれども、平成 12 年の６月からの大店立地法の施行以降、届出がありま

した大規模小売店舗の商圏設定状況を分析しましたところ、その商圏半径が５キロを超え



る、これがいつも市町村の範囲を超えるというような状況、すなわち広域にわたる都市構造

に影響を及ぼすおそれのある店舗というような形になりまして、それを分析しましたとこ

ろ、およそ 6,000 平方メートルということでありましたので、この 6,000 平方メートルを

基準としたというものでございます。 

 次に、特定大規模集客施設立地誘導指針についてでありますが、これは特定大規模集客施

設の立地に関して、適切な地域や抑制が必要な地域、これを知事があらかじめ定めて公表す

るというものでございます。詳細は後ほど御説明したいと思います。 

 次に、立地誘導制度についてでございますけれども、特定大規模集客施設を新設しようと

する事業者は、まず県に新設届出書を提出していただきまして、説明会を開催するというこ

とになります。ただし、立地誘導指針の中で、立地が も適切な地域に新設する場合は届出

不要ということにしたいと考えてございます。また届出を行わないなどの場合につきまし

ては、罰則を設けたいと考えてございます。 

 次に、県は提出のあった届出書を縦覧いたします。それとともに概要を公告いたしまして、

関係市町村あるいは住民等からの意見を聴取しまして、必要な場合は、仮称ですがまちづく

り審議会の意見を聞きながら、事業者に対して意見を述べることとしてございます。事業者

は、この県からの意見に対しまして、その対応を報告しなければなりませんが、県の意見を

適切に勘案しておらない、あるいは新設が持続可能なまちづくりに著しく支障を及ぼすお

それがある場合は、県は審議会の意見を聞いた上で必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができると、そのようにしたいと考えてございます。また、さらにその勧告に対して適切な

対応がなされない場合、これは県がその旨を公表することができるということにしてござ

います。 

 なお、この制度につきましては、適地に立地を誘導するための手続である性格上、届出に

対しまして一定の意見等手続が終了するまでの間、 大で８カ月間ということでございま

すが、工事着手を制限したいと考えてございます。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。地域貢献活動計画公表制度ですが、この制度

におきましては、新設の施設に加えまして制度施行時の既存施設も対象として、毎営業年度、

地域貢献に関する計画を県に報告し、県はこれを公表するという形にしたいと思います。 

 なお、変更点でございますが、８月７日に説明した内容につきましては、地域貢献活動計

画の計画実施状況を公表した後に、さらに住民からの意見を集約して事業者に通知すると

しておりましたけれども、これはやはり事業者の自主的な活動を阻害するおそれがあるの

ではないかというようなこともございまして削除いたしてございます。この地域貢献活動

計画に対する実施状況につきましては、計画期間が終わる都度、県に報告していただいて公

表するということにしてございます。 

 次に、県の責務ということでございますが、ここも変更がございます。８月７日段階にお

きましては、県は持続的なまちづくりの推進と中心市街地活性化について、総合的な施策の

推進を図るということとしておりましたけれども、これを県はこの条例の制度と持続可能



なまちづくりの調和が適切に促進されるよう必要な措置を講ずると、そういう形にしてご

ざいます。また、市町村の役割につきましては、これは県の責務ということにしまして、市

町村と緊密な連携を図るよう努める。 

 あと、県民の役割、事業者の責務については削除いたしてございます。 

 この条例案につきましては、本年 12 月の議会におきまして御審議いただきまして、制定

公布後、１年以内に施行してまいりたいと考えてございます。 

 ３ページをお開きいただきたいと思います。立地誘導制度の手続の流れでございますけ

れども、まずこの制度の届出時期でございますが、この制度が立地誘導を図るということの

趣旨でございますので、ここの届出時期の欄に掲げてございますが、関係法令による許可、

これがなされる前に行っていただきたいと考えてございます。 

 先ほど工事着手制限期間が 大８カ月ということで申し上げましたけれども、この内訳

について申し上げますと、新設届出後は二月以内に届出の内容の公告、説明会、市町村、住

民等の意見聴取を行いまして、三月以内に県意見の有無を決定するということで考えてご

ざいます。 

 公告縦覧の準備期間や市町村、住民意見の取りまとめ期間を含めまして、全体で６カ月以

内に県意見の決定を行うということにしてございます。県意見のない場合は、 大この６カ

月で工事着手制限が解除されるほか、制度上からはここに①から⑦までの工程に従いまし

て、工程が整って特に意見がない場合、これは 短３カ月を超える程度で工事着手制限が解

除されるというふうに考えてございます。 

 なお、県が意見を述べた場合につきましては、事業者の対応報告を待ちまして、県が勧告

の有無を通知するまでの間、 大２カ月の工事着手制限がさらに上乗せされるということ

で８カ月ということにしてございます。 

 次に、４ページをお開きいただきたいと思います。４ページは、特定大規模集客施設立地

誘導指針策定の基本的考え方（案）についてでございます。この立地誘導指針は、県があら

かじめ立地が適切な地域、抑制が必要な地域の考え方を明らかにするものでございます。事

業者にとりましては、適切な立地計画の指針として、関係市町村、住民等及び県にとりまし

ては意見形成などの指針となるものでございます。 

 まず、立地が適切な地域の基本的考え方でございますが、原則的な適地、これを商業地域、

近隣商業地域としてございます。これは、特定大規模集客施設の中核と想定されます商業、

サービス業の業務機能を都市計画上の計画地域と整合させまして集積させようとの考え方

に基づくものでございます。また、その中でも特に立地が望ましい地域― 適地としまして、

都市圏の中で広域拠点性のある地域、これを 適地要件Ⅰと言っております。 

 また、それと 適地要件Ⅱということで、中心市街地の区域を位置づけしております。広

域拠点性のある地域についてでございますが、その要件といたしまして、①から⑤に掲げて

ございます、これらの要件を満たす地域ということで、全部で 11 地域を設定する予定とし

ております。 



 次に５ページをお開きいただきたいと思いますけれども、ただいま御説明いたしました

５つの要件でございますけれども、これにつきまして県内関係地域の状況について整理し

ております。要件１、これは都市計画区域を有している地域、これは合併前 33 地域として

おりますけれども、ここから要件の５までをすべて満たす地域は一番右の全要件充足とい

うことで、二重丸の地域で示しております。具体的には、先ほど申し上げました旧盛岡市を

初めとする 11 地域となります。 

 それでまた、４ページのほうに戻っていただきまして、下段の欄になるのでございますが、

特に立地が望ましい地域の 適地要件Ⅱの部分でございます。これを中心市街地の区域と

位置づけております。具体的には、中心市街地活性化法による認定中心市街地と、あと同じ

く同法によります第二種大店立地法特例区域、これをこの区域に位置づけたいと考えてご

ざいます。 

 認定中心市街地につきましては、国の市町村の中心市街地活性化基本計画の認定に基づ

いて設けられるものです。現在、県内では久慈市が該当いたします。また、中心市街地活性

化法による第二種大店立地法特例区域でございますが、これは市町村の要請などを受けて

都道府県が設定する区域でありまして、今のところ指定された地域はございませんが、大店

立地法の届出と説明会のみによって出店が可能になる、いわゆる規制緩和特区に当たるも

のでございます。 

 一番下のところでございますけれども、 適地要件Ⅰを満たし、 適地要件Ⅱ、そしてか

つ近隣商業地域であるところが結局 も立地が適切だということで、これについては新設

届出不要という形で、誘導のインセンティブを図りたいと考えてございます。 

 次に、６ページをお開きいただきたいと思います。６ページにつきましては、立地の抑制

が必要な地域についてでございます。立地が適切な地域以外は、原則立地の抑制が必要な地

域ということにしてございます。なお、個別の立地届出につきましては、例示しております

用途地域の状況のみをもって評価を判断するのではなくて、こちらの下のほうに記載して

おりますが、勘案する主な要素ということで（１）から（４）まで掲げてございます。市町

村とか住民等の意見、県や市町村等の土地利用計画関係との適合性、あるいは周辺交通機関

の状況や広域にわたる交通流動への影響の見込み、あるいは新設に伴って予測される新た

な社会資本整備の状況、これらを総合的に勘案して判断するということを考えてございま

す。 

 繰り返しますが、この条例は立地とか営業を規制するというものではございません。施設

の新設に当たりまして一定の手続を踏んでいただきまして、適切な立地誘導を図ろうとす

るものでございますが、これらの総合的判断によって、県が必要な場合に施設設置者に意見

を述べるということにしてございます。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。７ページにつきましては、パブリックコメン

トの状況についてでございます。個人の方から 52 通、事業者の方から２通、各種団体から

22 通、合計で 76 通の意見をいただいております。パブリックコメント自体が制度化の賛否



を問うものではないため、参考数値となりますけれども、意見中の文面に賛成など明らかに

制度を評価する意見の記載があったものは 35 通、46.1％でございます。反対など明らかに

制度化を評価しない意見の記載があったものは 20 通、26.3％。評価の記載のないものが 21

通、27.6％となってございます。主な意見については資料を御覧いただきたいと思います。 

 次に、８ページを御覧いただきたいと思います。８ページにつきましては、パブリックコ

メントと並行いたしまして、市町村との意見交換会、あと制度の必要性などに関する文書照

会を行ってございます。制度の必要性につきましては、評価しないとの団体が１団体ござい

ましたが、過半数の団体から制度化を評価するとの回答をいただいております。主な意見は

御覧いただきたいと思うのですが、今後、本日御説明した立地誘導指針などにつきまして、

再度市町村との意見交換の機会を持ちまして、適切な制度設計をしてまいりたいと考えて

おります。また、県内外の主な大規模小売店舗の設置事業者に対しても、パブリックコメン

ト案につきまして御説明したところでございます。 

 後になりますが、本日御説明申し上げました資料につきましては、当委員会以外の議員

の皆様にもお届けしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。説明は以上で

ございます。 

○亀卦川富夫委員長 この際、ほかに何かありませんか。 

○斉藤信委員 大変時間がかかって、緻密になっていると言えばいい言葉ですが、私はちょ

っと時間がかかり過ぎたのではないかと思います。 

 一つは、盛岡市議会が９月議会でさっとやりましたね。盛岡市議会が制定した条例という

のは、県が今やろうとしているものとどこが違って、どこが一致しているのか示してくださ

い。 

 それと、床面積 6,000 平方メートルということが基準になって、その理由が今示されまし

た。商圏半径５キロ以上、広域的な調整が必要だという、おそらくそういう根拠だと思いま

すが、これは現段階で何施設あるのでしょうか。というのは２ページ目のところで、地域貢

献活動の公表制度は、既設施設も対象になるということですから、現段階でどのぐらいの施

設がこの 6,000 平方メートルを超える施設になるのか、これを示していただきたい。これが

２点目です。 

 ３点目は、３ページの手続の流れなのですけれども、これは説明会の開催、半径５キロ以

上で広域的調整が必要な施設ですから、この説明会というのは従来だと設置場所、半径 500

メートル範囲内ぐらいの地域住民が対象なのだよね、今までの大店立地法だと。この説明会

の開催というのがどういう基準で開催されるものなのか。そういうことは明らかになって

いるのかどうか。どういう形で説明会というのが公表されて、どの程度開催されるようにな

るのか。 

 それと、手続のところで、市町村の意見と住民の意見、これを踏まえて県が意見をまとめ

るということになるのだと思いますけれども、この住民の意見というのは県がこういう届

出がありましたよと公表して、それについての意見を求めると、こういう仕組みになるのか。



この届出の内容はどの程度公表されるのか。住民が意見を出すときに、施設概要というのが

どこまで明らかにされるかということが大事なので、そこの点を３点目にお聞きしたい。 

 それと４点目に、これは立地が適切な地域に誘導するということなのです。だから、私は、

一つは大店立地法に基づいて無理やり出店しても法令に違反しないということになるのか、

それとも法令の中には条例もありますから、一部には罰則というのもありましたね、届出を

しないで虚偽の届出をした者は罰金を科するという、これはかなり厳しい中身ですよね。し

かし、国の法律には反しないということになるのか。そこらがどの程度強制力、義務づけさ

れるものなのか、その点を法令との関係で示していただきたい。 

 あと 後、福島が１年前にこれ実施をして、さまざまな問題点が出ていると、新規立地は

ないと、しかし過疎地ではこういう大型店を誘致しないと雇用も守れないというような、こ

ういう報道もされておりました。私は、岩手は大体出るところは出たのではないかと、そう

いう意味で遅きに失したというふうに思うのですが、まちづくりとか中心市街地活性化と

いうことで誘導するのであれば、ある程度のメリットがないとこういう 適地に立地しな

いのではないか。そういう意味でいけば、 適地に立地する場合には届出だけ要りませんよ

と、この程度のメリットでは、もう一つうまみがないのではないかという、そこらの知恵が

もう一つ考えられてもいいのかなというふうに思いますけれども、その点どうでしょうか。 

○佐藤経営支援課総括課長 盛岡市議会の条例の絡みで、一致、不一致の関係ですが、一致

ということにつきましては、基本的に中心市街地活性化ということで、なおかつ適地がきち

んと明らかにされると。いろいろ準工等についてふたをするというような形で中心市街地

を活性化させるという部分での一致点と、そういう部分があるのではないかなというふう

に思っております。この条例については、立地誘導と都市計画上のあれもあれなのですが、

終的には直接目的ではなくても、いずれ中心市街地にも活性化が効果としてあらわれる

ことを期待していると、そういう面での一致点はあると思いますし、あと適地といいますか、

そういうところに誘導していくという部分では一致していると思います。不一致といいま

すのは、余り考えられないのかなと私自身感じています。 

 あと、6,000 平方メートルの既存施設が幾らあるかということでございますが、大規模小

売店舗だけでございますと、現時点では 64 という数を把握してございます。 

 あと、住民、関係者に対する説明会になると思うのですが、どういう形でやるのだという

ことでございますが、この部分につきましても基本的に業者のほうからの申出、こういうの

を公告するというような形になっていくと思います。 

 あと、どの程度の半径と、５キロということでございましたが、その部分につきましては、

これは業者のほうの判断というのがまず入ってくるのではないのかなというふうに考えて

ございます。ですから、今のところはまだ、どうするかというのは、これから制度設計して

まいりたいと思ってございます。 

 あとは、住民意見でございますけれども、この部分につきましては電話等ではやはり受け

付けないというような形で、文書でもって出していただいてというような形。あと、公表と



いう部分につきましては、これはやはり県が市町村とか住民の意見、それらをトータルにど

ういう意見があったのかというのを勘案した中で必要な部分について公表すると。すべて

公表するということにはなっていかないと考えてございます。といいますのは、調整とか、

そういう部分というのは当初から想定外でございますので、そういう意見が出た場合につ

きましては、これは公表できないのではないかと考えてございます。 

 あと、誘導ということに対して、反した場合どうなるのだと。大店立地法の場合について

は、これは結局立地できるわけでございます。それで、条例は当然法律の範囲のところにご

ざいますので、これについては当然立地したとしても罰則の対象とかそういうのにはなら

ないということでございますし、あくまでも大店立地法が優先するというふうに考えてご

ざいます。 

 あと、福島のお話でございましたけれども、中心市街地に適地をつくっただけでメリット

が本当にあるのかという部分でございますが、この部分につきましては先ほど県の責務の

中で申し上げましたけれども、いろいろ県の制度の中で何とか誘導ができるような部分、こ

れはまだこれからの検討になるのですが、例えば制度資金とか、あるいは税法の部分でもや

れるかどうか、そこら辺も含めてこれから検討していきたいと考えてございます。 

○斉藤信委員 私は盛岡市議会の条例の中身がわからないのですが、こういうふうに理解

していいのですか。基本的には県の条例案に包含されるといいますか、構成されるというか、

基本的に矛盾点はないということで理解していいのか、これが第１点。 

 あと第２点、説明会について、今後の制度設計だということでしたが、結局、業者の判断

で、今まで立地場所でやるというのが大体通例なのです。だから、地域住民、その立地予定

の地域住民には知らされるが、広範な方々には決して知らされるわけでもないのですね、マ

スコミ等が報道しないかぎり。私は、条例の趣旨から見ると、広域的調整、商圏５キロ以上

だということですから、私は基本的には例えば県の公告、届出内容か何かのときに、こうい

う形で説明会が行われますよという形の公表が必要なのではないか。県が公表するか、出店

しようとする業者がそういう趣旨で公表するか、これは私はどっちでもいいと思うのです

が、そういう広域調整が求められている大規模店舗の施設の立地ですから、一定の広範囲の

方々にこういう説明会などが知らされるということは必要ではないのかと。もう一度ここ

はお聞きします。 

 それと、 後のところの大店立地法には違反しないので罰則はないのだと。そうすると、

この条例は届出をせず虚偽の届出をした者は罰金を科するなのです。これは矛盾するので

はないでしょうか。私は大店立地法は悪法だと思います。しかし、悪法だって、国の法律に

基づいてやりましたということであれば、これは法律違反にはならない。しかし、この条例

では、届出をせず、また虚偽の届出をした場合には罰金を科するなのですよ。だから、ここ

の関連、私は県条例の趣旨に賛成だけれども、さっき総括課長が大店立地法に基づいて立地

しても罰則の対象にはならないという話をしましたが、ここ整合性がとれるのでしょうか、

ここの点が。県条例では届け出しなかったら、これは罰金なのです。私はこのぐらい厳しく



やってほしいのだけれども、この点は大店立地法とのかかわりでそごはないというふうに

理解できるのですか。 

○佐藤経営支援課総括課長 まず、盛岡市の条例との整合性の関係、矛盾点がないかという

ことでございますが、私自身、まだ詳しくそこら辺のところは承知してないのでございます

けれども、要は中心市街地活性化のために認定を受けるということで、特定のエリアを指定

して、その中でやっていくと、国のいろんな補助等を使って中心市街地等を活性化させてい

くということでございますので、その中におきましては当然県の条例の中に抵触する部分

というのは、これからちょっと詳しく調べなければならないところでございますが、現時点

では断定的に言ってはあれなのですが、あまりないのではないのかと、そういう感じがして

おります。 

 あと、説明会につきましては、これは基本的には広域的に影響があるというようなことで、

今の大店立地法のやり方よりもさらに広げる部分が出てくるような感じもいたします。た

だ、いずれ広報という形がまず基本的にございまして、あとはその中で当然インターネット

とか、あるいは市町村広報等も、もし使えるタイミングであればそれらも使って努力してい

きたいと、知らしめていきたいと思っております。 

 あと、罰金の関係でございますが、これはあくまでも今回の条例の届出の趣旨に、結局届

出がないことにはすべて始まらないものですから、その制度を 初から無視する、あるいは

忘却すると、そういうことに対しまして罰金の対象としたいということでございますので、

この点につきましては特に大店立地法との部分ではそごはないというふうに考えてござい

ます。 

○斉藤信委員 これで 後です。 適地に誘導すると、ただ 適地の中に 6,000 平方メート

ルを超えるような店舗が誘導できるような地域、面積というのはどのぐらいあるのか。例え

ば盛岡市内を考えても、旧ダイエーがＭＯＳＳビルになったという、ああいうパターンはあ

ると思うのだけれども、新たに商業地域とか近隣商業地域で 6,000 平方メートルを超える

店舗というのは、現段階で結構あるものですか、実際に誘導できる敷地なり条件というのは。 

○佐藤経営支援課総括課長 近隣商業地域、商業地域と、これは都市計画法上の面積から申

し上げますと、現在の都市計画区域を 100 といたしますと１％程度のエリアということに

なろうかと思います。また、実際に建つ可能性なり場所ということになりますと、これまで

例えば、今回の広域の 11 拠点というところで申し上げますと、やはり大型店というのが昔

は立地していたわけです。それが、結局、抜けていったというようなことで、そこら辺の面

積を考えますと５階、６階建てということになりますと 6,000 平方メートルを超えるとい

うようなことで、かなりそういうところが残っていると考えます。 

 あとは、その中で、その地域、その市町村が中心になっていくと思うのですが、商店街の

人たち、あるいは地域の人たちがどのように生かしていくかと、これがやはり一番の課題に

なってくるのかなというふうに考えております。 

○高橋雪文委員 集客施設のイメージを少し教えていただきたいのですが、まずここに載



っている観覧場というのは一体何か教えていただきたいのと、あと駐車場の考え方、大規模

の場合は駐車場を広くとっていたりするわけですけれども、その考え方についても教えて

いただきたいと思います。今、全国的にもアウトレットモールといったものがあるわけです

けれども、そういうものに対してはどういう対応をされるのか教えてください。 

 あとは、設置業者に地域貢献活動計画というのを義務付けるわけですけれども、この辺を

出して終わりということはやっぱりちょっと物足りない感じがするのです。この辺はどの

ように評価をして、どういう指導をなさるつもりなのか。ただ計画を出して、何もしなくて

もいいというような、そんな条例になりかねないのではないかなという危惧があるのです

けれども、その点教えていただきたいと思います。 

○佐藤経営支援課総括課長 観覧場といいますのは、例えば県民会館とか市民文化ホール

とか、そういうところを基本的に想定しております。主にそういうホール的な部分という形

で考えてございます。これらの部分につきましては、客席の面積の分というふうな形でいろ

いろ考えてございます。 

 あと、駐車場につきましては、やはり 6,000 平方メートルを超えますと、現在の大店立地

法の中でも、それ以下の面積と比較して駐車場をとるスペースというのがかなり大きくな

ってくるという形で、駐車場というのも当然必要になってくると考えてございます。 

 あと、モールにつきましては、これは一体と見なされるものと、駐車場等を例えば共通し

て使っていると、例えばＡ店舗、Ｂ店舗、Ｃ店舗というのが同じモールを組んで、別々の建

物なのですが、一体とみなされるような場合、そういう場合については、これはやはり一体

のものという形で 6,000 平方メートルをカウントさせていただきたいと思っております。 

 あとは、地域貢献につきましては、出して終わりということではなくて、やはり企業のほ

うからもさらに地域に対してどういうことをやっているのかというようなことも含めまし

て、大いにＰＲの機会になるのではないのかということで、これについては活用の仕方によ

っては企業にとって、有効な戦略になってくるのではないかと考えてございます。 

○高橋雪文委員 もう一度確認したいのですが、一つは駐車場は 6,000 平方メートルの中

に入れるということなのですか。 

 もう一つは、評価の部分ですけれども、私が質問した答えになっていないのではないか。

というふうに思うのですけれども、県としてどのようにかかわっていくかというのが非常

にポイントになるのではないかなと思いますが、いかがですか。 

○佐藤経営支援課総括課長 駐車場につきましては 6,000 平方メートルの中には含まない

と、そういう形で考えていきたいと思います。 

 あと、地域貢献への県としてのかかわり方ということでございますけれども、県としては、

公表するということは結局、県民、地域の方に対して公表するということでございますので、

やはり地域の方に対しても興味を持っていただく。県としては、こういう形で大型店の活動

について橋渡しをしているというような形で、企業に対しても逆に言いますとある程度メ

リットを与えていくということにもなるのではないのかなというふうに思います。通常で



すと、普段大型店の場合につきましては、積極的にテレビコマーシャルとか報道等でやって

いるところもございますけれども、何がしかの地域貢献活動をやっているというところが

かなり多いと私は理解しておりますので、その点は、やはり県民の皆様にきちんと知らされ

るということ自体は、かなり評価していいのではないのかなというふうに考えてございま

す。 

○高橋雪文委員 部長にもちょっとお聞きしたいのですが、今の事業者の地域貢献という

部分ですけども、非常にあいまいなものを課すということで、私はあいまいなものであれば

必要ないのではないかなという思いを非常に強くするのですけれども、やはり計画を出し

て公表するのであればそれなりの―知事はよい合併、悪い合併と言われましたが―善悪と

いうか、ある程度の評価というのを県側でも押さえていながら、自由度を持たせてやってい

かなければならないと思うのですけれども、その点は今後どのようにされるおつもりなの

でしょうか。 

○阿部商工労働観光部長 地域貢献活動の公表の関係でございますが、まず現在の状況と

して、ほとんどの大型店が地域貢献活動を何らかの形で今やっています。植栽であるとか、

地域と一緒になるとかですね。ただ、それがなかなか地域にわかられていない部分もあると

いうことで、まずベースは企業の自主性といいますか、企業が地域と一緒にこういった形で

やっていくのだと、それを打ち出して、それをわかってもらって一緒にやっていくというと

ころを出す。それはまさに企業の自主性の部分だと考えております。 

 それと、県といたしまして、この地域貢献活動のとき、これから規則といいますか、基本

方針をいろいろやるわけですが、その中で地域貢献活動の部分についてはできるだけ詳し

く例示を挙げていきたいと思っています。当然その例示は一般の方々も御覧になれるよう

な形になるわけでして、そういった中で自主性の部分を重んじながらやるのが、基本ではな

いかというふうに思っています。 

○高橋雪文委員 今回の条例は、大型の集客施設の立地誘導ということがメインだと思う

のですけれども、今の御答弁を聞いていると立地誘導というよりは大型店支援みたいな、そ

んなイメージを持ってしまうのですが、本当に必要な部分なのかどうかという思いを感じ

るのですが、いかがでしょうか。 

○阿部商工労働観光部長 決して大型店の支援とか、そういった意味ではなくて、あくまで

もベースはまさに中心市街地の活性化、それから県民という、そのベース、その視点でいか

なければならないと思っております。この自主性、公表だけでは不十分というお話でござい

ますが、アンケート調査のパブリックコメントの中でも、ここの地域貢献活動については、

項目をかなり多くしてほしいという話がいろいろございましたので、私どものほうでは先

ほど申し上げましたとおり、基本指針の中に例示としてそういったものを取り上げて、それ

から当然ながら企業さんのほうにはそういった自主性をベースとしながらもいろんな形で

そういったものを外に出していただく、あるいは説明していただく、みずから動くようなそ

ういった働きかけ、そういったものをしていきたいと考えております。 



 なお、今後また市町村といろいろと話し合う、あるいは商店街の方々といろいろ話し合う

機会もあると思いますので、その辺で今のお話をもう一度聞きながら進めていきたいとい

うふうに思います。 

○高橋雪文委員 意見ですが、この地域貢献活動をもし提示して指導していくというなら

ば、中心市街地活性化とか、そういうものも目指しながら、やっぱり例示をつくっていただ

いて誘導していただくような取り組みをぜひしていただきたいと思います。以上です。 

○喜多正敏委員 中心市街地の活性化のために誘導していくということについては、大変

必要なことだろうと思いますが、この６ページの表の中に適切な地域に誘導していくこと

については、無計画でいいということではなくて、いろいろ勘案することもあろうというこ

とについては理解ができるわけでありますけれども、問題は立地の抑制が必要な地域、抑制

が必要な例示をされているわけでありますけれども、下のほうに立地計画に関する評価と

いうことで、単に地域区分のみで判断するのではない。（１）から（４）のものがあるわけ

であります。 

 そうしますと、立地の抑制が必要な地域にあっても、（１）から（４）の状況によっては

認めるということも否定するものではない。そういうことであれば、（１）の市町村が、あ

るいは住民が、そこにはそういうような大規模な 6,000 平方メートルを超えるようなもの

については欲しいと、そして次に著しい影響の有無、その内容とか、広範にわたる交通流動

への影響の見込みとか、予測される新たな社会資本整備の状況というふうな文言があるわ

けでありますけれども、これについては何らかのメルクマールのようなものを設定して、そ

の都度の判断ではなくて、公平、客観的な判断がなされるものか。抑制が必要な地域との評

価の仕方をどのようにされるのかお伺いしたいと思います。 

○佐藤経営支援課総括課長 これらの部分につきましては、結局、恣意的に流れないように、

これからの設計になりますけれども、きちんと基準みたいなものをつくって、正しく運用さ

れるような形にしていきたいというふうに考えております。 

○喜多正敏委員 そうしますと、そうしたものはあらかじめ、例えば県民とか事業主にわか

るような形で提示されるのか、出してみないとわからないのか、もしそういうことがある程

度わかるのであれば、条例ということではなくて、取り扱い要領とか、何かそうしたことで

示されるのか。ここが何か抜け穴というのはおかしいですのですけれども、何となく一生懸

命やれば通るのかといったような感が見受けられますと、せっかくの条例が生きないので

はないか。また、逆に言うと判断がその都度違うのかということになるので、この辺につい

ては慎重に扱っていただきたいと思います。以上です。 

○佐々木博委員 この条例案については、一般質問もさせていただいていますのであまり

申し上げることはないのですが、先日、二、三日前ですか、御覧になりましたか、日経の東

北版の記事で福島県の条例ができてから１年ということの特集が載っていましたけれども、

ごらんになりましたか。 

 それで、やっぱり福島の場合でもそうなのですが、市町村と県との関係がちょっとうまく



いっていないようなことが記事に載っていましたけれども、福島県は条例が施行されてか

らこの大規模集客施設の立地計画が１件も出ていないわけですけれども、やはりいろいろ

な壁があって、本当はやりたいのだけれども、なかなかうまくいかないというような、市町

村と県との関係の記事が載っていました。 

 私も、この条例案、基本的には賛成なのですが、一つの問題というのは準工業地域、ここ

を抑制する場合は、県と市町村の都市計画との広域調整が必要になってまいります。それで、

広域調整については、市町村ともよく協議をして、きっちりとした広域調整というものをや

っていただきたいというふうに思います。この条例案の目玉の一つというのは、白地地域と

かそれもありますけれども、やっぱり準工だと思っているのです。ですから、そこのところ

は広域調整をしっかりとやっていただきたいということが１点。 

 それから、もう一つは、この条例では、一般質問でもちょっと述べましたけれども、これ

だけでは中心市街地の活性化になるとはとても思えませんので、いずれいろんな諸施策を

フルに動員していただいて、ぜひとも取り組んでいただきたいという、これは要望でござい

ます。 

 市町村との広域調整について何かお考えがありましたならば、若干御見解を伺えればと

思います。 

○佐藤経営支援課総括課長 準工業地域に仮に立地する場合の市町村との広域調整という

部分でございますが、市町村のほうからも事前にこの条例に対する考え方というのは聞い

てございますし、また実際のその場面になった場合にも、きちんと市町村と、大きい施設が

立地するというような場合につきましては、当該市町村だけではなくて近隣、さらに周辺と

いうようなところまで含めて、その市町村との広域調整、恐らく市町村の都市計画サイドと

の関係のほうが調整が強くなってくると思いますけども、その部分につきましてはきちん

とやっていきたいというふうに考えてございます。 

○亀卦川富夫委員長 ほかにございませんか。なければ、これをもって・・・ 

○斉藤信委員 ちょっと待って。ここは終わりでしょう、今の分。 

○亀卦川富夫委員長 この際。 

○斉藤信委員 この際はありますよ。 

○亀卦川富夫委員長 どうぞ。 

○斉藤信委員 あまり不思議な顔をしないで一つ。今の条例案はこれで終わりですが、雇用

対策の方向案というのが商工労働観光部から提案されたので、私この点についてお聞きを

したいと思います。雇用対策、これの案は今後議論を踏まえて雇用対策の方針というふうに

なるようですから、ここでの議論は大変大事だと思いますので。 

 それで、一つは現状認識です。雇用対策の方向案の１ページのところでは、県全体の完全

失業率は低下傾向にあると、改善しているというふうになって、この現数値は労働力調査な

のです。地域別の完全失業率は、県北、沿岸が比較して高いと、これは国勢調査を使ってい

ます。年齢別の完全失業率も国勢調査を使っている。24 歳以下の若年者の完全失業率は高



いと。何で県全体の完全失業率だけは労働力調査を使うのか。国勢調査では失業率はどうな

っていますか。それと、労働力調査の失業率とどのぐらいの乖離ありますか。そのことを示

してください、まず 初に。 

○寺本労政能力開発課特命参事 国勢調査の完全失業率、平成 12 年が 4.0、平成 17 年が

6.2 ということでございます。労働力調査の完全失業率は 4.4、これは平成 19 年８月現在、

平成 19 年４月から６月までの３カ月間の平均が 4.4 ということでございます。 

 それで、お話しの中で県全体についてなぜ労働力調査を使ったかということでございま

すけれども、労働力調査につきましては、県の段階では３カ月ごとに数値が出ておりまして、

一方国勢調査といいますのは５年間に１度ということでございます。ここで県の完全失業

率が下がってきていると申しますのは、平成 14 年度が一番悪い状況でございまして、それ

から 18 年度に比べてだんだん下がってきたという、そういう状況をお話し申し上げたかっ

たということで、直近の状況をあらわすときには労働力調査でないとなかなか動向という

のがつかめないものですから、そういうふうにいたしました。 

 ほかに人口とか地域につきましては、実は労働力調査には数値がございませんで、国勢調

査だけになりますので、そういうあらわし方をしております。 

○斉藤信委員 完全失業率の推移は、労働力調査ではいいのです。ただ、労働力調査で、平

成 17 年に国勢調査が行われたときの失業率はいくらになっているかというと、4.7 なので

す。全数調査では 6.2 ですよ。これはかなり大きな乖離があって、やっぱり 6.2 というふう

に見て対応しないと、県の現状認識を誤るのではないか、過小評価されるのではないかとい

うのが私の問題提起です。これは国勢調査の全数調査ですから。そして、労働力調査とこの

ぐらい乖離があると、やっぱり労働力調査の個数が少な過ぎるのです。そういう意味で、岩

手県の場合は、岩手県全体の失業率というのは改善されたと決して手放しで喜べない状況

にあるということを国勢調査の結果を踏まえて見ていく必要がある。複眼で見ていく必要

がある。 

 流れとして改善されているのは事実だと思います。しかし、失業率の実態というのは、や

っぱり国勢調査を基本に見ていかないと正しくないのではないかということで、そういう

点でこの方針では今後の重点的取り組み課題としてこう書いています。雇用対策は県政に

おいて も重要かつ普遍的課題であり、今後も引き続き取り組んでいくものであるという

ことで、四つの重点課題、一つは県北、沿岸の雇用創出、二つ目は公正な雇用の確保、これ

は正規雇用、非正規雇用の格差是正と書いています。三つ目は若年者の就業支援、四つ目は

障害者の雇用促進という、私はこのテーマ設定は間違っていないと思う。ただ、この深刻さ

をしっかり踏まえて、では増田県政が総合雇用対策局を設置してやってきたのと比較して、

私はやっぱりトーンダウンしているのではないかと率直に思います。深刻な現状を踏まえ

て、増田県政のとき以上に岩手県は総力を挙げて雇用対策に取り組む必要があるのではな

いかと。増田県政の４年間というのは、確かに有効求人倍率は厳しかったのです。今、そこ

は改善されたが、全体として何が変わったかというと、非正規雇用の急増なのです。全体の



労働者の３分の１ですよ。そして、この間年収 200 万円以下が 1,000 万人を超えたと。これ

は、ワーキングプアと言われるのですよ、年収 200 万円以下というのは。それが 1,000 万人

を超えていると。私は、こういう現実を直視して、そこの根本に不安定雇用の急速な拡大が

あると。こういう形で、４年前と比べて、決して全体として改善されたとは言えない。逆に

こういう低賃金構造、不安定雇用が拡大したために、新たな困難というか、危機というか、

達増知事も雇用の問題を危機と言っていますから、そういう立場で取り組む必要があるの

ではないかと。この点では、今労政能力開発課の一部門でこの問題を取り組んでいますが、

これをどういう体制にするかは知恵の出しどころですけれども、県の全部局の知恵を結集

する。そして、今県外のさまざまな諸団体との対策委員会をつくっているようですけれども、

そういう体制的にも強化して取り組む必要があるのではないかと考えますが、ここは部長

にお聞きします。 

○阿部商工労働観光部長 今いろいろと御意見をちょうだいしました。認識の部分、ここの

部分につきまして、お話しのとおり複眼的な視点というか、そういったものが必要だと思い

ますので、そこの視点をきちんと持ちながらやりたいというふうに思っておりますし、それ

から不安定雇用の部分が非常に大事だという、まさにそのとおりだと思いますが、ここは

近特に雇用、求人、その活発化の中で、非正規から正規、あるいは期間工から正規、そうい

った動きが出ておりますので、この機会に各企業のほうにもいろいろお願いをしながら進

めていきたいというふうに考えております。 

 それから、雇用対策の全体的な推進、ここの部分でありますが、総合雇用対策局は廃止し

たわけでございますが、そういった中で、雇用対策を商工労働観光部の方に持ってまいりま

して、まさに産業振興と、それから雇用対策を一体的にやっていこうと。そこはまさに産業

振興をして雇用をつくって、そしてマッチングをしながら人材育成したり、人材をマッチン

グの中で雇用に持っていこうと、そういった一つの流れでやっていこうというものが、今回

この部に持ってきた目的であります。そういった中で、全体的な庁内、雇用関係につきまし

てはいろんな政策会議、あるいは推進会議がいろいろありますが、そういった中でいろいろ

報告をしながら、各部の協力を求める、これはそのとおりやっていることでございますが、

特に私ども今重要視しておりますのは、雇用対策の方向、先ほど４本柱のお話がございまし

たが、その４本柱に沿ってどういうふうに議論を進めていくかということと、それからこれ

をどういうふうに具体化していくかという形で、これは県庁だけではなくて企業者側、ある

いは労働関係、あるいは教育関係とかそういったところ、外部のほうの一つの組織をつくり

まして、そこで従来ですと議論だけでしたが、参加された方々にも実施、具体化、アクショ

ンを起こしてもらう、そういった形で今動いているところでございます。こういった中で、

一つの雇用関係の部分の対応を強めていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○斉藤信委員 現状認識のところで、私は今完全失業率 6.2％という国勢調査をもとに認識

を改めるべきだと言いましたが、この国勢調査で見ますと例えば 20 歳から 24 歳というの



が 11.7％です、失業率。25 歳から 29 歳は 8.2％。本当に青年の場合は 10 人に１人が失業

者だという、こういう深刻さがあります。 

 もう一つ、私は深刻だと思ったのは、県内就職率が落ちているのです。この 10 年間で恐

らく 低ではないでしょうか、67.9％です、新規高卒者の県内就職率。私は、これには二つ

要因があると思うのです。一つは、中央の景気がよくなったのでどんどん吸収される。もう

一つは、それにやっぱり対応する県内の雇用が確保できない。そういう意味でいけば、県内

就職率がこの 10 年来で 低に落ち込んでいるというのをもっとシビアに見ないと県内への

定着にはならないわけです。そういう点で、全体として東京で改善している波及効果という

のはあるのだけれども、岩手県として見ればそういう大変深刻な実態だという、そういう立

場で私は取り組んでいただきたい。 

 もう一つ、資料編のところには離職率というのがありまして、新規高卒者の３年以内の離

職率は、これ平成 15 年度が３年たったということになり、49.3％、３年で５割離職なので

す。平成 16 年度を見るとまだ２年目までなのですけれども、さらにそれより高くなってい

る。この離職率が高い理由というのは、就職した青年たちの意識だけでなく、やっぱり劣悪

な職場環境、労働環境というのがそれ以上の要因になっているのではないか。だから、こう

いう改善をしないと不安定雇用というのは改善されないのではないかと。だから、私はこの

方針が、こういう立て方は間違っていると思うのです。求人不足数を改善すると。例えば平

成 19 年度、求人不足数は 5,400 人、22 年度は 3,000 人というふうにしているのです。これ

求人倍率だけで目標設定をしているのです。しかし、３分の１の労働者が不安定雇用で、新

規高卒者の半分が３年でやめるということを考えたら、そういう求人倍率だけ考えての対

応では何の解決にもならない。そういう意味で、私は雇用問題というのは、本当に総合的な

対策が必要になっているのだと思うのですけれども、どうですか、部長。 

○阿部商工労働観光部長 先ほど申し上げましたが、雇用の関係につきましては、今、委員

の方からお話がございましたが、まさに県政の中で非常に大事な部分、しかも離職率の話、

非正規の関係がいろいろ出ましたが、具体的に県内でこういった挙がっている部分、やはり

そこに個々にきちんと対応しながらいかなければならないとに思っております。 

 先ほど県内就職率の話がありましたが、これは 近、県外の企業の求人が非常に早くなっ

ているといった中で、私どもとしては県内の企業、それから県内の学校、この接点を多くす

るとか、ものづくりネットワークがそれをやっているわけですが、そういったものを活発に

する。あるいは離職率の関係では、これは企業の中だけの問題ではなくて、やはりそこに就

職する前、それから就職した後、子供たちをしっかりといろんな形でフォローする、そうい

った仕組み、そういったものをきちんとつくりながらいかなければならないというふうに

思っております。いずれにしましても、これらの方向につきまして今議論しているところで

ありますが、同時に具体化を図りながらやっていく。それから、推進体制につきましては、

商工労働部の中でこの中でやっていきたいと考えておりますが、繰り返しになりますけれ

ども、外部の方とのまさにこの具体化を図れる主体のところとも連携しながらやっていき



たいと考えております。 

○斉藤信委員 後にしたいのですけども、非正規というのは結局拡大再生産されている

のです。高校から就職して、半分が３年以内で離職するということですから。そういう方々

が結局はその後正規に採用できない。それはどうなっているかというと、派遣請負です。今

大問題になっているのは日雇い派遣。いわば日雇い派遣というのはあしたどこで働くかわ

からないというやつなのです。ついに厚生労働省は、この日雇い派遣はハローワークでは取

り扱わないと、こういう措置をとったのですけれども、本当に違法、無法な働かせ方が今急

増しているのです。だから、これは岩手労働局が請負派遣業者を総点検した報告書というの

があるのですけれども、答えた企業の全部ではありません。全部ではないですけれども、大

変な数で、やっぱり違法が指摘されている。請負企業なんていうのは、ほとんどが偽装請負

です、この中身を見ると。そういう意味では、これは労働局所管ですけれども、そういうも

のを許さない一体となった取り組みというのをしていかないと。これは違法ですから直ち

に是正できるし、させなくてはならない。それが横行している。そういうことも含めて、達

増知事が県が抱えている危機の一つに雇用の危機と。私は、そういう認識を正確にして、そ

れにふさわしい、県が青年の雇用のために頑張っているのだという姿を示すことがまた若

者を激励することになると思うのです。残念ながら、この半年間はそういう姿が見えません。

岩手県が雇用を守るために頑張るという。 

 後の 後に言いますけども、産業振興の中の位置づけというのは雇用確保の一部なの

です。産業振興、簡単にそれで 1,000 名、2,000 名ふえませんよ。1,000 名、2,000 名でも

だめなのです。今失業者は５万 2,000 人でしょう。国勢調査の臨時雇いというのは、規定が

複雑だけれども、９万 3,000 名ですよ。そういう意味でいけば、産業振興だけでなく、総合

的な雇用対策をやらないと本当に一部の改善にしか結びつかない。そういう点で、違法、無

法は直ちに是正させるし、産業振興はもちろんだが、それ以上の本当に総合的な対策が必要

ではないのかと、 後に部長に聞いて終わります。 

○阿部商工労働観光部長 まず、労働局の関係で、違法の関係、これは当然ながら労働局の

ほうにきちんと対応していかなければならないと思いますし、いろいろ話も聞いておりま

す。その都度、労働局の方に企業の指導といいますか、それをお願いしているところであり

ます。 

 それから、私どもとしては、そういった企業の中のいろんな雇用環境といいますか、そう

いったことに関しましては、経済団体、あるいは工業クラブ、そういった中で、環境改善あ

るいは今課題になっております非正規の関係、そういったお願いをしながら、ぜひ岩手の雇

用促進に向けていろいろお願いしたいということを常々話しているところであります。そ

ういった中で、 終的に、今お話しの中では体制の話、またそういった御質問だろうと思い

ますが、我々としましては今雇用を非常に重要、大変な課題というふうに認識しており、先

ほどの四つの方向を出しているわけですが、ここの方向、これはしっかりと議論していきた

いというふうに考えておりますし、議論の過程の中で具体化と、それから外部の主体の中の



実施といいますか、そこをまずしっかりやっていきたい。 

 それから、今、庁内のいろんな部分があるというお話でございました。当然ながら福祉関

係のいろんなサービス関係とか、そういったようなお話、当然ある話でございます。そこの

関係につきましては、各部との連携の形で進めていきたいと思っております。 

 いずれにしましても、雇用対策の関係、新しい政策推進プランの中に盛り込むわけでござ

いますが、そこに盛り込むだけではなくて、この方向の考え方をまた別個に県民の皆様にき

ちんとお話をし、公表し、そしてその中でどういうふうに動いていくのかという、具体的な

面を明らかにしながら進めていきたいと考えております。 

○亀卦川富夫委員長 ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 なければ、これをもって商工労働観光部関係の審査を終わります。商

工労働観光部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 この際、教育長から発言を求められておりますので、これを許します。 

○相澤教育長 教職員の不祥事について御報告を申し上げたいと思います。既に新聞やテ

レビなどで報道されておりますとおり、去る９月 11 日に公立小学校の教諭、44 歳の男性で

休職中でありますが、酒気帯び運転で逮捕されたほか、９月 18 日に同じく公立小学校の教

諭、45 歳の女性でありますが、酒気帯び運転で検挙されました。本年４月に２件の酒気帯

び運転が発生したことを受け、市町村教育委員会や各学校と連携しながら飲酒運転を許さ

ない職場風土づくりに努めてきたところでありますが、再びこのような不祥事の発生を見

たことは、児童生徒及び保護者、県民の教育に対する信頼を大きく裏切るもので、まことに

遺憾であり、心よりおわびを申し上げたいと思います。いずれの事案につきましても、事実

を確認の上、厳正に処分したいと考えております。 

 このような不祥事の発生を受け、市町村教育委員会及び各学校に対し、飲酒癖などについ

て個別の指導が必要と認められる教職員に対しては、定期的に面接を行うなど指導を徹底

すること、及び休暇、休職中の教職員に対しても公務意識の確保と綱紀の保持に努めるよう

指示をしたところであります。今後とも市町村教育委員会や各学校と一層連携を図りなが

ら再発防止とコンプライアンスの確立に向けて取り組んでまいります。 

 以上、報告を申し上げ、おわびを申し上げたいと思います。 

○亀卦川富夫委員長 次に教育委員会関係の審査を行います。 

 初めに、議案の審査を行います。議案第１号平成 19 年度岩手県一般会計補正予算（第４

号）中、第１条第２項第１表中、歳出第 10 款教育費を議題といたします。当局から提案理

由の説明を求めます。 

○菅野教育企画室長 議案その１の５ページをお開きいただきたいと思います。教育委員

会関係でございますが、５ページの一番下でございます。10 款教育費の１項教育総務費、

それから恐縮でございます、６ページに移らせていただきまして、６ページの一番上段でご

ざいますが、５項特別支援学校費を合わせまして、３億 7,586 万 1,000 円を増額しようと



するものでございます。この結果、教育委員会で所管する一般会計予算額は、補正前の予算

額 1,491 億 1,813 万 6,000 円に今回の補正額を加え、総額 1,494 億 9,399 万 7,000 円とな

るものでございます。 

 その内容につきましては、便宜、予算に関する説明書により御説明させていただきたいと

存じます。恐縮でございますが、予算に関する説明書の 58 ページをお開きいただきたいと

存じます。 

 10 款教育費、１項教育総務費、４目教育指導費の児童生徒健全育成推進費は、小学校に

おける教育相談体制や生徒指導体制の充実を図るため、子供と親の相談員及び生徒指導推

進協力員の配置や、不登校やいじめ等の問題を抱える子供等の自立を支援するために、地域

的な課題に対応する調査研究等に要する経費を補正しようとするものでございます。 

 59 ページにお移りいただきたいと存じます。５項１目特別支援学校費の施設整備費は、

平成 21 年４月に開校を予定しております松園養護学校高等部の校舎建設等に要する経費を

補正しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○亀卦川富夫委員長 質疑に入るわけでありますが、この際、昼食のため午後１時まで休憩

いたします。 

 （休憩） 

 （再開） 

○亀卦川富夫委員長 午前に引き続き会議を開きます。質疑を行います。 

○高橋雪文委員 児童生徒健全育成推進費についてお聞きしたいと思います。 

 子供たちの環境がいろいろ変化しているということで、いろいろ問題を生じている中で、

それを改善していこうと、非常にいい取り組みであろうというふうに思いますが、今ちまた

で非常に問題になっているいじめの問題がございまして、こういう問題は、なかなか表に出

てこないという問題でございまして、このいじめ問題について県はどのようにかかわって

きているのか。 

 そして、子供たちのストレスというのが非常に高くなっている。新聞などを見ますと、う

つになっている子供さんがよくいらっしゃるということでございますけれども、その実態

をどのように把握されておられるのか、まずその点をお聞きしたいと思います。 

○田村学校教育室特命参事 今回９月補正予算要求の児童健全育成推進費の中に二つの事

業を取り込んでございます。一つは子供と親の相談員配置事業、もう一つは問題を抱える子

供などの自立支援事業でございます。委員からいじめとのかかわりという御質問だったと

思いますけれども、いずれもこの中では、いじめあるいは不登校、こういったものについて

各地域の中で有効な取り組み、これを検証、実践してその成果を全国の状況に反映をしてい

くと、そういう文部科学省の試みに今回事業として参加させていただくという中身になっ

てございまして、一つは子供と親の相談員の配置事業、この中には、今お話がございました

不登校とかいじめとか、そういったことについても調査研究の中身にするということで相



談員の配置を 20 名から７名の増員をお願いするものでございます。 

 それから、もう一つ、生徒指導推進協力員というのもございまして、例えば校内の巡回を

するとか、あるいはいじめとかそういったものを早期に発見する、そういったことが期待さ

れる役割ということで、地域の人材を活用するということで、２名、今回増員をさせていた

だくという中身になってございます。 

 それから、もう一つ、問題を抱える子供などの自立支援事業、当然この中にもいじめ問題

についての対応を各地域でいろいろ取り組みをしていただくと。そういったものについて、

より早期の発見、早期予防につなげると、そういった研究をやっていただくという中身にな

ってございます。こういったものを通じまして、いじめについての早期発見、早期予防、こ

ういった取り組みを各地域で実践していただく。そういった中身での今回補正予算の増額

をお願いするものであります。 

 それから、子供のうつの状況等についてでありますけれども、私どものほうで不登校等を

中心とした問題行動、こういったものを年１回調査をさせていただいております。この中で、

各学校を通して不登校等の原因を調べているわけでありますけれども、その中では先般新

聞に挙げられましたような精神科医が直接診断をするという中身にはなっておりませんが、

学校として子供たちの状況、原因を調べた結果を見てみますと、例えば不登校のきっかけと

考えられるものの中には、その他本人にかかわる問題、これは児童生徒にかかわる問題とい

うことで、極度の不安や緊張、あるいは無気力、こういったものが挙げられておりますが、

小学校では 41.1％、それから中学校になりますと 52.1％、こういった数字が挙げられてお

ります。 

○高橋雪文委員 不登校中。 

○田村学校教育室特命参事 不登校の中にということでございますが、当然これらが全部

先ほどお話のありましたうつとか、そういった精神的な疾患ということではございません

ので、その辺の状況については把握しておりませんが、ただ、不登校が継続する状況などを

見ましても、例えば小学校では不安などの情緒的な混乱、学校に登校する意思はあるのだけ

れども、体が不調を訴えて学校に登校できない状況、あるいは不安を訴えて登校ができない

と、そういう子供さんの割合が 67.1％、それから中学校でも同様に 65.6％と、それだけ高

率を占めていると、そういう状況になっております。ただ、先ほど申し上げましたとおり、

この調査では精神疾患について調査しておりませんので、その割合については承知してお

りません。以上でございます。 

○高橋雪文委員 まず、いじめの実態把握について、もう少し詳しく教えていただきたいの

ですが、どのように把握されているのでしょうか。 

 また、うつについての状況については理解できたわけでございますけれども、その対策と

いうか、どういうふうに子供たちと接していくのだろうかということを少しお聞かせいた

だきたいと思います。 

 今回の予算措置は相談員と協力員の増員ということで、ただただ人をふやしていけばい



いという、そういうことではないと思うので、その辺を少しわかりやすく教えていただきた

いと思います。 

○田村学校教育室特命参事 初に、いじめの把握という点でございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、年１回、問題行動調査ということで文部科学省の委嘱調査

をさせていただいておりますが、その結果等につきましての平成 17 年度の数字、これが今

現在の 新データになってございます。いじめの件数でございますけれども、小中、高等学

校、特別支援を含めまして 69 件という状況になっています。 

 いじめの発見のきっかけ等につきましては、一番多いのがいじめられた児童生徒からの

訴え、これが 40％でございます。保護者からの訴え 27％。おおむねこれで 67％程度を占め

るということで、今現在は本人からと、それから保護者からの訴えが一番多うございます。

保護者からの訴えが多いということは、世間一般的にいじめは許されないのだというふう

なこととか、あるいはこれについて広く改善を求めると、そういう意識が非常に顕在化して

きているのではないかと、このように考えております。 

 いじめの対応でございますけれども、ひやかし、からかい、それから言葉でのおどかし、

あるいは暴力を振るうと、こういったところが非常に割合として多くなってございまして、

ひやかし、からかいが 28.6％、言葉での脅かしが 15.9％、それから暴力を振るうというの

が 13.5％、こういった対応になってございます。これらにつきましては、各学校を通じま

して、いじめについての理解をもっと深めていただく。つまりいじめというのはどこでも起

こり得るものであるが、絶対に許されないものであると、そういった認識を改めて教育の場

で徹底させていただくということで進めてございます。それから、道徳とかホームルーム、

こういった時間を活用しまして、そういった意識を学校として児童生徒に植えつける、理解

させると、こういう形をとらせていただいております。 

 先ほどうつ対策につきましては、児童生徒についての精神科的な観点から見た調査とい

うものを実施しておりませんので、その割合は先般出された新聞報道によりますが、非常に

割合が高いということについて、非常に遺憾なものだと思っております。これらにつきまし

ては、児童生徒の精神保健の関係で、教育の中で他人の心を理解するとか、そういったもの

については授業の中で取り組みをさせていただいております。 

 あと、精神疾患そのものについて、スクールカウンセラー、こういったものの配置も本県

で行っておりまして、主に中学校、それから高等学校１校でございますが、計 91 校にスク

ールカウンセラー、これは臨床心理士が任用されておりますし、またそれに準ずる者も含め

て採用してございます。こういった心の病の専門家による相談環境の整備という形で、児童

生徒の中から危険な兆候が見られたとか、こういったものについては相談を受け、あるいは

スクールカウンセラーが指導すると、そういった相談環境の整備に努めているところでご

ざいます。 

○高橋雪文委員 ありがとうございました。いじめについては、先ほど数値が出たように

67％が本人とか母親ということで、実は一番学校の状況を見ているような先生とか、友達と



か、そういう人たちの声が上がってこないというのが非常に問題だろうというふうに思う

わけであります。この辺が少しいじめ問題については改善の余地があるのではないかとい

うふうに思います。 

 特にいじめとかの対応について、教員の皆さん方にどのように指導されておるのか。理念

としていじめはだめだというのはよくわかるのですけれども、先ほどの飲酒運転の件もそ

うなのですが、要はだめだというのはだれもがわかっていることでありまして、しからば現

場の教職員にどのように徹底させるのか。そして、いじめの場合は、いじめが深化する前の

段階である程度解消していかなければならない。そのためには、やはり指導者が積極的にか

かわっていくというような状況を生み出していかなければならない。これは非常に難しい

指導なのだろうなというふうに思うわけであります。この辺をどうされようとしているの

か、その辺の御認識をぜひ聞かせていただければと思います。必要であれば教育長からもお

願いしたいと思います。 

○田村学校教育室特命参事 いじめを含めて問題行動を早期発見すると、あるいは早期対

応をすると、それにも増して予防が大事であると、そういう認識を持っております。こうい

った環境を整えるためには、先ほど申し上げたスクールカウンセラーのような心の相談を

専門とする者の配置など、相談環境の整備がまず一つ大事だろうと。二つ目は、委員御指摘

のありました教員、つまり日常的に子供と間近に接する者がそういったいじめのサインを

つかまえて、それに迅速に対応していくと、そういったカウンセリング能力といいますか、

指導能力と、こういったものが大事であると思っております。 

 このために県におきましては、学校教育相談リーダー養成研修講座というものを総合教

育センターにおきまして受講していただいて、それを各学校のほうに受講のノウハウ、こう

いったものを持ち帰っていただくと、そこで周りの先生方にも伝授していただきながら、地

区としてそういったノウハウを共有すると、こういうふうなやり方をとらせていただいて

おります。 

 それから、初任者の研修とか、経年研修、５年、10 年という研修がございますけれども、

そういった中でも学校不適応あるいは問題行動についての対応の仕方、カウンセリング能

力の養成と、こういったところをカリキュラムに組み込みまして実施させていただいてい

るところでございます。 

○相澤教育長 私のほうから補足をさせていただきたいと思いますけれども、一つはいじ

めの発生というのを早くとらえて、原則として個別の先生が一人で対応するのではなくて、

学校の中でしっかりチームを組んで、校長や教頭を含めた管理職も含めてしっかりチーム

を組んで、組織立って問題の対応に当たるということが大切だと思っていまして、ややもす

ると先生が一人で悩んで、うまく対応し切れずにもっと事態を深刻化させるといったよう

なこともありますので、ぜひ、そういうチームで対応してほしいといったことを申し上げて

いるところであります。 

 もう一つは、全く観点は違うのでありますが、子供のストレスといったものをどう防いで



いくかということは根本的な問題だというふうに思っておりまして、学校自体がさまざま

な子供たち、悩みや課題を持っていろんな状況に置かれている子供たちをしっかり受けと

めていくような許容力といいますか、そういったものを学校が持っていくということが子

供のストレスを減少させていく、そういったことにつながり、また問題行動の発生を抑止を

していく力になっていくのではないかということも考えておりまして、ぜひその方向もは

っきり学校に打ち出していきたいと、こう考えています。 

○小西和子委員 いじめとか不登校については、私も教育現場にいた者として危惧してい

るものでございます。先ほど高橋委員のほうからも話がありましたけれども、やっぱり教職

員が一番先に気づくべきことだと私は思って現場で働いてまいりました。子供たちと向き

合う時間というものをもっともっと欲しいなと思いながら勤務したということを記憶して

おります。今の教育現場の忙しさ、多忙化についてどのようにとらえていらっしゃるのかお

聞きしたいと思いますし、今後子供たちと向き合う時間を生み出すためにどのような対策

を講じるおつもりかお聞きしたいと思います。 

○堀江教育企画室特命参事 学校現場の多忙化についてでございますが、私どもの方で県

立学校につきましては平成 16 年度、それから小中学校については昨年度でございますが、

先生方の勤務実態の調査をしたところ、現場の先生方からは多忙だと、あるいは勤務時間外

での仕事がかなり多いというような御意見などが寄せられているところでございます。 

 小中学校のほうにつきましては、昨年度提言を受けて、今年度は各学校現場でもさまざま

な取り組みをお願いしているところでございまして、これについては去る６月のこの常任

委員会の場でも質疑にお答えしたところでございます。 

 県立学校のほうにつきましては、平成 16 年度の調査ということを踏まえまして、提言な

どもいただいたところでございますので、私ども県教委、それから学校現場独自のさまざま

な取り組みということで、少しでも現場の先生方が生徒あるいは児童と向き合う時間を多

くとれるようにということで取り組んでおります。例えば学校現場でございますと、県立学

校の例でございますが、帰りの時間をできるだけ短縮するとか、あるいは県立学校の場合は

１人１台パソコンが実施されておりますので、そういったＩＴを活用した省力化などなど、

８割以上から９割近い学校がこういった取り組みをしているところでございます。 

 ただ、学校現場を訪問いたしますと、依然として多忙だと。特に部活等も含めて非常に多

忙だというような御意見も言われているところでございますので、今後とも私どもも積極

的に学校側を支援しながら、先生方が児童生徒に向き合う時間を幾らかでも多くとれるよ

うに努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○喜多正敏委員 目に見えるいじめ、従来型のいじめはわかるわけでありますけれども、

近マスコミ等でも報道されている携帯電話とかホームページを使った目に見えないいじめ

がふえていると。そうしたことについての実態の把握と、それから相談員の先生方がそうし

たことについてどういうふうに情報などを得て対応されているか、これについてお伺いし

ます。 



○田村学校教育室特命参事 ただいま目に見えないいじめということがございましたが、

近ネットいじめという、そういうふうなことが非常に深刻な状況を呈してきております。

特に今まで対面で行ういじめにつきましては、相手方に対して有形力を行使するというこ

とで、相手がどれだけ困っているかを目の当たりにする、つまり自制心が働くというシステ

ムがございましたが、ネットを介して行われるいじめということは、特に匿名で行われるこ

と、あるいは陰湿、執拗な攻撃性が出てくると、あるいは瞬時にして無限の伝播力があるこ

と、こういう特色があると言われてございまして、非常に対応については深刻な事案等が出

てきている状況というふうに聞いております。 

 例えば実態でありますけれども、県警のサイバー犯罪対策室への相談状況を見ますと、全

体では 1,319 件、そのうちただいまお話がありましたネットいじめを含むと判断される事

案につきましては 164 件と、これが全部そうだということではございませんが、推測される

ものということでこれだけの件数がありまして、平成 17 年度から見ますと倍増しているよ

うな状況になっていると聞いております。 

 私ども県教委の事後報告で見ますと、昨年度はネットいじめと推測される案件が２件ほ

どございました。中身はインターネット上で誹謗中傷の書き込みがあったとか、あるいは脅

迫メールが何度も生徒の携帯に送信されるとか、こういった事案でございます。それから、

私どもがやっておりますいじめ相談電話等についても、同じくネットいじめと推測される

ものが３件ほどございまして、送信者不明の嫌がらせのメールとか、あるいは先ほど申し上

げましたような書き込み、こういったものでございます。 

 これらにつきましては、私どもとしては各学校を含めまして生徒指導を担当する教員、あ

るいはそういった協議会等がございますので、そこでネットいじめの状況を説明しながら、

それへの対応について協力を要請、指示をしているところであります。特にも 近、非常に

ネットを介したいじめが深刻な状況になってきておりますので、特性から申し上げまして、

自分が誹謗中傷されておりましても介入している者をとらえにくいと、早く言えば書き込

みを削除させること、あるいは周囲に流れているメールの連鎖をとめることが非常に困難

であると、そういうふうなこともございますし、これらによりまして不安から孤立をし、不

登校あるいは閉じこもり、こういったところに２次的な危険性、被害も懸念をされると、そ

ういうふうに考えております。 

 これらへの予防対策としては、一つはネットいじめの卑劣さ、あるいは被害の重大さ、こ

ういったものを認識させるために異なる価値観や他者への思いやりを教える心の教育を充

実させるためのホームルーム、道徳、総合的な学習時間での取り組み、あるいは情報、技術・

家庭の授業におけるパソコンとか携帯電話についてのモラルの教育、ルール、マナーの習得

とか、こういったものがございますし、あるいは生徒指導の研修会、あるいはこういったも

のにおいて県警のサイバー犯罪対策室から人を呼びまして講師をお願いする。実態をもっ

と深く先生方にわかっていただくと、こういったことに努めてございます。 

 特にも早期発見のためには、児童生徒の信頼関係の構築を教員の間で図っていただくこ



とが何よりも重要であり、何かあればすぐ教員に相談していただく、あるいはスクールカウ

ンセラーに相談をすると、こういったところを重ねてお願いしているところであります。 

 被害救済に向けての取り組みにつきましては、なかなか書き込みを削除させるという手

法は難しゅうございますので、そういった事案につきましては私どもを通しまして県警の

サイバー犯罪対策室などの協力を仰ぎながら削除して救済に努めてきております。以上で

ございます。 

○斉藤信委員 今いじめの問題が取り上げられているので、先にこれにかかわってお聞き

しますけれども、今の 69 件という報告、あり得ないと思うのだよね。去年いじめ問題が大

問題になって、文科省もいじめの定義を変えて見直して、皆さんもそれで全県調査をやって

1,871 件となっているのではないですか。なぜこのことを言わないで 69 件となるわけです

か。いじめの定義がどう変わったか、それに基づいてどう調査をして、どういう結果になっ

たのか。さっき何で 69 件という回答になったのか、ちょっとそこをはっきりしてください。 

○田村学校教育室特命参事 いじめの件数につきましては、現在公表されておりますのは

平成 17 年度の調査ということでございましたので、お問い合わせの件に当たりましては、

公表されております平成 17 年度の国の文部科学省の調査の件数を申し上げさせていただき

ました。 

 なお、ただいま斉藤委員から御指摘のありましたとおり、その後いじめが大きな社会問題

化されまして、緊急に実態調査等をさせていただいたと、そういう経緯がございます。平成

18 年の 11 月か 12 月初めだったと思いますが、そのときに把握いたしました件数につきま

しては 1,800 件余というところでございます。 

 件数につきましてこれだけ違いが出てくるというようなことがございましたのは、文部

科学省の定例的な調査の結果は、先ほども申し上げた 69 件ではありますけれども、実態を

調査すると、いじめと思われるもの、あるいはいじめではないかと児童生徒あるいは父母か

ら相談があって対応した件数ということで、1,800 件余となってございます。 

○斉藤信委員 だから、69 件というのは全く実態を反映していなかったと。いわば、十数

年来、いじめによる死亡はゼロという報告が大問題になったわけです。しかし、文科省は

初からその本人がいじめと思っていたらそれはいじめだということを言っていたのです。

しかし、長期、継続、集団でいじめられているケースというような定義があったものだから、

それで大変矮小化された形の報告になっていたということでしょう。一つは、県の教育委員

会もそういう認識の発展というのがあるわけだから、そういうものを踏まえて答えないと

だめですよ。一時代前の 69 件を話しているようではだめです。69 件と 1,871 件というのは

天と地ほど違うのです。そういうふうにあなた方が今認識を発展させなかったら、いじめに

対応できないのです。 

 私は先ほどの答弁で驚いたので、教育長さん、４月からの教育長さんなので、その４月以

前の経過はあれかもしれないけれども、このいじめ問題、昨年は本当に重大な社会教育問題

になって、文科省もその定義を変えざるを得なくなって、そうして調査し直した。これはか



なり正確な対応件数なのです。そういう意味で、このいじめ問題に対する認識、大丈夫なの

ですか、教育長さん。大丈夫ですか、認識は変わっていますか。 

○相澤教育長 1,800 件余という件数につきましては、かなり毎毎調査をしたと、こういっ

たことがございまして、いわばちょっとしたからかいとか、そういったものも含めて毎毎調

査をして 1,800 件余と、こういうふうな形になったのでありますが、どこでいじめというと

ころを線を引いて認識するか、大変難しいところがあると思っておりまして、私ども内部で

いろいろこのことを議論したこともございます。実際に学校の現場で仕事をされておられ

る先生方の感覚も含めて申し上げると、確かに 69 件というよりはもっと広く実態というの

はあるのではないかというふうにとらえないとまずいのではないのかなといったことはは

っきり認識しております。ただ、1,800 件まで多いかと言われると、これもかなり毎毎調査

したと、こんな感じてありますので、それよりはもっと少ないだろうというふうには思って

おりますが、必ずしも 69 件といったことが実態に即しているかといったことについては、

もう少し広く考えなければいけないと認識しております。 

○斉藤信委員 あいまいな答弁で驚いたのですが。実は、去年の年末に盛岡市の教育委員会

が調査をしたのです、学校、父兄、子供から。そのときには盛岡市教育委員会だけで 2,400

件出たのです。そのことと比べると、これは実際に対応した件数、いじめの程度というのは

それはいろいろあるでしょうけれども、実際に対応した件数です。これ以下だという認識で

は、私は全然違っているのではないかと。いじめの定義そのものも文科省が変えたわけでし

ょう、従来の認識を変えたわけでしょう。基本的にはそれに基づいて把握したという認識で

いいのではないですか。これもまたいじめの実態ではないのだということになったら、何が

何だかちっともわからないではないですか。別の調査をしているのですか。 

○田村学校教育室特命参事 まず、いじめの定義の変更ということでございます。これは、

文部科学省が平成 17 年度の状況を踏まえまして、平成 18 年度に調査するに当たりまして

定義そのものを見直したと。どのように変わったかといいますと、従前は一方的に身体的、

心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの。一方的、継続的、ある

いは深刻、こういった３要件がございました。文部科学省の方では、今回平成 18 年度調査

を実施するに当たりまして、この３要件を撤廃いたしまして、当該生徒が一定の人間関係の

ある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことによる精神的な苦痛を感じているもの、そし

ていじめられたとする児童生徒の気持ちを重視すると。つまり当該生徒がいじめであると、

そういうふうな形で受けとめますと、形の上ではそれはいじめという形に分類されると、こ

のように定義そのものを変えております。 

 先ほど平成 17 年度の結果を申し上げたわけですが、文部科学省からの委託調査を実施す

るに当たりまして、平成 18 年度は今委員御指摘の新しい定義で調査を実施させていただい

ているところでございます。 

 また、平成 18 年度の年末に行われた実態調査、これにつきましては先ほど教育長からも

説明させていただきましたが、児童生徒、保護者からのアンケートなどにより、きめ細かく



情報を収集しておりました中で、いじめのとらえ方には個人差があるのではないかと。例え

ばささいなトラブルでいじめととらえて、たたかれたとか、けんかをしたとか、あるいは悪

口を言われたと、こういったものにつきましても当該生徒の申告に基づきまして対応した

と、その件数の中に入っておりますので、1,800 件余の中にはただいま申し上げようなもの

も含まれていると、このように考えております。 

 当然いじめは許されないものであると、またそれについて幅広くいじめられたとする生

徒からの真摯な声を受けとめるということについては、いささかの変わりはございません。

以上です。 

○斉藤信委員 だったら、平成 18 年度のいじめ件数はどう把握されているのですか。もう

平成 19 年の半ばです。決算審査もあるのです。平成 18 年度のいじめ件数というのはどう

なるのですか。 

○田村学校教育室特命参事 文部科学省からの委託を受けた調査ということでございます

けれども、通常９月上旬あるいは下旬までには、従前公表されておりました。今回につきま

しては、文部科学省のほうでまだ内部的な整理が済んでおらないということで、まだ公表の

時期が明示されておりません。したがって、まだ数値そのものについてお示しできない状況

でございます。 

○斉藤信委員 文科省が全国を公表するのは、それは文科省の権限ですが、岩手県が把握し

た件数、文科省が報告しなければ、報告できないという話はないのではないですか。平成 19

年度決算がこれから議論されるのですよ、県議会で。大事な中身でしょう。昨年いじめ問題

が重大な社会教育問題で、その調査の結果どうだったのかと。いじめをどう把握したのか、

答えられませんでは決算審議にならないではないですか。それは法令上、報告。そんなこと

ないのではないの。 

○田村学校教育室特命参事 文部科学省からいじめ調査の実施に当たって出された通知文

によりますと、公表に当たっては文部科学省の公表を待って同時に公表されたいという形

での調査になっておりますので、そのように考えております。 

○斉藤信委員 そうしたら、私が言っているように決算審査で質問されても答えられない

と。平成 18 年度の重大課題だったのですよ、教育のいじめの問題というのは。そして、平

成 17 年度は 69 件だ、去年緊急調査をしたら 1,871 件だ、本当は何件だとわからないと言

うのだから。だから、私が聞いているのは、法令に反するのかと。文科省が依頼して調査し

たのなら、文科省の発表だと思うのです。しかし、毎年いじめの問題は県の教育課題として

もやっているわけだから、ただ単なる集計でしょう、これは。文科省の依頼を受けてやって

いるわけではないでしょう。さまざまな施策でいじめ対策をやっているわけではないです

か。通用しませんよ、その論理は。答えられない法的根拠があるなら答えていただきたい。 

○田村学校教育室特命参事 問題行動等調査につきましては、文部科学省の委託を受けて

実施されている調査でございますので、それに先立つ公表というのは差し控えたいと考え

てございます。 



○斉藤信委員 これ以上詰めても仕方がないと思うけれども、委託調査だと言うけれども、

県の予算を使ってやっているのでしょう、いろんないじめ対策をやっているときに。そのい

じめの実態が教育行政の取り組みの結果として答えられないということは、私は絶対にな

いと思うよ。そんな文科省のお伺いを立てるような教育をやっていたら、岩手の教育は弱り

ますよ。私はびっくりした。こういうこと、ほかの部局ではないのではないかな。これはち

ょっと決算審査に耐えられないのではないかと思いますけれども。 

 先ほど高橋雪文委員がうつの問題も指摘したので。これは 10 月９日付で報道された北大

の専門家が面接して調査、うつ症状、中学校１年生は 10％を超えていると。これに対して

児童精神科医の先生がコメントを出していますが、こう言っています。学校などの子供社会

に不自然なストレスがかかっている現状への警鐘として位置づけられるが、一方で診断さ

れた子供や親の不安をあおる懸念もあると。いらいらなどの症状がある子供には、まず安心

感と休養を与え、症状を生んでいる原因を周囲が協力して取り除いてやることが何より大

切だと。恐らくこの症状というのは、すぐ薬物療法とかではないのだと思うのです。やっぱ

りまず安心感と休養を与えて、そしてストレスの原因を明らかにして解決すると。私は、一

番の原因はテスト主義、競争主義だと思いますよ。それで追い込まれていることが、そして

それがいじめや不登校などの原因になっていると。だから私は高橋雪文委員の指摘は、かな

り重大なこの問題についての指摘だったというふうに思っています。 

 教育長、こういう中学校１年生で 10％を超えるようなうつ症状という、そこまで子供た

ちが苦しめられている。私は、そこの要因にテスト主義、競争主義があるのだと思うのです

けれども、どうお考えですか。 

○相澤教育長 先ほど学校の許容力といったことを申し上げたのでありますが、やはり子

供のストレスで一番大きいのは学校でありますので、勉強についていけなくなる、授業が理

解できなくなるといったことが一番大きなストレスだというふうに思いますし、あるいは

クラブ活動も含めて、子供一人一人が自分を大切にして、自分の存在感をしっかり学校の中

で出せるということが大切だと思っています。そういう意味で、子供たち一人一人の個性、

適性、いろいろなものにきちっと目配りをして、子供が自尊心を持って学校生活を送れると、

そういうふうな取り組みがしっかり学校の中で行われなければならないと、こういうふう

に考えています。 

○斉藤信委員 それで予算の項目に入りますけれども、実は今回の予算の中に子供と親の

相談員配置事業、27 校 27 人の子供と親の相談員が配置されるということになるのですが、

説明書を見ると、中学校で不登校が大幅に増加する―中１ギャップと言われるのですが、そ

の中学校と連携させるために小学校に配置するのだと、こういうふうな説明になっている

のですけれども、私ちょっとどうなのかなと。やっぱり中学校に行って対応できなくなる、

適応できなくなるというのが中１ギャップではないのかと。だとすれば、子供と親の相談員

を小学校に配置するだけでは、この問題にかみ合って対応するということにはならないの

ではないか。実際の取り組み、成果、また中１ギャップに対応する対策はどうなっているの



か、そのことを示してください。 

○田村学校教育室特命参事 子供と親の相談員配置事業でございます。この事業につきま

しては小学校に配置するということになってございますが、それは小学校における不登校

などが 終的に中学校、高校という発達段階に応じまして非常にふえてくる。その前段階の

小学校で対応することが必要であると。つまり学校生活上の問題や基本的な生活習慣が小

学校に入った段階で身についていない児童が多いと。したがって、そこの場においてうまく

指導していくことによって、それ以降の不登校、あるいは問題行動の発現を抑えることがで

きるのではないか、そういうふうな全体の中で小学校に配置が決められたものであると考

えております。特にも中学校につきましては、不登校とか問題行動が非常に多うございます

が、その点につきましてはスクールカウンセラー、適応支援相談員、こういった別の相談員

等の配置をもってかえさせていただいておりますので、今回の事業につきましては特にも

小学校を中心に調査研究をすると、そういった視点で配置させていただいたものでござい

ます。 

○斉藤信委員 成果は見えてこなかったけれども、趣旨はわかりました。いずれにしても、

中学校１年生というのは不登校が倍増しますし、先ほどの北大の調査のようにうつ症状が

10％を超えるという、やっぱり一番子供たちが変化する。またそういう学校、さまざまな環

境変化に対応できない時期だと思うのです。こういう中１問題の解決、先日、当委員会で八

戸市の中学校を視察してびっくりしたのですけれども、あそこでは少人数学級、33 人規模

の学級をやっていて、中１ギャップというのは特別ないですよという話を聞いてびっくり

したのですけれども、やっぱりそういう中１ギャップにふさわしい、少人数学級を含めたさ

まざまな対策が必要なのではないかと感じてきましたが、今後のそういう抜本的な対策は

どう考えられていますか。 

○田村学校教育室特命参事 中１ギャップにつきましては、前回の常任委員会でも提言を

いただいたところでありますけれども、小学校６年生が翌年中学校に進学して１年生にな

ったときに不登校になる割合が増加をすると、そういった現象を指しているということで

ございまして、平成 18 年度に中１ギャップの解消事業を実施して、その中で解決の方法、

あるいは学校、地域、児童生徒、教員と、こういう各役割に応じた取り組みをしていただく

という報告書を出させていただいております。 

 特にも中１ギャップ解消に向けた方向性としましては、学校につきましては、今まで小学

校の児童であった者が中学校に行く、そこに大きな環境の変化があると、したがってその環

境の変化を緩やかにするという試みが第一だろうというふうに考えております。 

 例えば授業の進行速度が小学校より中学校は非常に速いと。あるいはクラブ活動、部活動

が本格的に開始する。そういった中で上下の人間関係、こういったものが出てきて、そこに

今まで経験したことのない環境に子供たちがさらされるとか、そういうふうな学校そのも

のの中身による違いが大きくクローズアップされてまいりますので、小学校から中学校へ

進学するに当たっては、そのステップをできるだけ緩やかにすると。このために、例えば小



学校の教員が中学校の授業を十分に参観して、小学校の中で、中学校になればこの程度の速

度だ、あるいはこういった中身をもっと詳しく学ぶのだということをあらかじめ子供に教

える。あるいは逆に中学校の教員が小学校の授業を研究することによって、入ってくる１年

生はいきなり中学校ということではないよう、直前までの小学生が戸惑いがないように教

え方にも工夫を凝らすとか、そういった提言が盛り込まれております。 

 もとより、児童生徒につきましては、今まで子供として周囲の保護下にあったものが、中

学校に入りますと、むしろ自立を支援する、進めるという教育に変わってまいりますので、

非常にそういった面での戸惑いとか、あるいは担任制から教科担任に移ると、こういったも

のがありますので、そういったものについてあらかじめ十分児童生徒にその内容を授業の

中でも理解させるとか、こういった取り組みが必要だと思っております。 

 また、行政等にとりましては、そういったものを十分踏まえ相談環境を整備しながら、ま

た教員がそういった相談にすぐ乗れるような、そういった対応がとれるような条件づくり、

環境づくりに努めるよう進めているところであります。こういったものにつきましては各

教育事務所管内で説明会をさせていただきまして、中１ギャップについての取り組みを各

学区で十分とれるような、そういった形での取り組みを進めております。 

○斉藤信委員 答弁が長かったけれども、今後の対策というふうにはちょっと受けとめら

れない、まだまだ不十分な対策ではないのかなと。 

 それで、59 ページの特別支援学校費、松園養護学校高等部の施設整備費が３億 6,000 万

円余計上されております。それで、二つのことをお聞きしたい。これは、特別支援学校のい

わば再編整備にかかわっております。青山養護学校から松園養護学校に高等部がかわって

くるわけでありますけれども、高等部の生徒数が急増しております。今回の養護学校の整備

で高等部に対する進学希望はどれだけ満たされるのか、今後の見通しも含めて、これが一つ。 

 二つ目に、この施設の特徴についてお聞きしたいけれども、病弱の生徒が通う学校ですか

ら、本当に子供たちに優しい、そういう学校をこの機会にぜひつくっていただきたい。ユニ

バーサルデザインということも言われていますが、県産材の活用など、どういう環境や子供

たちに配慮した施設整備になっているのか、このことをお聞きしたい。 

○及川特別支援教育担当課長 初に、松園養護学校の再編に伴う高等部の進学希望者増

加への対応という御質問でございました。 

 まず、高等部設置の理由ですが、今お話しの中にもありましたが、まず、松園養護と青山

養護をなぜ統合するかという問題から始まるわけですが、青山養護学校においては隣接し

た国立病院機構盛岡病院の小児科医師、常勤医師が配置されないということで、青山養護の

ほうは病弱養護学校の機能を十分に果たせない状況になっているということ。それから、現

在青山養護に設置されている高等部の入学者の多くが松園養護の中学部の卒業生であって、

卒業後も松園地区から青山地区まで病気の心配を抱えながら通学せざるを得ないような状

況になっているというようなことを解決することを今回の統合の理由としたところでござ

います。この際、現在高等部が未設置の状態となっている松園養護に高等部を新設するとい



うことが必要になったということでございます。 

 ということで、これによりまして、新しい松園養護学校につきましては、現在の松園養護

学校の児童生徒、すなわち盛岡こども病院、みちのくみどり学園、ことりさわ学園に入院、

入所している子供などを中心に松園養護に通っている子供たちが現状 74 名おります。それ

から一方、青山養護のほうにつきましては、自宅からの通学生のほかに岩手医大の附属病院

に入院して訪問教育を受けている児童生徒等が 51 名という状況になってございます。これ

らを対象にして、今度の松園養護が小学部から高等部まで一貫した教育を行う形で、本県に

おける病弱教育のセンター的機能を有する特別支援学校に転換するということをねらった

ものでございます。 

 今の御質問の高等部につきましては、この地区で病弱養護学校の高等部に学んでいる子

供は 30 名程度ということになってございますが、今の御質問にもございましたように、発

達障害等を含めて、病弱、心の病等も含めて特別支援学校に入学を希望する生徒がふえてい

るというような現状でございますので、今度設置する松園養護学校の高等部のほうには、通

常の教育課程、高等学校に準ずる教育課程の学級を各学年１学級、それから学習の困難等を

伴う重複した障害を持った生徒に対応する学級も各学年に１学級、それからさらに加えま

して病棟などから学校まで通って勉強することが困難な障害の重い子供たちに対応する学

級が各学年に１学級、そのほかに訪問教育ということで学校の外へ教員が出向いて行う学

級を設置するということでございまして、各学年 14 ないし 19 名の病弱児を受け入れるこ

とができますので、青山で受け入れています 30 名にプラスして、 大に受け入れた場合、

20 名前後は高等部の生徒をこの学校で受け入れることができるというふうなことになって

ございます。以上です。 

○佐野学校施設担当課長 施設の特徴ということでございますが、現在、実施設計を詰めて

おりまして、11 月までかかるということでございますので、昨年度行いました基本計画の

中身を若干申し上げます。大きな方針として三つ掲げておりまして、ユニバーサルデザイン

に配慮した計画とする。それから、自然環境に配慮した計画とする。そして、地域の特色を

生かした計画とするという方針のもとに設計を進めております。 

 具体的には、自然環境に配慮した施設といたしまして、環境負荷の少ない自然素材、それ

からＣＯ２の排出量の少ない素材、またホルムアルデヒド等のＶＯＣ含有量のない素材の

採用を行うということとしております。また、地場産の木材を積極的に活用してまいりたい

と考えております。また、ユニバーサルデザイン、バリアフリーへの対応といたしまして、

バリアフリー対応のエレベーターの設置を行いたい。さらに、多目的トイレの設置を行いた

いということを主に考えながら、今実施設計を詰めているという段階でございます。 

○斉藤信委員 わかりました。それで、実はあの地域は基本的には自然環境のいいところで

すけれども、松園養護学校の東側、もりおかこども病院の東側ということになるのですけれ

ども、機械置き場になっていて、ただ置いているだけではなくて、そこで作業をしていて大

変騒音がうるさいと。これは、病院にとっても、学校にとっても、夏場は窓をあけたりする



わけで、あの問題が何とかならないのかという関係者からの要望もありましたが、教育委員

会としてどう把握され、対応できるのかお聞きしたい。 

○佐野学校施設担当課長 あの地域は市街化調整区域になっておりまして、そうした資材

置き場があることは承知しておりますが、これにつきましては学校と連携しながら、市のほ

うに働きかける等をしてまいる必要があるかなという形で把握しています。 

○高橋雪文委員 すみません、委員の皆さん方に御迷惑をかけるのですが、やっぱり 69 件

と 1,800 件というのはあまりにも違うので、もう一度質問させていただきたいと思うわけ

でありますけれども、要は非常にいじめの深度が濃いというのが 69 件だったのだろうと。

とするならば、今回の 1,800 件余、これについては先ほどいろいろ差があるということなの

ですけれども、現実問題としていじめというのはなくならないと思うのですけれども、そう

いう深いいじめというのがふえているのかどうか、これは問題だと思うのです。それによっ

てもそうですけれども、やはり取り組む姿勢が変わってくるのではないか。これほど全国的

に問題になっている問題に対して、通常のやり方でいいのかと、やっぱり非常に疑問を持つ

わけであります。 

 ですから、その意識、県当局が、教育委員会がどういう意識を持ってこの問題に臨むかと

いうのが非常に問われていると私は思うのです。まず、実際いじめはふえているのか、減っ

ているのか、その傾向と、あとその意思、どういう思いでこの問題に対応していくのか、そ

の辺を聞かせていただきたいと思います。 

 また、教育長がストレスの要因、試験とかそういう学問的についていけないということで

すけれども、私個人の意見ではあるのですけれども、私はうつの子供たちの原因で、学業の

不振が一番多いというふうには思えないのです。それよりもむしろ人間関係だったり、学校

の集団の中で孤立していくとか、合わないとか、そういうことがストレスがたまる 大の要

因になっているのではないか、そういうふうに認識していたのですけれども、実際うつとか

ストレスで申し出た子供たちの原因調査というのはきちんとやっているものなのでしょう

か。以上です。 

○田村学校教育室特命参事 いじめの傾向ということにつきましては、平成 17 年度の 69

件、これまで経年を追ってみますと、平成 13 年度から次第に件数は少なくなってきている

傾向にはございました。ただ、平成 18 年度に社会問題化したということで、当県におきま

して実態調査をもう一度するということで、件数が 1,800 件余ということになっておりま

す。平成 18 年度の状況については、まだ言及する状況ではございませんが、文部科学省の

いじめの定義が平成 18 年度に見直しをされたと、従来あった三つの要件、これが完全に削

除されたということから考えまして、あるいは児童生徒のほうに立った形でいじめを把握

するというふうな定義の見直しそのものから考えまして、件数そのものは増加する傾向に

あるのだろうと思っております。 

 特にも 近は外形的にいじめとわかるものだけではございませんでして、例えばメール

とかインターネットを使ったような、そういったネットいじめのようなものも新たに出て



きてございます。こういったものにつきましては、なかなか把握をするということが非常に

困難な状況もございますので、いじめということは絶対に許されないのだと、かつまたそう

いったネット等を介して第三者に対して誹謗中傷、あるいは暴言をネット上に記述すると

いうことも同じくいじめに相当すると、人間として卑劣なことであるということを今まで

以上に児童生徒に理解させると。教育現場としてきちんと教えるという対応をとらせてい

ただいております。 

 また、自分たちが解決できない問題も当然いじめの中にはございますので、そういった場

合には学校が、先ほど教育長が申し上げましたとおり、教員が個人で当たるのではなく、養

護教諭とかスクールカウンセラー、あるいは相談員、こういった者でチームを組んでその対

応に当たると。また、ネットいじめのようなものにつきましては、県警サイバー犯罪対策室

のような、そういった専門機関の協力も仰ぎながら、当該生徒の立ち直りを支援していくと。

また、いじめについて、ＰＴＡ初め各家庭の理解も得ていくと、こういう形で対応をさせて

いただきたいと思っております。 

○相澤教育長 補足をさせていただきたいと思います。まず一つは、県教育委としていじめ

の問題にどう取り組んでいくか、決意といいますか、その点につきましては市町村教育委員

会に対してもはっきり私どもの考え方を明確に伝えてきているつもりでありますが、この

点について私の方でもまた責任を持ってしっかりやってまいりたいと思っています。 

 それから、原因の問題についてお話があったのでございますけれども、若干補足をさせて

いただきますと、私もいろいろ専門家からお話を聞いたり、現場の先生からもお話を聞いた

りしているのでありますが、子供たちに大きくストレスがかかりやすくなっている今の状

況というのはあるだろうと、それはいじめる側、いじめるというような問題行動をさせるよ

うな背景といったようなこと、あるいは不登校、あるいは学校内での暴力といったようなこ

とも含めてでありますが、やはり何らかの子供たちの問題行動にストレスといったものが

かかわってくると、そういう背景があるので、そういうものをしっかり受けとめるような、

一人一人の子供たちをしっかり受けとめるような学校のあり方といったものが重要だろう

というふうに思います。 

 そういう中で、特に今お話があった人間関係といったような点についても、私も専門家か

らお話を聞いていますし、現場からの話を聞いているのですが、学級経営の中で子供たちの

人間関係といったものをしっかり先生が見ていろんなことを考えていかないと、子供の間

で非常にトラブルが起きやすくなるといったことがあるわけでありまして、その点はやは

り大きな原因になっていることは、私も間違いないと認識しております。 

○喜多正敏委員 いじめに対するいろいろな手当てはそのとおりでよろしいかと思います

が、一言、ネットについては削除するのは難しいというお話ではありました。それは、関係

機関と相談をしながらでありますけれども、そのホームページの開設者に、もうかれば何で

もいいのだと、とにかく注目を浴びればいいのだというふうな営業姿勢ではないことが求

められるわけでありまして、先ほどのような状況になるとは思いますけれども、そうしたと



ころに、根源的なところに、まず書かれた本人が一番辛いわけですから、そうしたところに

も教育委員会なり学校から、そういったものについて削除するようにとか、適切な管理をす

るように、やっぱりうまずたゆまず要請していく行動が必要だろうと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。以上です。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありま

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 

 次に、議案第 25 号岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。当

局から提案理由の説明を求めます。 

○鷹觜高校改革担当課長 議案第 25 号岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例につい

て御説明申し上げます。条例案は議案その２の 69 ページから 73 ページにございますが、

お手元にお配りしております条例案要綱により説明させていただきたいと思います。 

 第１、改正の趣旨でございますが、今回の改正は県立学校の設置及び廃止並びに県立高等

学校の学科の設置及び廃止をしようとするものであります。 

 次に、第２、条例案の内容について御説明申し上げます。１、県立高等学校の設置につき

ましては県立高等学校新整備計画後期計画に基づき、平成 20 年度に計画しておりました統

合を行うものであります。まず、表の上から、高田高校につきましては現在の高田高校の普

通科と広田水産高校の水産技術科を統合し、新しい高田高校を設置いたします。新しい高田

高校には普通科と海洋システム科を設置し、２学科５学級の学校といたしますが、広田水産

高校の在校生が高田高校の校舎に移り、現在の高田高校在校生とともに在籍することとし

ており、現在の高田高校に設置している情報処理科、広田水産高校に設置している水産技術

科及び家政科を在校生が卒業するまで設置することとなりますので、２年間は５学科体制

となります。 

 次に、大船渡東高校ですが、現在の大船渡農業高校、大船渡工業高校、高田高校の情報処

理科、広田水産高校の家政科を統合して設置いたします。大船渡東高校は、農芸科学科、機

械科、電気電子科、情報処理科、食物文化科の５学科５学級の学校とするものでありますが、

現在の大船渡農業高校に設置している食物科及び大船渡工業高校に設置している建設工学

科についても、在校生が卒業するまでの間は設置することとなりますので、２年間は７学科



体制となります。 

 次に、釜石高校ですが、現在の釜石南高校と釜石北高校を統合し、普通科、理数科５学級、

定時制普通科１学級の学校とするものであります。校舎は釜石南高校の校舎を活用し、新校

を設置するに当たり、釜石北高校の在校生、３年生が移動する予定となっております。 

 次に、２、県立高等学校の区分の設置についてですが、浄法寺高校を福岡高校の分校とし、

浄法寺校として設置するものであります。浄法寺高校は県立高等学校新整備計画後期計画

における２学級規模の学校の基準に該当したことから、統合するか、分校とするか検討した

結果、地域の意向を踏まえ、当面分校として存続させるものであります。なお、それに伴い

福岡高校を本校と位置づけることとなります。 

 次に、３、県立高等学校の廃止については、ただいま説明しました統合及び分校の設置に

より、それぞれの高校を廃止するものであります。なお、藤沢高校は平成 18 年度に千厩高

校と統合して募集を停止しておりますので、今年度末をもって在校生が卒業することから

廃止するものであります。 

 次に、４、県立高等学校の学科の設置について説明いたします。初めに、盛岡農業高校に

ついてですが、同校の学科の変遷、現行学科と新学科の対比資料をお配りいたしております

ので、御参照願いたいと思います。まず、全国的な状況についてお話ししますと、我が国の

農業は昭和の終わりごろからバイオテクノロジー技術の普及と技術革新等が進み、大きく

変化してまいりました。さらに、生徒のニーズが多様化してきたこともあり、これらに対応

するため、全国各地でさまざまな学科が設置されてきました。また、国では平成 10 年度の

学習指導要領改訂により、従来設置しておりました標準的学科名を廃止したこともあり、こ

のことを契機として全国においては岡山県の人間科学科、食物科学科を初め、生命科学科、

食とみどり科、環境科学科、アグリサイエンス科、生活コーディネート科など、多様な名称

の学科が設置されてきているところであります。 

 そこで、盛岡農業高校の学科の変遷という資料を御覧いただきたいと思います。盛岡農業

高校は戦後から農業科、園芸科、畜産科、林業科を中心といたしまして学科を設置しており

ましたが、少子化の進行による生徒減少や、生徒のニーズの多様化などに対応するため、平

成 14 年度に７学科から６学科へ学科改編したところであります。今般さらにその６学科を

見直し、植物科学科、環境科学科、動物科学科、食品科学科、人間科学科の５学科体制とす

るものであります。食品科学科以外は新たな学科名となることから、条例案要綱に記載して

いる四つの学科を新たに設置することとなります。 

 新しい学科の内容につきましては、現行学科と新学科の対比の資料を御覧いただきたい

のですが、左側に現行学科の学習内容、右側に新学科の学習内容を対比させるように記載し

ております。まず、植物科学科は水稲、野菜などの作物から園芸全般の植物に関する学習内

容です。動物科学科は畜産、飼育、飼養技術や動物バイオ技術などに関する学習内容、人間

科学科は農業、家庭、福祉を通じた人間の成長発達に関することなどを学習内容に、環境科

学科はバイテクの知識、技術や環境保全、森林や緑地環境に関する学習内容に、食品科学科



は現行をベースに、農畜産物の加工や調理、栄養に関する学習内容とするものであります。 

 なお、この学科の見直しは、少子化による生徒減少に対応して魅力ある学科に構成しよう

とするもので、さらには本県の農業教育の中心校として、時代に対応した農業の各領域を網

羅する学習内容にしようとするものであります。 

 次に、条例案要綱に戻りまして、盛岡工業高校についてですが、建築科とデザイン科を統

合して、新たに建築・デザイン科を設置するものであります。新たに設置する建築・デザイ

ン科では、建築コースとデザインコースを設置することで旧学科の専門性を確保するとと

もに、生徒の希望による進路選択を可能とすることとしており、この学科の見直しについて

も少子化による生徒減少に対応した学科構成とするとともに、生徒の進路希望の動向や就

業構造の変化を踏まえた学習内容にしようとするものであります。 

 なお、建築・デザイン科につきましては、当初、公表時には建築科としておりましたが、

さきの閉会中の常任委員会において議論され、再検討することとしておりました。学校との

調整を行いながら、デザインという名称を含めることとし、狭い意味での建築のデザインを

学ぶ科と誤解されないよう、建築とデザインの間に中点を入れることで表記するものとし

たものであります。 

 次に、５、県立高等学校の学科の廃止でありますが、黒沢尻工業高校の工業化学科、大東

高校の商業科及び情報処理科、宮古工業高校の電気科、電子機械科、設備工業科については、

平成 18 年度の学科改編により募集を停止しており、今年度末をもってこれらの学科に在籍

する生徒がすべて卒業することから廃止するものであります。 

 次に、６、県立特別支援学校の設置及び７、県立特別支援学校の廃止でありますが、県立

特別支援学校の再編整備計画に基づき、平成 20 年度に計画しております統合を行うもので

あります。現在一関地区には、一関聾、一関養護という二つの特別支援学校が設置されてお

りますが、それぞれが聴覚障害、病弱という限られた障害の種類に限定された学校であるた

め、知的障害のある児童生徒については奥州地区の前沢養護学校に就学してもらわなけれ

ばならないという状況が続いております。このため、一関地区では特別支援学校の対象児の

うち、地域内の学校に就学できる者が３割程度にとどまる一方、80 名を超える子供が前沢

養護に就学し、同校の教室不足の一因となっておりました。こうした状況を改善するため、

このたびの学校教育法の一部改正によって、特別支援学校を複数の障害種に応じる学校に

変換することが可能になったことを受け、一関地区については現在の二つの学校を統合し、

同時に聴覚障害、病弱のほか、知的障害及び肢体不自由のある児童生徒を受け入れる総合的

な特別支援学校に転換することとしたものであります。 

 なお、統合後の学校名につきましては、一関聾、一関養護の両校による両校合同統合推進

委員会おいて原案を検討した結果、学校の設置位置、学校の理念を盛り込み、一関清明支援

学校とするものであります。 

 後に、８、施行期日でありますが、これらの改正は平成 20 年４月１日から施行するこ

とといたします。 



 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○亀卦川富夫委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○斉藤信委員 私は、８月７日でしたか、この委員会に初めて学科改編の計画が出されたと

きにさまざまな問題を指摘しました。特に盛岡農業高校の学科改編、わずか５年前に全面的

に学科を変えたにもかかわらず、また一つの学科を除いて学科を全面的に名称を変えなけ

ればならないというのは、これは本当に異常なことだと。ここの学習内容の変遷というのも

出ているのですけれども、いずれにしてもわずか５年しかもたないような学科というのは

いかがなものかと。今の説明の中に、文科省が標準的学科を廃止したからさまざまな学科が

出ているのだと。おかしい話なのです。本来学ぶべき基本的内容というのは、大枠変わらな

いわけだから、私はそういう点でいけば、やっぱり必然性と合理性、発展性のある学科とい

うものを、場当たり的でなく、きちんと据える必要があると。特に農業高校の場合ですと県

内に三つありますよね、盛岡、花巻、水沢と。その中でも盛岡農業は県内の農業高校の中心

的な存在ですから、盛岡農業高校がどういう形で学科を編成するのかというのは、私はこれ

は花巻や水沢にも影響してくるのだと思います。そういう半分以上は普遍性がなくてはな

らないというふうに思います。その点でいろいろるる説明されましたが、こういうやり方と

いうのは私はやるべきではないと。今までの学科改編は農業高校に限らず、３年過ぎたら変

わったとかたくさんありますよ、国際科とか観光科とか。本当にそういうことを、直接的な

要因は学級減、学科減、しかしそのときに知恵を発揮して、基本的な学科というのはやっぱ

り基本的には継承されるということをぜひ考えていただきたい。これがまず一つです。 

 それと、今回の条例案には出てこない、なかなか条例の出し方が難しいのです。来年から

募集停止しても、在校生が残っていれば条例には出てこないのです。それで、前回も議論に

なった宮古の川井校、伊藤勢至委員も厳しい意見を出しましたけれども、私も川井村の教育

長さんにも会ってきました。川井校を訪ねて副校長さんにも会ってきました。分校ルールで

来年度募集停止だと言うのだけれども、ちょっと読み方が違うのではないかというふうに

思います。というのは、分校ルールはどうなっているかといいますと、こうなっているわけ

です。新整備計画後期計画の７ページなのですけれども、一番肝心なところだけ読みますけ

れども、分校については入学者が募集定員の半数を下回る状況、または当該分校に進学した

者のうち分校所在地の中学校からの進学者の割合が半数以下となる状況が２年続いた場合

は、原則として翌年度から募集停止だと。川井校は 26 人入学しているのですよね、募集定

員の半数を割っていないのですよ。なのに、なぜこれが募集停止になるのか。これが一つで

す。 

 もう一つは、当該分校に進学した者のうち、分校所在地の中学校からの進学者の割合が半

数以下。実は、１次試験ではたしか合格者 21 名で、地元 11 名なのです。２次募集で 26 名

になって半分以下になった。私は、２次募集というのはあるのでしょうけれども、１次試験

では半分以上をクリアしたのです。川井中学校、川井村も大変危機感を感じて、地元の高校



を守ろうという形でことしの進学者は多かった。そして、今回の８月７日に発表された来年

度募集停止に対して、地元のＰＴＡ、同窓会は、わずか２週間で 5,659 人の署名を集めて存

続を求めたと。川井村は 3,400 人ですよ、人口が。本当にそういう分校ルールの厳格な解釈

からいっても、そして地元の熱意からいっても、川井校というのは来年度募集停止すべきで

ないと、こういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○鷹觜高校改革担当課長 初に、盛岡農業高校の学科改編についての御意見でございま

すけれども、確かに普遍的な部分は学習内容の中には当然あるものと、委員の御指摘、その

とおりだと思います。ただ、先ほども説明申し上げましたが、いろんな農業を取り巻く環境

の変化とか、それから先ほども話をしましたが、生徒のニーズの多様化、それから生徒の減

少というふうな部分で、どうしても普通高校であれば１学級減という形で済ませられるわ

けでございますけれども、専門高校の場合はどうしても学科改編等を伴うというふうなと

ころでございます。 

 それで、昨年の秋以降、前回も御説明しましたけれども、平成 20 年度と 21 年度で盛岡地

区の中学校の卒業生が８クラス分程度、２年間で減っていくというふうな状況がございま

すので、その辺のところからどういう形で２年間でクラスの調整をしていくかというふう

なことから、先行して盛岡農業高校にはお願いするという形になった経緯がございます。 

 したがいまして、確かに普遍的な部分もあることはあるのですが、それと付随しまして、

いろんな科学的な部分もある程度組み入れた内容にしていかないと、なかなか生徒が集ま

ってこないという実態もございまして、その中で昨年の秋以降、学校で中心になって延べ 13

回程度いろんな会議を開いて、それで一応の原案をつくってきたという状況があるようで

ございます。全体の会議が 13 回ということですから、多分その３倍ぐらいは学科内の会議

とか、打ち合せとかいろんなことをやりながら、生徒の実態を踏まえながら、実情を踏まえ

ながら、いろいろ考えてきたものであると認識しております。 

 したがいまして、普遍的な中身につきましては、確かに学科名そのものは変わっておりま

すけれども、きちんと学習内容の中に位置づけている部分がございますので、何とかこのよ

うな形で学科改編を進めさせていただきたいというのが１点でございます。 

 それから、２点目、川井校の問題でございますけれども、定員の半数以下というふうなこ

とでとらえているものでございまして、いわゆる入学者は 40 人定員に対して 26 名でござ

います。その半分という形、26 名のうちの半分以上が地元出身者でなければならないとい

うふうなルールでございまして、そのことについてはるる地元にも説明を何度もしてきた

ところでございます。 

 それから、先ほどいわゆる一般入試、１次試験のところで 20 名中 11 名ということでク

リアしたのではないかというお話でございます。私も川井村の教育長さんからはそのお話

を何回かされておりますけれども、ルールにつきましては入学者という取り扱いでござい

ます。ですから、現在の入学システムからいいますと、推薦入学も一つございます。それか

ら、一般入試もございます。それから、先ほど斉藤委員がおっしゃった再募集という形のも



のもございます。それらも含めて、入学者の半数以上がというふうな形になる。全体の半数

以上が地元という解釈になっていくものでございますので、その辺につきましてはあくま

でも入学した時点の数ということで考えてきたルールでございます。以上、簡単ですが、説

明を終わります。 

○斉藤信委員 私、分校ルールを読み上げたのです。いいですか、入学者が募集定員の半数

を下回る状況、これが第１ですよ。またはですよ、または当該分校に進学した者のうち分校

所在地の中学校からの進学者の割合が半数以下ですよね。第１条件はクリアしているでは

ないですか、26 名で。だったら廃校の条件にならないでしょう。またはですよ、または。田

野畑分校は 20 人で存続になっているのですよ。だから、あなた方は拡大解釈をしているの

ですよ。 

 それで、私は二つの問題を指摘したのです。いいですか、募集定員が半数を下回っていな

いと、26 名だったら廃校の条件にならないでしょう。もう一つは、地元が頑張って、１次

募集では 20 名の合格者のうち 11 名を占めたのだと。このことは、確かに書いているのは

進学した者のうちとなっていますよ。しかし、地元が頑張って 11 名の合格者を地元から出

したということは、弾力的に評価すべきなのですよ。 

 実は、この後期計画のはじめにのところに、こう書いているのです。県教育委員会では平

成 21 年度までの間、この後期計画に基づき、地元の意向も踏まえながら、生徒が自主的、

意欲的に学習に取り組み、一人一人がその個性を十分に伸張できるような教育環境の整備

を行っていくと。地元の意向を踏まえながら後期計画というのはやられるので、しゃくし定

規にやられるべきものではないのだと。だから、さっき言ったでしょう、5,600 人を超える、

地元の人口を大幅に超えるような方々が、わずか２週間ですよ、あの広大な川井村で２週間

でこれだけの署名と、私は本当に驚きました。１軒１軒回る、地元だけでなく、バス通学し

ている子供たちも大変行儀がいいので、 近になく川井校の子供たちはあいさつもすると

いうので、バス関係の人たちもこの署名に協力をしたのだと、こういう話も私地元で聞いて

きましたが、この分校ルールも原則として翌年度から募集停止、統合なのですよ。原則なの

ですよ。原則というのは機械的ではないのです。 

 私は、せっかく地元がこれだけ頑張って、地元からの進学者もふやした。そして、守れと

いう、こういう熱い熱意があるときに、拡大解釈して機械的に廃校などということはあって

はならない。さっき 5,600 名の署名や地元の熱意のことについては答えなかったし、厳密に

答えてください。 

○藤原学校企画担当課長 平成 17 年７月 19 日の後期計画の策定に当たりましたので、私

のほうからお話し申し上げたいと存じます。平成 17 年の４月から新しい体制になったわけ

ですが、その前の段階の調整案、後期計画調整案が御理解をいただけなかった。それで、各

地区に私と当時の遠藤室長とで手分けをしまして、意見を聞く会ということを開かせてい

ただきまして、十分に意見を伺いました。その中で、分校を初め小規模校に該当の皆様方は、

何年に機械的に統合だという表現では私どもは納得できないと、私どもの存続に向けての



努力の結果、これを見てほしいと、どんどん生徒が減っていくからいつまでも存続してくれ

とは言わない、一人でも存続してくれと、そういう無理なことは言わない。しかしながら、

ある一定のルールを示していただいて、それをクリアできなければ私どももそれについて

はあきらめると、納得するということで、努力の結果を見てほしいと。それで、私どもはそ

ういう御意見を十分に受けとめて、これを持ち帰って再度再調整案という形で示したいと

いうことでございました。 

 それで、一つは、文科省で言っている分校というのは 100 名を超えるということが大前提

でございます。しかしながら、広大な県土を持っている本県におきましては、まず現在 40

人定員の半分、20 名は少なくとも超えていただきたいと、これは一つでございます。ある

いはまた、20 名以上の生徒のうち、地元に学校がなければ子供の進学ができないと、地元

にぜひ必要だというのであれば、そのうちの半数以上は地元の方が占めていただくという

ことでどうだろうかと提案させていただきました。しかも、ただ１年間だけその条件を下回

ったということで直ちに募集停止ではなくて、２年連続して起こった場合には、これはとい

うことで、努力の成果を十分に発揮していただけるような条件をつけさせていただいたと。

しかも、そのときに通学手段のこともございましたので、通学手段の確保等にも努めると、

このようにさせていただいたところでございます。そして、７月 19 日に成案として発表さ

せていただき、県議の皆様にも御審議をいただき、一定の御理解を得て、それに基づいて進

んできているものと、このように理解しているところでございます。 

 また、先ほどのまたはという解釈ですけれども、数学的にＡまたはＢという場合には、Ａ

かＢかどちらかの条件がかかった場合にはということでございますので、26 名というのは

初のＡの条件はクリアいたしましたが、そのうち半数を超えていただくという後半の条

件を満たさなかったということでございますので、この場合には片方がではなくて、または

という場合にはそういう解釈でございます。これは決して拡大解釈ということではござい

ません。 

○斉藤信委員 それは教育委員会が勝手に解釈しているので、私は半数を超えたら募集停

止の対象にならないと思いますよ。定員の半数は超えているわけだからね。二つの条件であ

れば、さらにとかでしょう。国語の問題でしょう。またはというのはＡもしくはＢでしょう

が。おかしいですよ。国語の先生ではないから。ＡまたはＢ、ＡｏｒＢでしょう。Ａさらに

Ｂではないでしょう。 

 やっぱり 26 名入学したということは、定員の半分は確保しているわけだから、定員の半

分を確保している分校を廃止することにはならないと思うし、この基準というのはどこに

も書いているけれども、原則としてなのですよ。そして、私は前文で言っているように、こ

の後期計画は地元の意向も踏まえながら教育環境の整備を行うという、この考え方がある

わけですよ。そして、5,600 名を超えるような地元の熱意もあると。こういうときに、今言

ったようなしゃくし定規で、解釈はこうなのだという形で廃校を強行すべきではないと私

は言っているのですよ。この計画というのはそういうものではないでしょうか。せっかく地



元が本当に頑張ってことし 11 名の入学者を出したというのは、署名とあわせて正しく評価

して、あと１年、２年見守ると、この努力が継続されるものかどうか。そのぐらいの度量が

あって当然ではないでしょうか。 

 教育の問題というのはしゃくし定規でやるべき課題ではない。そして、学校というのは、

その地域の文化の拠点なのですよ。今県北・沿岸振興をやっているけれども、その地域に学

校がなくなる、医療がなくなるということが一番地域崩壊の直接的要因になるのですよ。だ

から、県立だけれども、やっぱり地元にとって、本当になくしてはならない、そういうもの

はもっと弾力的に、未来永劫とは言いません、やっぱり弾力的に地元の合意を踏まえて進め

るということは、教育長さん、考える必要があるのではないですか。この後期計画というの

は、精神はそういうふうにきちんと示した。しかし、その基準というのは、我々とあなた方

で解釈が違うようなものになってはならない。やっぱりみんなが理解して、そして原則的と、

柔軟に進めるべきではないのかと。いかがでしょうか。 

○藤原学校企画担当課長 平成 18 年、19 年、これが２年ルールでございまして、平成 18

年の入学生は全部で 14 名と、これは 20 名を下回っていますので、 初のほうのルールに

抵触するということになります。うち地元出身者が３名ということでございますので、これ

も 14 のうちの３ですので、半数いっていないということで、両方、ＡもＢも該当するとい

うことで、これは明らかに両方、満たしてしまった。今年度は 26 名の入学者でございます。

そのうち地元が 11 名ということで、 初のほうのルールはクリアしておりますけれども、

後ろのほうが 11 名ということで、半数に達していないということでございます。 

 それから、十分に議論ということでございますけれども、ルールを策定するまでの間、こ

れについては十分議論をさせていただいて、意見を十分聞きました。そして、その上でルー

ルをつくらせていただいたということでございます。弾力的な運用につきましても、ルール

の中に弾力的なものは十分に盛り込ませていただいたということでございます。そして、そ

のルールに基づいて、この期においては粛々と進めていくというのが基本だろうと、このよ

うに考えているところでございます。 

○相澤教育長 今ルールにつきましては、学校企画担当課長から御説明を申し上げたとお

りでありますが、私のほうから補足させていただきたい点は、このルール、るる申し上げた

とおりでございまして、今回の後期計画を策定するに当たって、このルールでいきましょう

という県内の合意を得て適用していくと、こういうことでありまして、県内で申し上げます

と遠野高校の情報ビジネス校、久慈高校の山形校も同一のルールに従って、それぞれ分校の

募集停止を行うと、こういった形をとっております。したがいまして、このルールはひとし

く適用したいと、こういうことでありますので、いわば行政の公平性といいますか、そうい

う視点で、信頼を失うことのないように対応してまいりたいと考えてございます。 

 もう一つ、説明責任でありますけれども、私ども今年度だけで 10 回以上に及んで現地の

方々と何らかの形で話し合いを持ってきております。十分説明責任は果たしてきていると

考えておりますが、なおかつしっかりその点については私の方で責任を持って対応してま



いりたいと考えております。 

 また、３点目でありますが、地域振興のお話もございました。ぜひそういう問題について

は、これからいろいろな意味で県北・沿岸振興を図っていくと、こういう視点で、地域のこ

とについて、さまざまな目配りをしていくといったことについては、この問題とはまた別途

にいろんな形で取り組んでまいりたいと考えておりますので、以上申し上げて御理解を賜

りたいというふうに思います。 

○佐々木大和委員 私からも、その件について話をさせていただきます。解釈の仕方は、実

は斉藤委員が言ったとおりで、私もそうなのかなと実際そう思っていましたが、26 名でも

う十分クリアしているのではないかと思ったのですが、これまでそういう適用をしてきた

ということであれば、やはりそこには一つのこの流れをもっとしっかり説明してもらいた

い。多分、文章を聞けば、今の話のとおり通ってしまう。また、当然だと思っていました。 

 それから、ことしの 26 名、地元のほうで一生懸命言っていることはその点ですね。26 名

になった。 初は 21 名ですか。 

○斉藤信委員 20 名。 

○佐々木大和委員 20 名で 11 名が村の出身者と。再募集をした際に、そこからふえた６名

が結局、村の努力の限界を超しているのですね、基本的に。それは、あり得ないところから、

もうあとは入る人いないのだから、そういう努力を 大限したというところは、やはり教育

委員会でも一定の評価をすべきではないか。それは、やっぱり地域の本当の希望がそこにか

けての努力だったろうと思うのです。そういうことで、先般、伊藤委員も言ったような、み

んなの支援も出てきたということだろうと思うのですが、地元の努力の限界を超えた分を

再募集というところで評価されては、もうこれは川井地区の住民が幾ら頑張っても出てこ

ないことだから、編入させて入れる以外にないということですから、そこの評価の仕方は間

違っているのではないかと。そこをみんな言っていますから、そういう意味では地域の意向

というところは十分再検討してもらったほうがいいのではないかと、そう思いますけれど

も。 

 そして、やはり宮古を含め沿岸地区には私立高校というのはないですし、選択肢がないの

です。そういう中で、この基準は、やはりそういう地域の努力の結果を一定の評価をしない

と。これは、盛岡でやるときに、こういう方法でやってはだめなわけでしょうけれども、地

域の事情を勘案するということになれば、これはやっぱりあのエリアで、宮古、下閉伊のエ

リアは、田野畑は今回クリアしたようですが、もう既に小川高校は消えています。昔、小本

も消えましたが、そういうことで分校が全部消えていますので、そういう環境などを考える

と、今回の川井での大変な努力を見ていけば、もうあれは地域の限界までの努力をした成果

が上がっているのだから、当然の評価をすべきだと私は思っていますけれども、教育長さん、

その辺での再検討の余地はないのでしょうか。 

○相澤教育長 まず、ルールについてでありますけれども、もう一度申し上げたいと思いま

すが、先ほど課長のほうから申し上げたとおり、川井に関しましては平成 18 年度では 14 名



入学して地元が３名、平成 19 年度は 26 名入学して地元が 11 名、いずれも２分の１を下回

っていると、こういうことであります。ほかの例で申し上げますと、遠野高校の情報ビジネ

ス校は平成 18 年度 38 名入学して地元が 10 名、平成 19 年度は 36 名入学して地元が 13 名、

いずれも２分の１を下回っている。久慈高校の山形校でありますが、平成 18 年度は 30 名

入学して地元が３名、平成 19 年度は 26 名入学して地元が８名、こういったことでありま

す。そういう意味で、この一つのルールでありますから、ルールをしっかりそのとおり公平

に適用してまいりたいと、こういうふうに考えているのが第１点であります。 

 それから、再募集をした結果ではないのかといったことなのでありますが、まさに地元の

公立高校の役割としまして、定員に満たなかった場合、やはり地域の子供たちの受け皿にな

らなければいけないといった、もっと大きな使命があると思っておりまして、決して地元が

２分の１を下回るように意図をして行ったものではございません。広域の子供たちをしっ

かり救っていこうと、こういう意図で再募集を行った、そういう結果でありますので、その

点についても御理解を賜りたいと思っています。 

○伊藤勢至委員 川井については言わないつもりだったのだけれども、斉藤委員から水を

向けられた以上答えなければならないので、私も佐々木大和委員と一緒にお話をしたいと

思うのですが、あなた方はルール、ルールと言いますけれども、ルール以前に川井村の状況

が変わったということをまず念頭に置いていただきたいのです。この４月の選挙で村長が

かわりました。その前の村長さんは、このルールにのっとって消極的に、まあしようがない

だろうということで多分やってきたと思うのです。だから、今度の村長に敗れたのです。新

しい村長にかわって、川井村は何とか独立独歩で歩もうという中で、この公立高校という部

分がなければいけないということから始まったのがこの議論だと聞いています。 

 そういう中にあって、どんどん子供が減ってくる、減ってきたらば機械的に減らしていく、

それはスクラップだけですよ。スクラップ、スクラップ、スクラップ。それでは全然ビルド

が出てこない。県北、沿岸はますます沈んでいくだけだ、こういうふうに思っていますが、

こういう中で川井の村長さんは、新しい部分のビルドという部分もやや含んでいるように

も聞いていますので、ただ機械的にスクラップ、スクラップではなくて、ビルドの部分があ

ったら、それをぜひ取り上げて頑張ってもらいたいと、このように思うのです。 

 藤原担当課長と言葉遊びをする気はありませんが、ＡとかＢとか、マイナスとマイナスを

掛ければプラスだという議論なのでしょうが、県北、沿岸というのはひたすらマイナスの道

を歩んでいるのですよ。そういう中で、なぜ私が川井に応援をしなければならないかといい

ますと、106 号を走って宮古に行く場合、１時間 50 分ですが、そのうちの１時間は川井村

を走るのです。川井村を通らなければ盛岡にも来られないと、こういうことですよ。 

 ですから、宮古、下閉伊は一つの状況にあります。あるいは田老から来ている子供たちも

あるのです。そういうことを、ただ川井村という部分だけで考えて、スクラップだけをやら

れたのではかなわないという思いがあります。したがいまして、あなた方がルールとおっし

ゃっている、前の川井村の状況が変わって、そして民意も変わったのだと。したがって、そ



こをもう一度聞いていくことから始めるべきだと思うのです。確かにルールは生きている

かもしれません。だけれども、川井村の様相が変わったのです。そこを外してもらっての議

論は片手間の議論だと思いますので、そこの部分からまず始めるべきだと思います。 

 現地に赴いて十何回議論をしました、２人、３人呼んで、あるいは８時から５時までの間

に村民を呼んで議論を何十回やったと言ったって、来るのは同じ人なのですよ。本当の議論

をするのであれば、仕事が終わった６時半、７時に、父兄なりに集まってもらって本当の声

を聞くというのが本当のパブリックコメントになるのだと思いますよ。あなた方は 12 階の

中にいて、手あぐらをかいて、下閉伊あるいは川井村というところを見ているからそういう

議論になるのです。まず、藤原担当課長から答弁をしてください。状況が変わったのです。 

○藤原学校企画担当課長 私もこの案をつくるに当たって、各地区、自分で運転して歩かせ

てもらいました。川井地区につきましても遠野のほうから小国地区を通って、そしてどうい

うふうな距離で、どこに郵便局があり、どこに小学校があり、そういう位置関係もずっと見

ながら進みました。また、車に乗せていただくときも、私は常に助手席に乗って、そういう

位置関係を、自分で運転しないときも確認をしながら進んでまいりました。 

 また、体制が変わりましたけれども、前教育長さんにも大変御支持いただいておりまして、

御支持というのは私が前におつき合いもございました関係から、この件につきまして、この

ルール、またはの件についても、こういう場合とこういう場合で、これでいかがでしょうか

ということで御説明申し上げたところ、わかったということで、そういう意味で御理解をい

ただいたものと、このようにとらえてございます。先ほど来申しましたとおり、議論を十分

に尽くし、そしてルールというものをつくらせていただいたと。そして、県議会でも一定の

御理解をいただき、またその後、地元、各地区、県全体からも、特段このルールが厳しい、

けしからんというふうな声は上がってこなかったものと、このようにとらえているもので

あります。ですから、この後期計画、あと数年残ってございますけれども、この案に従いま

して平成 21 年までは進むものというふうに考えております。 

○伊藤勢至委員 だめだ、そんなのでは。そんな答弁を期待して言ったのではありません。

私の質問に答えていません、あなたは。天下が変わったのです。要件が変わったのです。そ

れについて答えなさい。 

○藤原学校企画担当課長 地域の体制が変わったということは存じてございます。しかし

ながら、この県立高等学校新整備計画後期計画につきましては、全県を網羅しての計画でご

ざいます。地域、地域の状況につきましては、交通支援等々、個々の対応はあろうかと存じ

ますけれども、大きな流れにつきましてはこの計画のとおり進めるのが基本と存じます。 

○相澤教育長 今いろいろ御指摘がございまして、本会議でも知事から高校再編について

御答弁を申し上げているところでございますけれども、その趣旨の中で、現在の高校再編と

いったものをどういうふうにとらえているかということだったのでありますが、地域によ

っては地域の若者を育てる県立学校がなくなることは、過疎化や地域の衰退に拍車がかか

るのではないかと、こういった将来の不安を地域社会にもたらしていることも事実という



ふうに認識をしていると、こういうふうに申し上げました。そういう中で、ただ現計画につ

いては、しっかりその計画に沿って進めさせていただきたいと、こう申し上げたところでご

ざいます。同時に、次の計画について、またこういうことをしっかり地域振興の視点も踏ま

えて考えてまいりたいと、こう申し上げたところでもございます。 

 地元の方、地元の村長さんを含めて、また提案があることも存じ上げております。そうい

うことについても私どもは真摯に検討させていただきたいというふうに思います。そうい

うことも含めて、決して委員から御指摘があったことをわからないでこういうことを進め

ようとしているのではないといったことも、ぜひ申し上げさせていただきたいと、こういう

ふうに思います。 

○伊藤勢至委員 この件については、別にここだけの議論だけではないと思いますが、ただ

いずれ決めたルールだからルールにのっとってという部分と、しかしいろんな状況が変わ

ってきているということも加味をした中でやっていかなければ、同じ県民でありますけれ

ども、方向性を違って持った方々の意見というのも拾っていくべきだと思うので、ここで私

は絶対反対ということで、存続をしていただきたい。遠野も山形も、これは合併をした結果

です。ところが、川井村はまだひとり立ちをして何とか一人で頑張ろうというところですよ

ね。そういうところもあわせて考えていただきたいということで、ぜひ検討をしていただき

たいと思いますし、私は議員生命をかけてこれに反対していきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、ついでに一つ伺いますが、この学校設置条例云々の中に、岩手県立広田水産高

校を廃止するということが出てまいりまして、これが始まりますと水産という名をいただ

いた水産高校というのは県立宮古水産高校しかなくなってしまうのではないか、こういう

ふうに思っております。そういう中で、広田水産の水産技術、あるいは海洋システムに名を

変えて、そして生徒がいなくなったらやめていくと、こういうことですね。海洋システム科

というと大変聞こえがいい名前なのですが、実際何をどうやって地域の水産、あるいは漁業

振興にこたえていこうとするのか。 

 それから、鷹觜担当課長、さっきあなたは生徒のニーズに合わせてと言ったように聞きま

したが、それは間違っていると思いますよ。社会のニーズに合わせて高校生を送り出してや

る、そういう点にあろうと思いますので、あくまでも高校生、生徒のニーズではなくて、社

会のニーズに合わせるのだと思うのですよ。そういうところも踏まえて、水産技術科あるい

は海洋システム科、多分これがそのうち宮古水産高校にもはまってくる時代が来るのかな

と思っていまして、その辺についてお伺いをしたいと思います。 

○鷹觜高校改革担当課長 広田水産高校の現在の水産技術科でございますけれども、内容

としては海洋科学コースと食品科学コースの二つに分かれた形で展開しております。海洋

科学コースは栽培漁業を中心に、小型船舶操縦とかスキューバダイビングなど、水産、海洋

に関する幅広い知識と技術について学習しております。それから、食品科学コースにおきま

しては、水産物を中心に農産物等も含めた総合的な食品の加工、流通に関する知識と技術に



ついても学習するという形で現在実施しているところでございます。 

 それから、来年度高田高校の中に設置いたします海洋システム科でございますけれども、

水産、海洋に関する分野について、水産資源の生産から加工、流通、消費に至る過程につい

てトータルで学習するということ、それから海洋環境及びスキューバダイビングやレジャ

ーボートの操縦など、海洋スポーツについても学習していくということで、特徴といたしま

しては学校設定科目ということで、海洋スポーツ、それから商品デザインという科目も設け

ていくという予定になっております。 

 それから、先ほど伊藤委員のほうから御指摘ありましたように、生徒のニーズばかり見て

いるのではないかという御指摘でございますが、確かにその面も大切な部分であるかと思

いますけれども、昨日知事もお話ししておりますように、やっぱり産業振興とか地域の振興

というふうなものも当然重要な部分でございますので、それを無視した形でやるというこ

とはございませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。以上です。 

○伊藤勢至委員 宮古水産高校のＯＢは、設立後 110 年たっていますので、国内外で水産漁

業関係で活躍をしているわけですが、これからの視点は、つまり前浜で養殖のものを収穫を

したとか、そういうことをするための船舶勉強であるとか、そういうことも必要だと思いま

すが、そういう中で起業家を岩手県に育てていくという視点が絶対に必要だと思っていま

す。つまり企業の一つのこまになって働く部署ではなくて、リーダーシップをとって業を起

こしていく、そういう子供たちを養成していく視点が必要なのだと思います。そういう中で、

流通という部分に視点を置いた教育というものがなければ、高校を終わって大会社の本当

の若手の 前線の一番額に汗して働く部分に行きましても、そこから行く子もあるのです

けれども、今や世界的な物流という部分については今までにない流れが起きているわけで

して、終局のところ、岩手県の漁家の、あるいは水産業の所得が上がらないというのは、流

通という部分をずっと忘れてきているからだというふうに思っております。その根本には、

漁獲物、それを漁協に預ければいいのだと、それで漁業が終わりだと、あるいは農産物を農

協に預ければ終わりだと、そういう長年の習い性があって、そこで漁業が終わってしまって

いる。したがって、付加価値を高めて高く売ろうという努力をしないままきてしまった。素

材そのものはいいのですよ、岩手県は。ところが、それに付加価値をつけて高く売る努力、

ここの部分が高校教育の中からあっていいものだと思っていまして、そういう視点を今か

らぜひ盛り込んでいただいて、恐らく宮古水産高校の名前もどうなるかわかりませんが、そ

ういったものを残していただきたいという要望も出てくるでありましょうし、名前だけで

はなくて、中身としてそういうものを育ててもらいたいという視点が絶対出てくるものだ

と思っています。これは県北・沿岸振興の大きな点でもあろうと思いますので、今ここでど

うのこうのという話ではありませんが、何年か先のことかもしれませんが、そういう視点を

ぜひお持ちいただいて、研究をしていただきたい。お願いをしておきたいと思います。 

○斉藤信委員 川井について、もう少し立ち入って、今後のことも含めてお聞きをしたい。 

 私は、ルールを無視するつもりはないけれども、ルールというのは、ここにも書いてある



ように原則なのです。そして、この後期計画というのは前文に書いているように、地域住民

の理解を得て進めるというのが大前提ですよ。それで、どういう矛盾が起きるかというと、

こういうことなのです。岩泉高校田野畑校が存続されたのは私は評価をしました。20 人な

のですよ、入学者が。16 人地元だったと。川井校も 20 人だったら、さっきお話あったよう

に過半数ルールを超えるのです。だから、田野畑はぎりぎり 20 人という、半分で 16 だった

から。しかし、川井は 初は 20 人だったけれども、再募集で 26 人になったからこのルール

は適用されないというのは、全くの矛盾なのだと思うのですよ。こういう問題は、地元が頑

張って、今まで４人とか何人でした。私は、あの状況が続いたら地元としても存続を求める

のはきつかったと思います、率直に言って。しかし、この１年、中学校も地元も頑張って、

そういう 11 人の入学者を出したと。こういう地元の熱意にこたえなかったら教育ではない

のだと思うのですよ。やっぱり地元と結びついて教育というのはあるのであって、だから

5,600 名の署名というのも、そういう村民、地域住民の方々の思いなのだと思うのです。ル

ールというのは、私は基本的には守らなくてはならない、しかし、それはやっぱり原則的で

あると同時に柔軟に、地元の熱意も踏まえてやられるべきではないのかと。 

 私がなぜ川井の問題を取り上げたかというと、ほかのところでは残念ながら存続運動が

起きなかったということなのですよ。川井がそういう強い思いで頑張ってきたし、取り組ん

できた。そういうことだから今度のこういう取り組みや陳情になったのだと。何でも残せと

いう要求ではないのです。こういう努力を評価してくれと、もう少し様子を見させてくれと、

私はこれは十分に受けとめるべき、教育とは何なのかということが問われる問題であって、

決してルールの公平性を踏み外すものではないということを教育長にお聞きをしたい。 

 そして、この川井は、やっぱり伊藤勢至委員が言うように広大な面積で、今の川井分校に

来るだけでも大変な苦労なのですよ。川井から宮古の定期バスで 40 分かかるのですよ。定

期代２万円ですよ。今川井にあるから小国とか江繋とかタイマグラ、タイマグラは今若い夫

婦が結構住んでいるところなのです。これから中学、高校に入ってくる。私は、そういう新

住民がタイマグラに住み着いて頑張っているときに、そういうことも見ても、地域の人たち

が仕方がないと、残念だという時期ではないのではないか。地域が頑張って残せと言ってい

るときに、田野畑が 20 人で存続、川井は 26 人入ったけれども、廃校というのは、これは公

正なルールとは言えない。やっぱり柔軟に検討すべきだと。そういう熱意、思いにこたえて

こそ地域と結びついた教育が成り立つのではないか。このことについて、教育長に答えてい

ただきたい。 

 もう一つ、実際に今検討委員会もそういうことでつくられていないわけですよね。私は、

これからのスケジュールをお聞きしたいのです。地元もそういうことで残してほしいとず

っと頑張っている。地元の合意がないまま見切り発車というのは、教育行政としてあるべき

姿ではないのだと思うのですね。だから、今後のスケジュールをどういうふうに考えている

か。県議会の議論も踏まえて、皆さんはどういうスケジュールで考えているのか。そのこと

を示していただきたい。 



○相澤教育長 もう少し実際に担当した課長の方から遠野高校や久慈高校の状況について

も申し上げたいと思いますが、やはり遠野や久慈につきましても、私ども何回も足を運ばせ

ていただいて、地元の方々と相当突っ込んだ議論をさせていただいて、いろんな思いも聞か

せていただきましたし、いろんな御意見を承る中で、ただやはり後期計画の中でつくってき

た一つの考え方といったものを守っていきましょうといったことで、同窓会の方々も含め

て非常に辛い思いをされながら、ではやむを得ないのだと、こういう決断をしていただいた

というふうに理解しております。そういう意味では、川井校もそうなのでありますが、遠野

高校の情報ビジネス校や、久慈高校の山形校も全く同じような思いを持って、皆さん非常に

辛い決断をしていただいたと、こういうふうに受けとめておりますので、その点御理解をい

ただきたいと、こういうふうに思います。 

 それから、通学の負担でありますが、この点は、村の方で何らかの対策を考えるというお

考えがあるのであれば、私どももその財源の一部を負担させていただくと、こういう制度が

ございますので、その点はまた村のほうと十分協議をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 またちょっと遠野とか久慈の状況も含めまして、あとスケジュールについては、担当課長

のほうから御説明申し上げます。 

○鷹觜高校改革担当課長 初に、遠野情報ビジネス校、山形校の状況でございますが、私

も何度か足を運びましていろいろと話をしてまいりましたが、同窓会がかなり中心的に、や

はり母校がなくなるというのは大変なことでございますので、そういうことでいろいろと

県内の状況、先ほど言った後期計画のルールの中身等についてるる説明をしながらやって

きたところでございますが、なかなかすぐには納得していただけませんでした。 

 両校とも９月中には統合形態の検討委員会を開いて一応の方向性は出したのですが、そ

の場におきましても両校の同窓会長さん方のほうからは、もう一回考え直せないかという

ことを 後の 後までいろいろとお話をされまして、いずれ２年前にこういう経過でいろ

いろと決めてきた経緯もあって、何とかこれに従ってやることについて御理解いただきた

いということで、 後の 後まで説得にかかってきたところでございます。 

 それからあと、山形校のほうでは同窓会を中心に、やはり川井校さんと同じように署名を

集めて運動をしようかという話も一時出たようでございますけれども、教育委員会、それか

ら学校のほう等といろいろ協議をして、そういう形にはならなかったというのは伺ってお

ります。 

 それから、今後のスケジュールということでございますが、募集停止につきましては学級

数の調整という部分でございまして、教育委員会定例会において規則の改正という形の中

で決定されるものでございます。現在のルールではそういうふうになっております。それは、

今のところ 10 月 15 日に開催する予定にしております。これは、10 月下旬から来年度の募

集要綱を各地区に説明していかなければならないぎりぎりのタイムリミットということで、

そういうことで考えております。なお、そういうふうに仮に決定するとすれば、川井校さん



の統合形態の検討委員会をその後に立ち上げながら、いろいろと検討していくという形に

なろうかと思います。以上でございます。 

○斉藤信委員 10 月 15 日というのは県議会の 中なのですよね。これからも恐らくこれ議

論があるのだと思うのですよね、ここでも議論したけれども。ましてや地元がもちろん理解

をしていないと。さっき私が何度聞いても、遠野とか山形の話、私質問しなかったけれど、

川井の思いにあなた方はどうこたえるかということについて全く答えていないではないで

すか。あっちもこっちも理解してもらったからやるのですと。川井の思いにどうこたえるの

かということが全くありませんよ。これだったら見切り発車ですよ。 

 私は、こういう教育の大変シビアな問題について、分校ルールだって読み方によってはい

ろんな解釈が成り立つものですよ、この文章は。そして、さまざまなケースがある、このル

ールに基づいても。私は田野畑校の話もしたけれども、さまざまなケースがある中で、5,600

名の人たちの叫びに背を向けて、もし 10 月 15 日に一方的に決めてから、あとは地元対策

だというのだったら、教育は成り立たないと思いますよ。そういうことあり得るのですか。

この県議会の 中にそういうことをやるのですか。 

○相澤教育長 15 日の教育委員会議にお諮りをしたいと、規則の改正についてお諮りをし

たいと考えておりますが、その前に私の方から責任を持って地域の方々には十分に御説明

し、理解を得る努力をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。 

○伊藤勢至委員 今遠野の件、それから山形校の件を話されましたけれども、私が 初に言

いましたけれども、平成の大合併が進んで 58 市町村が今 35 までなりました。タイムリミ

ットとして２回目の合併を考えるのであれば、あと２年半ぐらいの猶予があるのだと思う

のですが、新しい首長はせめて２年間ぐらい猶予してくれと、当然川井村としては宮古市に

合併する方向で村内議論を高めてまとめていきたいと、こういう話もされていながら、そこ

までの間、川井村から希望をなくしたくないと、こういうことなのですよ。だから、エンド

レスで存続をしてくれと言っていることではないのですよ。 

 一方、遠野は宮守と合併しましたね。既に合併しているわけです。それから、山形村も合

併しているわけでして、そこは全く条件が違うのです。したがいまして、川井村が仮に宮古

市と合併になるとすれば、当然宮古の方に吸収になっていくのだという思いは持っていな

がら、この２年間川井村として頑張ってきたという思いを胸に秘めながら、合併協議に臨み

たいという思いもあると思うのです。そういうところもそんたくをしていただいて、たかだ

か２年、それでも歴史は八十何年、90 年近くあるのですよね、分校そのものが。そういう

ところを有終の美を飾ってあげるということがあっても、大きな面では決してマイナスに

ならないと思っていますよ。相澤教育長、そういうところも考えて、初めて血の通った教育

ということになるのではないですか。そういう中から、そういうハンディを持ちながらも温

情をかけてもらったという子供たちが、それに報いて一皮も二皮もむけて大きくなってい

ったら、それは岩手県の教育にとって大変いいことになるのではないですか。そういうこと

が私は手づくりの血の通った教育と思うのですよ。いかがでしょうか。 



○相澤教育長 地域の中から、本当に若者を育てる県立の学校が消えていくということは、

地域の方々にとって、ある意味では非常に不安感を呼び起こしますし、非常に辛いものがあ

ると。また、前向きな希望を失っていくような気持ちにもなるといったことは、大変私自身

も地域振興に携わってきた人間として、私自身も非常に痛みとして感じるところがござい

ます。また、思いも非常によくわかるのであります。そのことをしっかり、川井村も含めて

ほかの地域もそうなのでありますが、地域振興に向けて私ども県の立場としてしっかり事

に当たらなければいけないと思っておりますし、またその決意もきょう新たにしたのであ

りますけれども、いろんな意味できょういただいた御意見については、教育委員会議で委員

の方々にも十分私のほうからお伝えもしたいと、こういうふうにも思いますし、また教育委

員会だけではなくて県行政全体の中でしっかり、県北・沿岸地域の振興を含めて取り組んで

いくといったことについても、県の幹部の会議の場等でも私のほうからしっかり知事も含

めて議論をお伝えを申し上げたいと、こういうふうに思っております。 

○佐々木大和委員 今回の再編、分校の問題で今ここまで来ていますが、実際トータルで見

ても生徒の減少というのは現実に起きていますから、そういう意味でこれから小規模校の

問題がどんどん出てきます。そして、今のこの分校がそうですが、現実に各学校、そういう

ところが出てきて、２クラスの高校というのも実際進んでくる段階に来たのだろうと。そう

いうときに、新しい学校のあり方というのが先に見えて、そして廃校になっていっても、そ

の地域で希望を失わないで、おれはこういう方向で行けるのだなというのが見えないと、さ

っき伊藤委員もスクラップだけではだめだと、次のことを出せと、それは今の川井の抵抗の

中にはっきり感じるのですね。そういう地域で、なくなっていくことだけを何とか理解して

くれというだけでは、地元の人たちは絶対に納得しないと思います。この先に、岩手県の高

校教育がこう変わっていくというものが見えて、そうやって初めて納得するのだろうと思

うのだけれども、そこを示さない段階で本当にあそこをゼロにするというのだったら、どこ

までも抵抗していって、本当の教育ができない環境を教育委員会みずからがつくるという

ことにもなりかねないと思うので、ぜひこれは慎重に考えて、学校のあり方も、それこそ私

も前からチャータースクールの話をしていますけれども、株式会社の方法だってあっても

いいし、県立だけではないのです。いろんな形で実業高校なんかやらなければならない時代

がもう来ているわけですから、そういうところを示す中で川井が、村長さんもいろんな提案

をしたいと言っていますし、そういうところを考えながら、次の希望―もしかすると今いる

生徒がもっと提案する機会を持っているのかもしれない。そういう流れの中に、その中に生

活して学校で学んだ生徒が、あるいはそこで本当のいい提言をする、そこにあるかもしれな

い。そういうところを見ながらつくりあげていくというつくり方も教育委員会では当然考

えるべきだと私はそう思っておりますので、ぜひそこを慎重にやって、前向きな方向が見え

た中でこの改定案というのを出してもらいたい。そこをお願いしたいと思います。 

○相澤教育長 本会議で知事がポスト再編計画ということで答弁を申し上げたのでござい

ますけれども、いずれにしても平成 22 年度以降の高校再編に向けては、今までの教育的な



観点だけではなくて、地域振興の視点をしっかり踏まえて次の計画を検討したいと、こう申

し上げたところでございます。現時点でそれを出せとおっしゃられても、実質的にまだその

検討の段階に入っておりませんので申し上げることができないのでありますが、いずれそ

ういうことをしっかり問題意識として受けとめているといったことは改めて申し上げたい

と思いますし、また次期計画の中でそういう観点をしっかり生かしてまいりたいと思いま

す。 

○伊藤勢至委員 受けとめただけではだめだよ。 

○小西和子委員 辛い思いで私も聞いておりましたけれども、今教育長がおっしゃいまし

たポスト再編計画についてでございますけれども、今回のようなルールをそのまま踏襲い

たしますと、小規模校は全滅してしまいます。ですから、一般質問でもありましたように、

１学級の定員を 30 人以下にすると、やはり地域に配慮した、そのようなルールをつくって

いかなければならないのではないかと思います。 

 たしか達増知事は、教育立県、それから地域に根差した教育、きのうの答弁では学ぶ権利

の保障、未来に希望が見えるように整備していくというようなこともおっしゃっておりま

す。その知事の答弁との整合性ということも勘案いたしまして、ポスト再編計画のルールと

いうものを考えていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

○斉藤信委員 今まで私がここで取り上げたように、一つは盛岡農業高校の学科改編、わず

か５年で全面的に改編をするという残念な中身で、場当たり的な学級減による学科改編に

してはならないと、学級減があっても基本的な学科は継承するような形に改善をすべきだ

と、こういうように思います。 

 同時に、今度の学科改編は、今議論されたように来年度の募集停止、廃校というのも絡ん

でおりますので、私は宮古高校川井校のような地元の熱意があって、自治体住民の声のある

こういうものについては、分校ルールそのものが正確に読めない、さまざまな解釈があり得

るような中で、そしていろんな分校の実態がある中で、こういう場合こそ教育の条理で地元

の熱意にこたえて対応すべきだと、そういうことを含めて、私はこの議案には反対します。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。お諮りいたします。御異議がありますので起立により採決いた

します。 

 本案は原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 



○亀卦川富夫委員長 起立多数であります。よって、本案は原案を可とすることに決定いた

しました。 

 この際、10 分間休憩いたします。 

 （休憩） 

 （再開） 

○亀卦川富夫委員長 会議を開きます。 

 次に、議案第 27 号岩手県立大船渡工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約の締結

に関し議決を求めることについてを議題といたします。当局から提案理由の説明を求めま

す。 

○佐野学校施設担当課長 恐れ入ります、議案その２の 76 ページをお開き願います。議案

第 27 号岩手県立大船渡工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約の締結に関し議決を

求めることについて御説明申し上げます。便宜、お手元に配付しております議案第 27 号関

係資料、大船渡工業高等学校校舎改築工事の概要の資料により説明させていただきます。 

 表頭のイメージ図は改築後のイメージでございます。この改築を行います棟は、校舎棟及

び産振棟、向かって右側が校舎棟、左側奥のほうが産振棟でございます。実習棟などにつき

ましては、既存の施設を継続して使用することとしております。 

 整備する場所ですが、大船渡市立根町、現大船渡工業高等学校所在地が立根町地内でござ

います。学級数は、全日制 15 クラスの総合的な専門高校でございます。 

 改築理由は、築後 45 年経過いたしまして老朽化が進んでいること及び統合に対応するた

めということでございます。 

 整備の内容でございますが、校舎棟は鉄筋コンクリートづくり４階建て、延べ床面積

6,575 平方メートル、産振棟につきましては鉄筋コンクリートづくり４階建て、延べ床面積

3,299 平方メートルでございます。 

 事業費は、校舎、産振棟、その他を合わせました工事予算額が約 21 億 700 万円でござい

ます。今回議案として出しておりますのは、工事のうちの建築工事の部分でございまして、

これは建築予定価格が５億円以上ということでございまして、議決案件ということでござ

いまして、今回提案しております。ほかに電気設備、機械設備の工事が予定されております

が、それにつきましては５億円を下回り、議決案件には該当しない見込みでございます。建

築工事の予定価格につきましては、税込みで 12 億 4,212 万円でございまして、落札価格が

こちらにありますように 11 億 9,385 万円、落札率は 96.11％でございます。 

 契約の相手方は、落札者である株式会社佐賀組・高惣建設株式会社・株式会社匠建設特定

共同企業体。工期は 510 日間、議決後着工いたしまして、平成 21 年３月までを予定してお

ります。全体のスケジュールといたしましては、平成 19 年度、平成 20 年度で、校舎、産振

棟の工事を終え、平成 21 年度に既存の産振棟を解体する予定でございます。 

 議案の方にお戻りいただきまして、議案の 76 ページでございますが、提案理由は以上の

内容で、岩手県立大船渡工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約を締結しようとする



ものでございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○亀卦川富夫委員長 ただいまの説明に対し質疑はありませんか。 

○高橋雪文委員 この工事の内容を教えていただきたいのですが、要は改築ということで、

既存の建物を有効活用して補強してやるということだと思います。その場合、耐震構造など

もまた新たに設定をして改築すると思うのですが、その点はどうなのか。 

 あと、耐用年数、一応 45 年経過したということで今回提案があるのですが、次の耐用年

数は大体どれぐらいを見込めるものなのか教えていただきたいと思います。 

 あと、工事に当たってなのですが、今県のほうでは分離発注の指導もされていると。こう

いう工事について一括で、こうするのが当然コスト的にはいいのだとは思うのですけれど

も、やはり分離発注の考え方ももう少ししっかり理解いただいて、地元業者、特に中小の企

業にもしっかりと工事が渡るようにしていく工夫も必要なのではないかと思いますが、そ

の点どのように考えておられるのかを教えてください。 

○佐野学校施設担当課長 工事の概要についてということですが、改築という呼び方がち

ょっと誤解を生じさせるようですが建てかえでも新築というのと改築に分かれて、今まで

全くないのにつくる場合のみを新築と称しておりまして、建てかえの場合も改築と称して

おります。 

 実は、既存の校舎等を先に解体しまして、そこのところに建てるということで、事前に今

使っている産振施設とか、いろんな特別教室等のほうを教室化しまして、教室に改造して、

そちらに生徒を移して授業をしながら、既存校舎を解体してそこに建てかえると、そういう

ふうな工程でございまして、今回はその建てかえの部分ということで、分離発注に関連する

わけですけれども、そういった部分については工程等を見ながら必要な部分については分

離しながら進めていくということでございます。 

 それから、校舎の耐用年数につきましては、鉄筋コンクリートづくりですと一般的に 55

年ということでございますが、今回は先ほど申し上げましたように、耐震の問題もございま

したし、狭隘の問題もあるということで改築ということにしたものでございます。 

○斉藤信委員 まず中身から。大船渡工業高校の件なのですけれども、平成 19 年度、産振

棟改修工事と、そして 20 年度、産振棟、今度は改築工事とあるのですけれども、これは今

ある産振棟も使う、そして新しい産振棟もつくると、こういうふうに理解していいのか。 

○佐野学校施設担当課長 大船渡工業高校の既存の産振棟は、実は二つ、三つ分散してござ

います。先ほど申し上げましたように教室棟を解体して、そこに新たな教室棟及び産振棟を

建てるという工事ですので、教室をどこかに移転させなければならないということで、19 年

度の産振棟の改修工事と。これは、別の産振棟の改修工事を行っているものでございます。

そして、校舎の解体は、今申し上げた教室の入っているところを解体して、そこに新たに校

舎、産振棟を建てるということで、限られた敷地の中でやりくりしながら、授業を継続しな

がら工事を行うという手立てで、こういう進め方をしているものでございます。 

○斉藤信委員 では、私が質問したこととは違うということかな。仮校舎はプレハブか何か



で建てるのでしょう。 

○佐野学校施設担当課長 いいえ。 

○斉藤信委員 違うの。産振棟を改修して使うの。 

○佐野学校施設担当課長 そうです。 

○斉藤信委員 産振棟を改修して、それを仮校舎にするということね。わかりました。 

 それと、議案に対する質疑で入札のことを聞いたのですが、驚くべき中身ですよね。11 億

3,700 万円の落札なのだけれども、入札参加がたった２ＪＶですよ、こんなおいしい仕事が。

そして、落札率が 96.1％。絵にかいたような談合の疑惑だね。私は、校舎の改築にもちろ

ん賛成しますけれども、どうも県立高校の校舎改築は、こういう談合の食い物にされていま

すね。極めて残念だけれども、何か知恵がないものでしょうかね。私は、入札段階から異常

だと思いますよ、たった２ＪＶの応札なんていうのは。これだけ仕事がない中で、10 億円

を超える仕事で。これは総務部所管だから、あなた方は入札のあり方とか何かは全く分離で

すか、それともいくらか連携をとってやっているのですか。 

○佐野学校施設担当課長 入札事務については、すべて総務部に執行をお願いしているも

のでございます。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

○斉藤信委員 今私がお話ししたように、私は校舎の改築に賛成するものですけれども、こ

れは入札案件、工事の請負契約で、談合の疑惑が濃厚なので、これは反対をいたします。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。お諮りいたします。御異議がありますので起立により採決いた

します。 

 本案は原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○亀卦川富夫委員長 起立多数であります。よって、本案は原案を可とすることに決定いた

しました。 

 次に、議案第 28 号岩手県立釜石工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題といたします。当局から提案理由の説明を求めます。 

○佐野学校施設担当課長 議案その２の 77 ページをお開き願います。議案第 28 号岩手県

立釜石工業高等学校校舎改築（建築）工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについ

て御説明申し上げます。便宜、お手元に配付しております議案第 28 号関係資料、工事概要

により説明させていただきます。 



 表頭のイメージ図は改築後のものでございます。既存の校舎棟を解体して、そこに新たに

建てかえるものでございます。 

 改築は、校舎棟及び産振棟でございます。実習棟などにつきましては、既存の施設を継続

して使用いたします。イメージ的には、先ほどの大船渡工業と同様、右側が校舎棟、左側が

産振棟という形になります。 

 整備場所は、現在の釜石工業高等学校の所在地の釜石市大平町地内。学級数は、全日制 15

クラスの総合的な専門高校でございます。 

 改築の理由は、築後 45 年たって老朽化が進んでいるということと、これも学校統合に対

応するための狭隘対応というものでございます。 

 整備内容は、校舎棟が鉄筋コンクリートづくり５階建て、延べ床面積 6,575 平方メート

ル、産振棟が鉄筋コンクリートづくり３階建て、延べ床面積 2,545 平方メートルでございま

す。 

 事業費は校舎、産振棟、その他を合わせまして工事の予算額がおよそ 22 億 6,200 万円。

今回議案として出しておりますのは建築工事でございまして、これは同じく５億円以上の

予定価格ということで議決案件としてお願いしているものでございます。建築工事の予定

価格は、税込みで 11 億 565 万円でございました。落札価格が税込み 10 億 7,163 万円、落札

率は 96.92％でございます。 

 契約の相手でございますが、落札者であります株式会社山長建設・株式会社八幡建設・株

式会社小澤組特定共同企業体。工期は 510 日間で、議決後着手いたしまして、平成 21 年３

月までを予定しております。これも全体のスケジュールといたしましては、平成 19 年度、

20 年度で校舎、産振棟の工事を終え、平成 21 年度、22 年度で既存校舎の解体、外構、体育

館改修工事等の予定でございます。 

 議案に戻っていただきまして、提案の理由は、以上の内容をもって岩手県立釜石工業高等

学校校舎改築（建築）工事の請負契約を締結しようとするものでございます。よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

○亀卦川富夫委員長 ただいまの説明に対し質疑はありませんか。 

○野田武則委員 入札については特に異存はないのですが、体育館のほうの改築、以前何か

その予定があったように思うのですが、今回の入札に入っていないようですけれども、その

辺はどうなっていましたでしょうか。これで見ますと、平成 21 年から平成 22 年に古いほ

うの体育館は改修になるようですけれども、その点をお伺いしたいと思います。 

 それと、工業高校ですからいろんな機械類といいますか、いわゆる指導に使うような機械

の備品が必要と思うのですが、お話を聞いたところ、１件 7,000 万円以上でないと入札の対

象にならないということでございますが、トータルで大体どのぐらいの予算でそういう備

品を購入されようとしているのか、大船渡も同じだと思いますが、その点をお伺いしたいと

思います。 

○佐野学校施設担当課長 第２体育館については改築の予定でございますが、第１体育館



につきましては改修して大規模改造等を加えて、使える部分については使っていきたいと

考えてございます。 

 それから、整備に伴います機械、備品等の購入予算につきましては、こちらに載せている

事業費には含まれておりません。別途完成年度において予算措置をして対応していくとい

うものでございますが、億単位は今のところは想定されておりませんので、できる限り既存

のものを、使えるものは使っていくという方針で臨むこととしております。 

○野田武則委員 わかりました。では、もう一点だけお伺いしますが、商業と工業の統合と

いうことで、商業高等学校の校舎の利活用といいますか、その点はまだ明確なところは答弁

できないと思いますが、現時点でどのように考えておられるかお伺いして終わりにします。 

○佐野学校施設担当課長 現在の釜石商業高等学校の校舎及び用地について、その後どう

するかにつきましては、まだ市とも協議をしていない段階でございます。今後詰めてまいり

たいと考えております。 

○高橋雪文委員 私は、スケジュールの件で１点質問しますけれども、この資料を見ますと

平成 21 年から平成 22 年に解体工事ということで、契約の工期が平成 21 年３月までなので

すけれども、それからまた１年間かけてどういうことをやるのか。というのは、建設をやる

と、当然グラウンド等が狭隘化してくると、クラブ活動等に支障があるわけで、平成 19 年

度から始まると丸々３年間、そういう部活動が今までどおり健全にできないで縮小してい

かなければならないと、そういう中で教育効果というのが少し低減していくと思うのです

けれども、なるべく早く改築工事を完了させるというのも教育的な効果として非常に重要

な点だと思うのですけれども、その点いかがでしょうか。 

○佐野学校施設担当課長 今回の契約に係る部分につきましては改築工事までと。建てか

える、新しい棟を建てるところまでということで、平成 21 年度、平成 22 年度に予定してお

りますのはそれ以外の細々とした校舎、釜石工業の場合は敷地内にたくさんあるわけです

けれども、それの解体をするということでございます。 

 釜石工業のグラウンドにつきましては校舎がある部分と道路を挟んだ反対側、釜石大観

音の下のところにございまして、工事によるグラウンドへの直接の影響はないように進め

ていく予定でございます。 

○斉藤信委員 釜石工業高校の場合、解体工事等が５億 9,600 万円で、大船渡と比べると倍

以上なのだよね、これはなぜか。それと、体育館改修工事の費用は 16 億円の中に含まれて

いると、こういうことでよろしいのですか。 

○佐野学校施設担当課長 まず、解体工事費が大船渡工業に比べて高いことにつきまして

は、既存の西棟と呼ばれる３階建ての 3,000 平方メートル余りの大きな校舎がございます。

これを解体するということになりますので、解体及び外構、外構は別にございます、解体を

含めた外構ということで、トータルで金額が膨らんでいるということでございます。 

 それから、工事費の中には、体育館の部分については含まれておりません。 

○斉藤信委員 16 億円に入っていない。 



○佐野学校施設担当課長 別枠でございます。 

○斉藤信委員 なんか高いな、釜石。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

○斉藤信委員 釜石工業高校の校舎改築も入札参加がわずか３ＪＶで、落札率は報告があ

ったように 96.9％と、異常な高率となりました。談合が強く疑われる案件なので、私は反

対いたします。 

○亀卦川富夫委員長 ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。お諮りいたします。御異議がありますので起立により採決いた

します。 

 本案は原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○亀卦川富夫委員長 起立多数であります。よって、本案は原案を可とすることに決定いた

しました。 

 次に、請願陳情の審査を行います。受理番号第 13 号子育てにかかわる助成制度の拡充を

求める請願を議題といたします。当局の参考説明を求めます。 

○菅野教育企画室長 ３点について項目がございますので、順次御説明申し上げたいと思

います。まず、少人数学級を小学６年生まで実施してくださいという件につきましては、御

案内のとおり、本県におきましては小学校２年生まで 35 人学級を導入いたしてございます。

少人数教育につきましては、１学級当たりの人数を 40 人以下とする、いわゆる少人数学級

と、それから一つのクラスに複数の教員を配置する少人数指導の両方がございますが、本年

８月に行いました県立総合教育センターの調査によりますと、学力向上のためには少人数

指導がより効果的であると。ただし、小学校低学年は、少人数学級が生活、学習両面におい

て効果が見られる旨、今のところ調査結果の速報が出てございます。 

 こういった観点から、現時点におきましては、小学校３年生以上につきましてはチームテ

ィーチング等によります、いわゆる少人数指導を中心に進めてまいりたいと考えてござい

ます。なお、今後本県における少人数指導、少人数学級を含めた少人数教育のあり方につき

ましては、引き続きどのようなものがより本県にとって非常に効果があるものかどうか検

討を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、学校の耐震化予算などの施設整備費の関係でございますが、まず国の状況を

申し上げますと、平成 20 年度概算要求におきましては、平成 19 年度当初予算の約２倍、

2,104 億円を文科省において要求を行っているところでございます。そういう意味で、かな



り文部科学省といたしましては施設整備に重点化を置いた国の予算の要求になっている状

況にございます。 

 一方、本県の状況でございますが、小中学校の耐震化の状況を見ますと、平成 19 年４月

１日現在、小中学校の耐震診断実施率は 85.2％でございまして、耐震化率は 58.5％となっ

てございます。県教育委員会といたしましては、子供たちが安全で良好な教育環境において

勉学に励むということが非常に重要でございますので、引き続き市町村教委に働きかけを

強めてまいりたいと考えております。 

 一方、県立学校でございますが、同じく平成 19 年４月１日現在における耐震診断実施率

は高校が 91.1％、特別支援学校は 100％。耐震化率は、高校が 64.5％、特別支援学校が 94.3％

となっております。非常に厳しい財政環境にございますが、県教育委員会といたしましては

早期に耐震化が図られるよう、引き続き予算の確保に全力を挙げてまいりたいと考えてお

ります。 

 ３番目でございますが、いわゆる小中学校の給食を自校方式で実施、かつ給食費を公費負

担にされたい旨の件でございますが、学校給食の具体的な実施方法については、それぞれの

地域や学校の実情等に応じまして、設置者であります各市町村教育委員会がそれぞれ判断

しているところでございます。本県の状況を見ますと、いわゆる単独調理場方式による給食

実施校が全体の 15.6％、共同調理場方式による給食実施校が 84.4％となってございます。 

 それから、給食費の負担でございますが、平均的なところで申し上げますと、給食費につ

きましては、小学校においては大体１食あたり 250 円程度、一月 20 日と見ますと、一月当

たりの御父兄の負担が大体 5,000 円程度。中学校におきましては、１食あたり大体 280 円

程度。月に直し、20 日と想定いたしますと、5,600 円程度ではないかと思います。 

 一方、学校給食の運営に要する費用につきましては、学校給食法の第６条で、いわゆる役

割分担が定められてございまして、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費、そ

れからそれに要する人件費等でございますが、これはそれぞれ義務教育諸学校の設置者の

負担とされる一方、その他の経費につきましては保護者の負担とする旨、一応負担について

の整理がなされているところでございます。以上でございます。 

○亀卦川富夫委員長 本請願に対し質疑、意見はありませんか。 

○高橋雪文委員 まず、私も項目ごとに質問させていただきたいと思うのですが、少人数学

級ということで、いろいろと検討されているということでございますけれども、ちなみに今

の２年生までのものを６年生まで実施した場合、それにかかわる人の増員、もしくは財源、

その点はどのように把握されているのかお知らせいただきたいと思います。 

 また、先ほど耐震化の調査状況などお聞きしたわけですけれども、前回出ました改築とい

う方法も当然やっていくのだろうと、段階的にやっていくのだろうと思うのですけれども、

やはり早期にある程度対応していかなければならないのではないかと、その方法をどのよ

うに考えておられるのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

 三つ目でありますけれども、東京の大田区なんかで問題なのは、給食費を払わない父兄が



非常にふえているということでありますけれども、岩手県の場合はどういう状況なのか、そ

の辺を教えていただきたいと思います。この文言をこのまま素直に読んで実践していくと

なるとかなり経費がかさむのだろうと思いますが、どれぐらい見積もれば実行できるのか、

その辺をお知らせいただきたいと思います。 

○侘美小中学校人事担当課長 30 人学級の件でございます。今１年生と２年生だけ 35 人学

級をしておりますが、これを６年生まで、ことしの学級に見合って計算いたしますと、全部

で 195 学級の増が見込まれます。その経費は小学校全体で、一番若い先生方の俸給、月給を

算定しまして 500 万円と想定して、195 学級ですので、約９億 7,500 万円の所要経費がかか

る想定でございます。 

○佐野学校施設担当課長 早期に学校施設の耐震化を進めるということは非常に重要な観

点だということで、特に市町村向けの研修会等において、あるいは会議の場を通じまして、

再三再四、呼びかけをしておるところでございます。耐震補強の方法にはさまざまございま

して、ブレスを入れるとか、耐震壁を入れるとか、さまざまな方法があるわけですけれども、

どういう方法をとるかにつきましては、いわゆる２次診断と言われる詳細な診断を待たな

ければなかなかどういう方法を取るべきかというのが見えてこないという部分がございま

した。 

 これまで２次診断そのものが進んでこなかったという事情がございますので、２次診断

を行ったところは、これからどういう方法をとるかという点に移っていくかと思いますが、

ともすると老朽化してきているのとあわせまして、その機会にいわゆるリニューアルと言

われる大規模改造工事をあわせて実施するという手法をとっている学校が多うございまし

て、そういう場合には１校当たり億単位のお金がかかってしまうということがあって、なか

なか市町村の学校において耐震化が進んでこなかったという事情がございますけれども、

先般の中越沖地震とか、さまざまな被害の状況を目の当たりにしまして、市町村のほうも大

分本腰を入れて検討を始めているという状況もありますので、引き続き市町村に対しまし

ては働きかけを強めてまいりたいと考えております。 

 また、県立学校につきましては、当面、いわゆるＩｓ値 0.3 未満の部分について優先的に

耐震補強工事等を行っていきたいと。改築まで至らない程度で手を加えられるものについ

ては手を加えて 0.3 未満のものをまず解消したいと。あわせて特別支援学校がまず 優先

という方針で臨んでいるところでございます。 

○川口スポーツ健康課総括課長 学校給食費の未納状況ということでございますが、今年

度６月に調査をいたしましたところ、未納件数につきましては 1,652 件、金額にいたしまし

て 4,611 万円余でございます。これは未納率 0.9％という現状でございます。 

 それから、給食費をすべて公費負担したらどのぐらいの額になるのかというような御質

問でございましたが、これにつきましては試算しておりません。 

○高橋雪文委員 まず、耐震化の問題なのですけれども、大体いつごろまでに整備を終えよ

うとしているのか。いつ地震があるかわからないことですし、あとは学校というのはどちら



かといえば避難場所に指定されているものでもありまして、やっぱり学校の子供たち、当然

安全を守らなければならない、そういう使命もあると思いますが、地域にとっても貴重な建

物になるのだということで、お聞かせいただきたいと思います。 

 給食費がどれだけふえるかという試算をされていないということでございますけれども、

やはり大まかにどれぐらいかかるのかというのはそれぞれ試算をしておいたほうが、例え

ば何でもやらなければならないということではなくて、やっぱり対応する誠意があるかど

うか、それを本当に議論したのかどうかというのが問われている内容なのではないかと思

いまして、我々も審査する際、それが一つの基準になって採択が決まるというようなことで、

ぜひそういった部分は概算でも構いませんので教えてもらえれば助かります。以上です。 

○佐野学校施設担当課長 昨年県全体で岩手県耐震改修促進計画というものを立ててござ

います。その中におきまして、学校の耐震化率の割合をたしか全体で今より 10 ポイント―10

年以内に―上げるというのが県全体の目標としておりますが、県立学校につきましては、そ

の中で平成 27 年度までに耐震化率 100％を目標にしていくということを耐震改修促進計画

で掲げているところでございます。 

○小西和子委員 ３番の自校方式を実施し、給食費を公費負担にするなんていうことがで

きたら本当にいいなと思いますが、現実は食育と言いながら自校方式から共同調理場とい

いますか、センター方式に変わっていますし、センター方式の中でも調理部門を民間委託し

ているところもふえてきているというふうに聞いております。 

 それから、大変だなと思うことは、先ほどお話がありましたように、給食費の未納者がふ

えてきていることから、集まったお金で賄わなければなりませんので、十分な栄養をとれな

い、栄養価が低く抑えられているという現実があると聞きましたが、県の方では、市町村に

何か指導等を行っているのでしょうか、お聞きいたします。 

○川口スポーツ健康課総括課長 先ほどの給食費の概算でございますが、おおよそ５億

4,000 万円（後刻「51 億 8,000 万円」と訂正）と試算されます。 

○佐々木大和委員 年間で。 

○川口スポーツ健康課総括課長 年間でございます。 

 それから、市町村への指導というところでございますが、この学校給食業務の共同調理場

につきましては、学校給食の実施主体は学校設置者である市町村でありまして、学校給食業

務の運営については市町村がみずからの判断において決定すべきものであるということで

ございますが、教育委員会といたしましては、学校給食の質の低下を起こさないことや、円

滑な実施等に十分配慮しつつ、市町村がそれぞれの地域の実情等を踏まえ、住民の理解と協

力を得ながら適切な方法により運営の合理化を推進することについてはやむを得ないとい

う判断をしているところでございます。 

○斉藤信委員 大変大事な請願だと思っております。それで、少人数学級を小学校６年まで

実施というのは、各党会派の公約から見てかなり共通の一致した要求になるのではないか。

自民党さんも、知事候補はもとより、自民党のマニフェストでも少人数学級の推進を掲げま



したし、民主党は教育立県ですからね。そして、我が党も、社民党も、政和会も 35 人学級

の拡大を求めるとマニフェストに出ていたので、これはほとんど全会派共通で少人数学級

を推進できるのではないか。これが第１点です。 

 第２点、先ほど菅野室長はことしの８月の調査で言ったのですか。学力向上は少人数指導

のほうが効果的だと。これ県教委のドグマですよ。実は、全国ではもう、今東京都を除いて

全部少人数学級に取り組んでいるのです。一番早かったのが山形県、これは今小学校全学年

と中学校１年生。福島県は中学校３年生までやっているのです。山形県は、毎年少人数学級

の研究会をやっていて、その成果が報告されているけれども、例えば毎年冊子が出ているの

ですが、こういう冊子で毎年その成果を紹介していますが、そこで何と成果を紹介している

かというと、結論的に成果が上がっていると、これは子供の学習だけではなくて学力の向上

でも成果が上がっている。こういうことですよ、不登校児童の減少、欠席日数の減少、学力

の向上。やっぱり子供たちの生活が落ち着いて授業に集中するようになると、必然的に学力

も向上するのですよ。私は、そういう意味でいけば、県教委がどんな調査をして、学力向上

は少人数指導のほうが効果的だと言っているか、その根拠が全くわからない。なぜかと言う

と、大体比較していないのだ。まともな比較検討していないと思いますよ。私は、本当にそ

ういうドグマで少人数学級に背を向けたらだめだと思います。 

 先生が多忙化だというのと、先ほど子供のストレス、うつ症状ということもありました。

私たちは、今一番子供たちにゆとりのある教育環境を実現していくということは、教育行政

でも一番大事なことだと思います。小学校１年生２年生であの成果を―菅野室長、答えてく

ださい。どういう成果が報告されていますか。すばらしい成果が明らかになって、それはも

う１年、２年にとどまるものではないと私は思っていますけれども、この間どういう成果が

明らかになっているか示していただきたい。 

○菅野教育企画室長 先ほど申し上げました県立総合教育センターの調査、まだ速報でご

ざいますが、これによりますと今委員から御指摘がありましたとおり、特に小学校１年生、

２年生は、新たに学校になれる時期でございます。特に生活面の不安が非常に大きい世代で

ございます。したがいまして、御指摘のありました少人数学級については、生活、学習の両

面において大きい効果が得られている旨の報告がなされてございます。 

○斉藤信委員 成果をもっと正確に報告してください。もっとすばらしい成果が上がって

いるのだから。あなた方は、その成果を出し惜しんで、学力向上は少人数指導なんていうご

まかしをするのですよ。いいですか、山形県は一番早く、もう六、七年、小学校全学年でや

っていて、その結果については山形大学の教育学部、今は学部の名前が変わったようですけ

れども、毎年研究会をやっているのです。少人数学級でどういう指導をやれば成果が上がる

のかということで。そういうことを含めて学力の向上に効果があると言っているのです、全

学年でやっているところが。私たちは福島にも行きました。福島も学力向上の成果があると

言っていますよ。岩手だけが何で低学年だけ効果があって、それ以上はないのかと。それは、

私は全くのドグマだと。なぜかと言うと、少人数指導というのは科目が限られているのです、



算数とか国語とかでしょう。全学科に効果があるのは少人数学級なのです。私は、そういう

比較検討でも、あなた方は全くゆがんだ比較をしていると思いますよ。少人数指導というの

は本当に限られた科目だけですよ。そういう点でどうですか。去年、ことし、どういう成果

が報告されていますか。正確に答えてください。 

○侘美小中学校人事担当課長 岩手では、ことしから小学校２年生に 35 人学級を導入しま

したので、ちょうど上半期が終わりました８月にかけて、対象となっております小学校に、

校長及び保護者に抽出してアンケートをとっておるところです。今現在まだ精査しており

まして、今委員から御指摘の具体的な細かな成果と課題というのは、もう少しお待ちいただ

きたいと思っておりました。 

 なお、配置の側と学校教育室のいわゆるソフトの勉強の段取りの立場とあわせながら、正

確に岩手の実態を御報告できればと思っておりましたので、もう少し時間をいただければ

と思っております。よろしくお願いいたします。 

○斉藤信委員 そういう回答だったら、室長がああいうことを言うべきではないですよ。１

年、２年生はよくて、それ以降は学力向上は少人数指導が効果的というのはドグマですよ。

思い込みですよ。そのことは指摘をしておきます。 

 実は、うちの東京都議団が全国に少人数学級の調査をしたのです。そこで、どういう効果

が上がっているかということをかなり全国的な調査をやって明らかにしていますが、それ

を見ても、学習面、生活面、学力向上でもやっぱり効果があるというのは、半分以上がその

ように答えています。後で資料も提供しますが、そういう点で、これは全会派が公約したこ

とですし、ぜひやっていただきたい。 

 それと、さっき高橋委員の質問にどのぐらいの経費がかかるかということで答弁があり

ました。１年生から６年生までで９億 7,500 万。実はこれももっと精密に計算をしてほしい

のですよ。今１年生、２年生の実施は全然お金をかけていないのです。定数内でやっている

のですよ。我々が少人数学級と聞くと、がばっと金かかるような答えをやるのだね。今の１

年、２年、全然お金をかけていないでしょう。これからどのぐらいまでそれを拡充できるの

か。拡充できないとしたら、新たに金をかけてやるのは３年生から６年生までではないです

か。大体全国を見ても、例えば福島でさえ小学校から中学校までやっていて、かけているお

金が一般財源と教育費で 12 億です。山形県は約７億円です、小学校全学年でやって。いろ

んな教員の配置の仕方あると思いますけれども。私は、岩手は上手だというか何というか、

今まで全然お金かけていないのです。教員の配置でやっているのです。だったらこういう形

で、例えば３年生までやれるのか、やれないのか、ここを教えてください。やれないとして

も、３年生から６年生は、さっき言った試算でやると３分の１は減るのではないでしょうか。 

○侘美小中学校人事担当課長 委員御指摘のとおり、毎年 100 名を超えるくらいの定数、国

の標準法と県の配置基準がありまして、そのことを用いて１年生２年生には 35 人学級の数

を満たしているところです。ただ、今１年生と２年生で約 61 ですので、引き算しますと約

40 プラスアルファくらい。 



 実は、この定数に関しては少人数学級以外の、例えば生徒指導困難校だとか、特殊教育支

援だとか、小規模校の支援に向けているところもございます。この辺のバランスをとってい

かなくてはならないので、今のところ定数内でできる 大値かなと思っているところで、も

しこれ以上学級がふえれば所要の経費がかかると試算しておりました。 

○斉藤信委員 わかりました。そうすると、大体 100 人を超える定数枠があって、61 人活

用していると。これで、あといっぱいいっぱいだと。そうすると、３年生から６年生までは

独自の財源ということになると、さっきの３分の２で済むということで、うなずいていいで

すな。厳密に言うと。そういう財源は必要になってくると。これだけ成果が顕著になって、

一番子供たちにも、先生にも、父母にも喜ばれている施策ですよね。一気に６年生まではい

かないと思うのですけれども、年次計画で小学校６年まで進められるように、ぜひ進めてい

ただきたいと。 

 あと、２項目めの耐震化予算の整備というのは、これは当然ですからね。県政の優先課題

と言ってもいいので。県立高校は 100％の計画を持っているようですが、小中学校の整備を

進める上では、全国的には恐らく県が補助しているところもあるのではないでしょうか。そ

ういうことも検討課題になるのではないかと。やっぱり市町村によっては、財源がないため

にやりたくてもやれないというところもありますので、そういうことは検討課題になるの

かなと。 

 あと、３番目の給食の問題は、なかなか私もこの要望を見てきついなと、ハードル高いな

と。理念的な要求かなと感じたところで。しかしこれは請願者の趣旨ですので、なかなか一

気にこれは今の財政状況の中では厳しいのかなという感じはしておりました。ただ、給食費

の未納問題、深刻なのですけれども、県教委の資料によると、その理由、内訳みたいなのが

出ているのですね。経済的な理由というのが、全県的には未納の 47％を占めるのです。た

だ、この振り分けは市町村によって全くばらばらなのです。100％経済的理由だと答えてい

るところがかなりある一方で、ゼロとか 20％とか。だから、この判断が市町村の教育委員

会でかなりぶれがあるので、私はまだまだこれ正確でないのではないかと思いますが、それ

でも約半分は経済的理由だとするなら、こういう救済措置というか、あるのかなと。就学援

助の適用というのももちろんありますから、既存制度の活用だとか、いろんな形でこの問題

は、特に滞納の問題は対応していかなければならないのではないかと。子供たちをこのこと

で苦しめるようなことだけは、絶対にしてはならないと私は思っております。そういうこと

で、ぜひ採択をしていただきたい。 

○川口スポーツ健康課総括課長 先ほど給食費の公費負担の場合の総額につきまして御報

告申し上げましたが、大きな間違いがございまして、訂正させていただきたいと思います。

給食費総額の試算でございますが、51億8,000万円ということで訂正させていただきます。 

○侘美小中学校人事担当課長 先ほどの続きでございますが、３年生以上は定数を超えて

しまいますので、そうしますと今の試算でいくと、ことしベースでいくと、６億 7,000 万円

の県単負担になるということでございます。 



○佐野学校施設担当課長 先ほどの市町村の耐震化の目標でございますが、岩手県の耐震

化促進計画におきましては、平成 27 年度に 75％・・・ 

○斉藤信委員 100％ではなくて。 

○佐野学校施設担当課長 県立学校は 100％を目標としております。市町村学校は 75％と、

全体で 81％ということでございます。 

○佐々木博委員 いろいろと御意見が出たところですけれども、この請願陳情の３番目、小

中学校の給食、これは基本的には市町村の問題だと思うのですが、自校方式のほうが給食と

してはふさわしいと言われていることは私もよく承知しております。 

 ただ、例えば盛岡市の場合、基本的に旧盛岡市内は自校調理方式でずっとやってきている

のですが、やっぱりお金がかかるということで、合併して、例えば都南地区なんかはまだそ

うなっていない。それで、中学校は、当時から懸案事項で、やらなければいけないと言って

十数年全然やっていない。できていない理由というのは、結論はみんな見えている、共同調

理方式でやらなければできないということは見えているのだけれども、はっきり言ってそ

こに踏み込めないからやらないだけの話で、決断ができていないだけの話なのです。それで、

現実に中学生、盛岡市内は給食がございません。それで、私の知っている限りでは、近所の

奥さん方、中学生がいる方、ほとんど、何の方式でもいいから給食をやってもらいたいとい

う方が圧倒的です。ですから、自校調理方式云々で公費負担というのは、将来とも多分こう

いう時代は来ないと私は思っていますけれども、いずれ請願としてちょっと採択は難しい

のではないかなという気もします。 

 それから、一番目の少人数学級、これは今後、岩手県としてもやはり目指していかなけれ

ばいけない方向であるとともに、特にも小学生はそういった方向に目標として取り組んで

いかなければいけないというふうに私どもも考えております。いずれ今財政難の中で、教育

予算もそんなにつけられなくて厳しいことはわかっていますけれども、しかし、やはりこれ

は年次目標を立てていただいて、着実に今後進んでいっていただければありがたいという

ことで、私たちとしても賛成したいというふうに思います。 

 それから、学校の耐震化予算ですけれども、これも宮城県沖地震がいつ来るかわかりませ

んし、学校というのは、さっき高橋委員からも話がありましたけれども、災害があったりす

ると避難所に使われたりして、そういった点でもやはり学校という施設は普通の公共施設

の中でもより安全でなければいけない施設だろうというふうに思っておりまして、そうい

った点では、県立学校が平成 27 年までですか、100％を目指すということは大変ありがたい

のですが、市町村立が 75％の目標というのは私はやっぱりちょっと低いのではないかなと

いうような気がしておりまして、この辺ももう少し何とか前向きの取り組みができないも

のかなというような印象を持っているところでございます。 

 この請願については、大体そんな考え方でおります。 

○亀卦川富夫委員長 もう取り扱いに入ったようでありますが、質疑はほかにありません

か。 



 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 ほかに質疑がなければ、本請願の取り扱いを決めたいと思います。 

休憩いたします。 

 （休憩） 

 （再開） 

○亀卦川富夫委員長 再開いたします。 

 項目ごとに、意見の一致を見るところ、あるいは異なるところがあるようでありますので、

これを分けて採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○亀卦川富夫委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 それでは、１番目、少人数学級を小学６年まで実施することについての採決をいたします。

採択に賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○亀卦川富夫委員長 起立全員であります。よって、採択と決定いたしました。 

 次に、２番、学校の耐震化予算など施設設備費をふやすこと、これにつきまして採択に賛

成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○亀卦川富夫委員長 起立全員であります。よって、採択と決定いたしました。 

 ３番目、小中学校の給食を自校方式で実施し、給食費を公費負担にすること、これの採択

に賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○亀卦川富夫委員長 起立少数であります。よって、不採択と決定いたしました。以上でご

ざいます。 

 以上をもって教育委員会関係の付託案件の審査を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

○野田武則委員 それでは、この際１件だけお伺いしたいと思いますが、このごろインクル

ーシブ教育という言葉がちらほら聞こえるようになりまして、せんだって一般質問のとき

も同僚の三浦議員が質問いたしまして、答弁いただいたところでございますが、教育長から

何か前向きな御答弁をいただいたような気がしますが、インクルーシブ教育に対して教育

委員会はどのような姿勢で臨まれるのか、その点だけちょっとお伺いしたいと思います。 

○相澤教育長 社会全体がインクルーシブといいますか、ともに共生型の社会を目指そう

と、こういう大きな流れになっております。障害を持つ人も持たない人も一緒に、また高齢

化社会が進んでいく中で、いずれ多くの人たちが何らかの形で障害を持つことになるわけ

でありますので、ぜひそういう社会を目指そうという大きな流れの中で、やはりできるだけ

子供たちも早い段階から、ともに学び、ともに育ち合うという、そういう環境をつくってい

く、そうすると差別のない社会につながっていくのでないかと、お互いに助け合っていくこ



とにつながっていくのではないか。特に障害を持つ子供について、よく親御さんからもお話

を伺いますと、やはり自分たちがいつまでも生きているわけでもないと。地域の中で支えて

ほしいということをよくお話も伺います。そういう地域社会を身近なところとしてつくっ

ていかなければならない、こう思っておりますので、ぜひ多くの方々の、特に学校関係者、

教育関係者、そして多くの県民の方々の理解を一歩ずついただくような形で、しっかり着実

に歩みを進めてまいりたいと、こういうふうに思っております。 

 また、そのために必要な手立てもあるというふうに思います。学校の中でやはりサポート

をする体制も必要でありますし、専門的な知識も必要であります。そういったことについて

も着実に進めてまいりたいと、このように考えております。 

○野田武則委員 教育長さんから大変すばらしい考えといいますか、姿勢を伺いました。感

激をいたしましたけれども、インクルーシブ教育という意味合いといいますか、共通の認識

を持たないといけないと思うのですが、学校教育法も改正されまして、現在特別支援教育と

いうのが今やられているわけでございまして、そのいわゆる特別支援教育とインクルーシ

ブ教育との整合性といいますか、インクルーシブ教育はどういうふうな教育だと、それから

特別支援教育はこういう教育なのだというふうな一つ考えを持った場合に、似て非なるも

のがあるだろうと思うわけです。それを一緒くたにするということは、いろいろな誤解を招

くのではないかと思うわけでございまして、今進められている特別支援教育すらままなら

ない状況の中で、果たしてインクルーシブ教育に対して前向きに行くというのは大変いい

ことだと思うのですが、その辺の混乱といいますか、どのようにお考えなのかと思いまして、

一つお伺いをしたいと思います。 

○相澤教育長 学教法が改正されまして、従来の特殊教育から特別支援教育へと大きく転

換をしていこうという、我が国全体の流れでありますけれども、それはやはりまず特別支援

教育という形で、地域の中でできるだけ障害を持つ子供たちを育てていこうということで

ありますので、まず身近なところに養護学校がなければいけないということであります。 

 例えば岩手県で申し上げますと、千厩とか遠野にそれぞれ養護学校の分教室をつくって、

その地域の子供はそこに通えるようにしよう。従来は花巻とか一関に通わなければいけな

かったということでありますから、地域で通えるようにしようと。また、二戸でもそういう

教室を準備したいということで、まずこの特別支援教育の趣旨に沿って、地域で学べる、障

害を持つ子供が学べる体制をつくっていくと。このことは、インクルーシブ教育に向けた第

一歩と、こういうふうに考えています。 

 さらに、インクルーシブ教育はそれをさらに広げて、通常の学級の中でも学べる子供はな

るべく学べるようにしていこうと、こういうことで、本当にともに学び合うという理念に近

づいていくものと、こういうふうに考えておりまして、特別支援教育はインクルーシブ教育

に向けた第一歩と、こういう感じではないかと考えております。 

○野田武則委員 そういうことだと思いますが、いわゆる第一歩だと、こういう考えで進め

ていただけばいいと思うのですが、ただ保護者といいますか、関係する方々にとりましては、



いわゆるインクルーシブ教育から受ける印象と、現実の印象といいますか、なかなか満足で

きない状況ではないかと思うのですが、この間、教育委員会主催で、あれは埼玉でしたか、

大学の教授の講演会がございまして、私もちょっとお伺いしたのですが、どこかの市では、

そういう子供さんが自分の行きたい学校にどこでも行けると、もう既にやっているところ

があるそうでございますが、岩手県の場合はそこまでいっていない段階の中で、さっきと同

じことになりますが、かえって誤解を招いて、あらぬ混乱を招くのではないかなと、こう思

って心配しております。 

 というのは、今度うちの地元の小学校の教室の中に特別支援学級をつくろうという話が

進んでいますが、まだ形は見えていませんけれども、そういう中にあって今のインクルーシ

ブ教育を目指す保護者の方と、それから今のままでいいという方もおられますし、いろんな

考えの方がおられるわけですが、まとまった意見を非常に見つけにくい、そういう状況にな

っているのではないかと思うわけでございまして、その辺のインクルーシブ教育、第一歩だ

という考えはいいと思うのですが、誤解のないように進めていただければありがたいと思

います。できればそういう社会といいますか、そういう教育ができるようにお願いしたいと

思うのですが。 

 ちょっと話は変わりますが、例えば、幼稚園だとそういう子供さんは児童相談所、あるい

は病院からきちんとした判定をもらわないと支援体制がとれないのですね。ですから、失礼

な言葉ですが、いわゆるボーダーラインにいる子供さん、そういう子供さんにはなかなか支

援の手が及ばないといいますか。ですから、どの子も平等に学べるといっても、現実に受け

入れる体制の方はなかなかそうはいかないのが現実でございまして、その現実とのギャッ

プについて、この間、三浦陽子議員が多分お話ししたと思うのですが、改めて現実をよく御

検討していただきまして、少しでも、一歩でも二歩でも前に進むようにいろいろと体制を整

えていただきたいと、こう思っております。 

 学校によって、さまざまな学校があってもいいと思うのですが、先ほど川井の学校の話が

出ましたけれども、やっぱり今までこれができなかったのは、教育委員会そのものの体制と

いいますか、学校教育の体制がいわゆるインクルーシブ教育の障害になっていたと思うの

ですね。それを壊していかなければ、本当の意味でのインクルーシブ教育はできないと、こ

う思っていまして、学校再編、高校再編も含めてですが、もう一度その辺からスタートして

いかないと、先ほど第一歩と言いましたけれども、いつまでも一歩のままになりかねないと、

こう思いまして発言させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○斉藤信委員 では、私もまとめて。インクルーシブ教育のかかわりで、私も質問しようと

思っていたのですが、来年度は二戸にも分教室をつくると。これをやるときに必要な人員体

制はどうなっているのか。あと、もう一つ、 近私はこういうことを聞きました。地域の高

校で軽度発達障害と思われる子供たちが２割を占めているのだと。県立高校でも、特別支援

なり、そういう体制が必要だと、こういう話も聞いて、高校の場合は恐らくまともな対応は

今の段階ではないのではないか。そこをどう検討されているのか、今示せるなら示して、後



でなら後でもいいですが、これ第１点。 

 第２点は、教員の多忙化と新昇給制度の問題です。実は、文科省が５月 23 日に教員勤務

実態調査報告書を発表したのです。教員１人当たり平均して小中学校で毎日２時間の残業

をしていると。そのほかに持ち帰り残業が大体 30 分から 40 分。これは全産業の２倍です。

過労死レベルです。本当に大変な事態で、これの資料を見ますと、例えば小学校だと、先生

は大体約４時間の授業をするのですが、その授業の準備にかけている時間が１時間弱です。

文科省の指導は１時間の授業に１時間の準備なのですよ。いわば３分の１、４分の１の準備

しかできない。子供たちに寄り添えないという、そういう深刻な超過勤務、過労死状況とい

う中で、岩手県は県立高校も小中学校も多忙化解消の提言というのをこういうふうに出し

ているのです。これは、先生方が一番求めていることなので、県の提言や文科省のこの調査

を踏まえて、どういう取り組みを県教委として行っているのか、これを一つ示していただき

たい。 

 その上で、こういう過労死状態で、授業準備もできないような状況に追い詰めているのに、

先生方を５段階で評価するという、私は評価する前提条件がないのではないかと思います

よ。だから、この新昇給制度は、昨年１年間、現場の校長先生を含めた強い抵抗があって、

ことし１年間試行ということになっていますが、私は先生方を差別分断するのではなくて、

学校の協力、パートナーシップを本当に強化していく方向でこの問題は打開をしていく、解

決していくべきではないかと思いますが、この試行の状況と今後の取り組みの見込み、これ

を示していただきたい。 

 それと、 後の 後なのですが、一関一高の中高一貫校の取り組みで、恐らく 10 月末に

はまとまった報告が出るのではないかと思いますが、前回の検討委員会を見ますと、入学選

抜方式、調査票、適性検査、面接、作文と。結局選抜なのですよ。こういうことをやるとど

うなるかというと、学力試験がなくたって面接対策、作文対策、調査票対策をやるのです。

私たちが青森県立三本木高校を調査したときに言っていましたけれども、ここも２学級 80

人の定員で、受験は 272 人で 3.4 倍。いわば 200 人近い子供たちが中学進学の段階で受験

に失敗するのですよ。そして、聞きましたら、県立三本木高校の場合でも、多くの小学校が

この受験に対応するための過去問とか、ベネッセなんかがつくっている類似問題とか、やら

ざるを得ないのです、選抜に勝ち抜くためには。 

 私は、こういう中高一貫校のやり方というのは、小学校まで受験競争を拡大強化して、結

局２学級クラスで、では高校に入ったときにこの２学級はどうなるのですか。４学級、新た

に入ってくる子供たちと一緒になるのか、ならないのか。ただ中高一貫をつくるというだけ

にしかならないのではないか。そして、２学級規模の中学校をつくれば、既存の中学校に影

響を与える。地元の学校は小規模校になってしまう。私はそういう意味で、本当にこれをつ

くることに目的があるのではなくて、地域の教育環境をどのように改善するかということ

こそ本当の目的だと思うので、そういう点でこうした受験競争の低年齢化というのは、恐ら

く全国の実態だと思いますが、そういう問題にどう対応しようとしているのか、示していた



だきたい。 

○相澤教育長 先ほどの野田委員との関連がございますので、インクルーシブ教育につい

て一言だけ私から御説明をさせていただきます。 

 障害を持つ子供の保護者の方々も、やはり学校の体制がしっかり整っているのかといっ

たようなことが大変気になるところだというふうに思いますし、あるいは先ほど斉藤委員

からお話がありました、高校なんかではどうなっているのだといったようなこともありま

す。そういったことも含めて、今専門家による検討委員会を設置しておりまして、インクル

ーシブ教育に向けたさまざまな課題、どういうふうに解決する糸口を見出していくのか、い

ろんな意識改革の問題も含めて、幅広い検討に着手しております。そこでしっかり問題点を

洗い出し、課題を明確にして、工程を明確にしながら着実な取り組みを進めたいというふう

に考えているところであります。そのほかにつきましては担当課長から説明いたします。 

○及川特別支援教育担当課長 １点目は、二戸分教室を開設するに当たっての教員の体制

の御質問がございました。千厩分教室並びに遠野分教室とも小学部２学級で開設いたしま

して、今年度スタートいたしましたが、それぞれ児童の数に応じて教員を配置してございま

す。遠野の場合は児童が２名ということで、２人の教員を配置しております。それから、千

厩分教室におきましては、児童が５人ということで、３人の教員を配置しています。二戸地

区におきましても、今後具体的な児童の数は、これからの就学指導、就学相談の中で固まっ

ていきますけれども、当面２学級を順調に運営していただくためには３名程度の配置は必

要なものというふうに考えております。 

 それから、高等学校にも特別支援教育の体制を整備する必要があるという御指摘をいた

だきました。このことにつきましては、数年前から、発達支援の生徒の存在が小中学校のそ

れぞれの学級にいるということが明らかになった時点から、高等学校にもそうした子供た

ちが当然進学していくということが見込まれますので、小学校、中学校の中に特別支援教育

の校内委員会を設置したり、あるいは特別支援教育のコーディネーターの役を担う先生を

指名していただくという取り組みを 初は小中学校で進めてきたわけですが、それぞれほ

ぼ 100％の達成率になっておりますので、それを追いかけるような形で、今度は高等学校に

もそうした体制づくりをやってほしいということで、県内のすべての高等学校の中にも特

別支援教育の校内委員会を設置していただくような働きかけ、あるいは中でも、先生方の中

のコーディネート役を担っていただく先生を指名していただく取り組みを進めていただい

ているところであります。 

 なお、特別な人員ということにつきましては、現在小中学校のほうが特別支援教育の支援

員という形で力を合わせて人員の配置を進めているところですが、今後、高等学校について

も、そうした特別な支援のような方が必要なものかどうか、先ほど教育長からの答弁でもあ

りました、あり方検討の行方も見つめながら検討してまいりたいと考えてございます。以上

です。 

○堀江教育企画室特命参事 学校現場の多忙化に対する県教委としての取り組みについて



でございますが、委員から御紹介のありました文部科学省の調査といいますか、そのほかに

先ほど小西委員の質問に私のほうからお答えした県教委が独自に調べた調査というのがご

ざいます。それぞれ調査方法等は若干異なりますが、傾向は同じでございまして、勤務時間

外に２時間程度の業務に従事している実態、あるいは持ち帰りがある。さらには、やりがい

を感じている一方で、やはり忙しいというふうに感じる先生方が少なからずいらっしゃる

というような結果が見えております。 

 それに対して、先ほどの小西委員の質問に対する私の答弁では学校現場のほうの取り組

みも紹介したところでございますが、県教育委員会としても、さまざまな取り組みをしてい

るところでございまして、県立学校の多忙化の提言をいただいた平成 17 年度以降、平成 18

年度、今年度に向けて取り組みを行っております。例えば、昨年度ですと、校長の権限を副

校長あるいは事務長に大幅に移動しまして、事務の簡素化、あるいは迅速化を進めておりま

す。 

 また、年次休暇取得でございますが、これは私どもの場合、通常１月から 12 月という暦

年処理をしているわけでございますが、これを学校現場の場合は、昨年から、９月から８月

ということで、年次の周期を夏休みに合わせて、夏休みに年次をまとめどりできるような配

慮をしているところでございます。 

 あるいは今年度でございますが、申し出のあった土日の部活動につきましては職務とみ

なしまして、これを平日、あるいは長期休業期間中に振りかえして休むことができるような

制度整備をしたり、さらには従来であればすべて原則文書で復命していた出張等の報告も、

軽易なものについては口頭復命でよし、というようなものもございます。 

 さらには、先生方がいろいろな活動で学校で集めている学校徴収金につきまして、これは

まだモデルということで部分実施でございますが、徴収金業務を、非常勤職員を別途採用し

まして、その職員にやっていただくというようなことで取り組んでいるところでございま

すが、いずれもこれですべてということではございません。やはり学校現場、忙しいのは事

実でございますので、こういった取り組みを十分検証しながら、さらには学校現場の御意見

などを含めて、県教委、学校現場、一体となって多忙化の解消に努めて、委員からもお話が

あったとおり、できるだけ生徒に向き合う時間をふやして、そして先生方も授業にかけるそ

ういった時間を確保し、生徒に対する指導が十分にできるように努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○小原教職員課総括課長 新昇給制度の件でございます。これにつきましては、一人一人の

日々の職務遂行の過程におきます努力や実績等を認めることによって、その教職員の意欲

を高めると、こういう趣旨のもとに、従前の特別昇給の制度の部分を改めようとするもので

ございます。 

 しかしながら、これにつきまして、いわゆる学校現場にうまく合った仕組みや運用を構築

する必要があるのではないかと。また、その制度の周知、これを教職員の方々が理解した上

で、そしてそれを確認する所属長であります校長先生方に対しても、やっぱりしっかり理解



していただく必要があるということで、現在試行を続けておるところでございます。条例等

はすでに改正されておるわけでございまして、現在は人事委員会の了承のもとに、ことしの

12 月の勤勉手当、また来年４月の昇給と、これにつきましては試行を実施するということ

で承認等をいただいているものでございます。 

 今年度の取り組みでございますけれども、まず確認者であります校長先生方に対する制

度の説明、あるいは確認の仕方、こういうものを十分に周知していただく必要があるという

ことで、７月 30 日から８月９日にかけまして、管理職を対象としました意見交換会、制度

説明会等の研修を行ってございます。 

 また、この運用に当たりましては、市町村教育委員会の担当職員も重要な役割を担います

ことから、10 月２日には、市町村教育委員会の担当者等を集めました制度説明会等も行っ

ておるところでございます。 

 この本格実施に向けまして、いずれ学校につきましては個々の教職員の相互の共同、連携

により運営されているといったような実情がございますし、その成果もはっきり単年度で

あらわれるといったようなものでもございません。しかしながら、教職員すべてが学校の教

育目標の達成に向けて努力して成果を上げていく、学校風土を形成していくと、それが重要

でありますことから、これらに沿った運用について、現在任意のワーキンググループ等で検

討しておりますし、またこれにつきましては昨年度から設置してございます新昇給制度の

運用のための検討会、これらの場で本格実施に向けて具体的な運用について現在検討して

おるところでございます。いずれ職員の処遇にもかかわりますことから、できるだけ早期に

関係する教職員の理解が得られるよう、引き続き努力してまいりたいと考えておるところ

でございます。 

○鷹觜高校改革担当課長 一関一高の中高一貫校の検討委員会の状況、入学選抜の方法と

いうことで、受験の低年齢化が心配されるという委員の御指摘でございました。 

 確かにその部分は従前からあるわけでございますが、いずれ一関一高に、文武両道の伝統

ある進学校でございますが、そこに設置して、将来の本県のいろんな各界のリーダーを育成

するという目的で設置しようとするものでございます。 

 したがいまして、ある程度、６年間見通して頑張ってやれる適応力があるかとか、いろん

な問題解決能力があるか、総合的な形で見ていかないといけない部分もあるというふうに

私は思います。途中でなかなかついていけなくて、また別の学校にということが出ても、あ

る意味ではかわいそうな結果を残すということがあると思います。 

 したがいまして、いろんなことを踏まえまして、先般の検討委員会におきましては、委員

御指摘のとおり、人の適性検査とか面接とか作文を取り入れた選抜方式を考えていくと、そ

して総合的に判断して入学者を決定していくという議論がございました。 

 そういうことで、一つは学校、現在のねらいの部分もございますけれども、できるだけ小

学生が夜遅くまで塾通いしたりとか、いろんなことがないような形の対応を考えながらや

っていくということを考えていかなければならないというふうに思っております。その部



分につきましては、検討委員会でも十分いろいろな御意見も出されまして、もう少し詰めて

いかなければならない部分があるというところでございます。 

 それから、クラス規模のお話で、前回も御指摘がございましたが、県教委とすれば、今の

一関一高が６クラスということで、３クラス規模が望ましいというふうな、３クラス程度と

いうふうなことで話をして、それらが中から真っすぐ高校入試を受けないで進む生徒と、外

から来る、私どもは外進生と言っておりますが、そこをうまくミックスした形でクラスを編

成していけば、相互にいい影響を与えるというふうなことで考えておりますが、地元の委員

さん方の御意見等からすれば、やはり一関地区の中学校の規模が大体２クラス平均という

ことで、あまり県立のほうで多く集めると地域の中学校のほうに影響を与えるということ

で、現在のところ２クラス規模で何とか考えてほしいということでまとまりそうなところ

でございます。 

 ただ、２クラスになりましても、先ほど言ったように６年間を見通して高校入試のための

受験体制等関係なく、継続した形でキャリア教育とかいろんなものを、あるいは高校と一体

となっていろんな教育活動を含めまして実施していくということをやって育てた生徒と、

公立の中学校を終わって高校入試で入ってきた生徒たちと、やはり若干違いが出てくるか

もしれませんけれども、そういう中でお互いに切磋琢磨していくということでは、非常に有

効なことであると考えております。 

 そういうことで、今後あと１回検討委員会が開催されて、おおよその内容が答申という形

で県教委に示されることになろうかと思いますので、それらを受けまして再度また県教委

の中でいろいろと検討してまいりたいということであります。 

○亀卦川富夫委員長 ほかになければ、これをもって教育委員会関係の審査を終わります。

教育委員会の皆さんは御苦労さまでした。 

 この際、委員の皆様に申し上げます。当委員会の県外調査につきましては、さきに通知い

たしましたとおり、11 月 13 日から 11 月 15 日にかけて実施いたしますので御参加願いま

す。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。 


